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 地下街は、公共の用に供される地下歩道と複数の店舗等が一体となった地下空間利用施設で

あり、不特定多数の者が利用する空間として、地上の混雑緩和や地下の有効活用、利用者の利

便性や回遊性の向上等の役割を担っている。 

 地下街については、国はかつて、消防法（昭和 23年法律第 186号）や水防法（昭和 24年法

律第 193号）等に基づく規制に加え、「地下街に関する基本方針」（昭和 49年 6月 28日付け建

設省都計発第 58号地下街中央連絡会議）において、地下街の規制に関する取扱方針や地下街の

設置計画策定に関する基準を定めていたが、地方分権改革の推進に伴い、平成 13年 6月に当該

基本方針を廃止し、その後、地下街の安全対策については、各地方公共団体の方針に委ねられ

ることとなった。 

一方、平成 11年 6月には、豪雨により博多駅地下街（福岡市）を含む市街地一帯が浸水し、

地下鉄の運休や地下街の従業員 1名が死亡する等の被害が発生している。さらに、近年、台風

による大雨やいわゆるゲリラ豪雨と呼ばれる局地的短時間の豪雨が多く発生している中、平成

25年 9月には栄地下街（名古屋市）において浸水被害が発生しており、火災についても、同年

5月に渋谷地下街（東京都渋谷区）で店舗の天井の一部が燃える被害が発生、27年 2月には札

幌駅前通地下歩行空間に接続するビルの地階に所在する飲食店で火災が発生し、火災で発生し

た煙が当該地下歩行空間に流入し、歩行空間が一時閉鎖される事態が発生するなどしている。 

近年、地下空間（特に都市部の地下空間）は、地下街が地下駅やビル地階と接続、さらに、

これらが地下歩道を介して接続するなど、複数の地下空間利用施設が相互に接続する形でネッ

トワーク化が進行している。 

地下空間利用施設においては、消防法や水防法に基づき、個々に安全対策が講じられている

が、火災や浸水等による他の施設への被害の拡大を防止するため、施設管理者等の必要な連携

の下、ネットワークとしての利用者の安全確保対策が重要となっている。 

この調査は、以上のような状況を踏まえ、地下街等地下空間利用施設における利用者の安全

の確保を図る観点から、地下空間におけるネットワークの形成状況やネットワークにおける災

害発生時の安全対策の実態を明らかにし、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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第 1 実態調査の目的等 
1 目  的 

  この調査は、地下街等地下空間利用施設における利用者の安全の確保を図る観点から、地下空間

におけるネットワークの形成状況、地下空間のネットワークにおける災害発生時の安全対策の実態

を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 

 

 

2 対象機関 

 (1) 調査対象機関 

   総務省（消防庁）、国土交通省 

 

 (2) 関連調査等対象機関 

   市町村（10）、事業者等 

 

3 担当部局 

  行 政 評 価 局 

  管区行政評価局 5局（北海道、関東、中部、近畿、九州） 

  行政評価事務所 3事務所（東京、兵庫、岡山） 

 

4 実施時期 

  平成 26年 12月～28年 4月 
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第 2 調査結果 
 

1  地下空間におけるネットワークとしての安全対策の必要性 

調査の結果 説明図表番号 

 地下空間には、地下街、地下駅、ビル地階の店舗、地下駐車場等の多様な施設が設置

され、地下街は、地下道と当該地下道に面した複数の店舗等とが一体的に整備されてい

る。 

(1) 地下街の状況 

   地下街は、不特定多数の者が利用する公共的な空間として、地上の混雑緩和、歩

行者の利便性や回遊性の向上等の役割を担っており、建築物や交通インフラにより

過密な空間となっている大都市や、土地の高度利用を図る再開発地区において、地

下空間の活用推進に伴い整備されてきた。 

   地下街については、法令上の統一的な定義はなく、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）及び水防法（昭和 24 年法律第 193 号）（注）において、それぞれ定義されてお

り、消防法では、同法第 8条の 2第 1項において、地下街とは、「地下の工作物内に

設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設

けられたものと当該地下道とを合わせたもの」、準地下街は、消防法施行令（昭和

36 年政令第 37 号）別表第 1（16 の 3）において、「建築物の地階で連続して地下道

に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの」とされている。 

   一方、水防法では、同法第 15 条第 1 項第 3 号イにおいて、地下街等とは、「地下

街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設」とされている。 

   また、「地下街の取扱いについて」（昭和 48 年 7 月 31 日付け建設省都計発第 71

号、消防安第 1 号、警察庁乙交発第 5 号、鉄総第 304 号）に基づき策定された「地

下街に関する基本方針」（昭和 49 年 6 月 28 日付け建設省都計発第 58 号地下街中央

連絡協議会。以下「旧基本方針」という。）では、地下街とは、「公共の用に供され

る地下歩道（地下駅の改札口外の通路、コンコース等を含む。）と当該地下歩道に面

して設けられる店舗、事務所その他これらに類する施設とが一体となった地下施設

（地下駐車場が併設されている場合には、当該地下駐車場を含む。）であって、公共

の用に供されている道路又は駅前広場（土地区画整理事業、市街地再開発事業等に

より建設中の道路又は駅前広場を含む。）の区域に係るもの」とされていた。 

   このように、地下街の定義は個別法等により異なり、地下街の箇所数について

も、平成 26 年 3 月末現在、消防法に基づく地下街は 63 か所、準地下街は 7 か所、

水防法に基づく地下街等は 895か所、旧基本方針に基づく地下街は 79か所となって

いる。 

 （注） 水防法は、平成 27 年 5 月に改正され、従来の洪水（外水）のみを対象とした浸水想定区域

に加え、雨水出水（内水）及び高潮を対象とした浸水想定区域の設定や利用者の円滑かつ迅

速な避難の確保及び浸水の防止に係る計画を作成しようとする場合における、連続する施設

の所有者等からの意見聴取等が新たに追加された。 

     本調査では、原則として平成 27年 5月の改正前の水防法の状況について調査しており、「水

防法（平成 27年 5月改正）」と表記したものを除き、改正前の水防法を指す。 

 

図表 1-① 
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(2) 地下空間に所在する施設に対する規制 

   地下街、地下駅等、地下空間に設置されている施設については、消防法及び水防

法において、施設の管理者等に対し、火災や浸水それぞれについての安全確保に係

る必要な規制が設けられている。 

   消防法においては、火災の予防・鎮圧、被害の軽減等を目的に、例えば、地下街

や百貨店については、防火管理者の選任、スプリンクラー設備の設置（延べ面積

が、地下街は 1,000 平方メートル以上、百貨店は 3,000 平方メートル以上）等が、

停車場（地下駅）については、防火管理者の選任、自動火災報知設備や屋内消火栓

設備の設置等が義務付けられているなど、施設の用途や規模等に応じた規制が設け

られている。なお、同法施行令で定める施設以外の施設への消防用設備等の設置や

施設の管理について権限を有する者が複数にわたる場合の統一的な防火管理の実施

の要否などについては、各地方公共団体の判断に委ねられている。 

   一方、水防法においては、水災の防御、被害の軽減等を目的に、不特定多数の者

が利用し、避難の確保や浸水被害の防止を図る必要がある地下街等の施設について

は、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水

の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画（以下「避難確保・浸水

防止計画」という。）を作成し、同計画に基づき、地下街等の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水を防止するための訓練並びに自衛水防組織

の設置が義務付けられているが、当該計画を作成する対象施設であるか否かについ

ては、各地方公共団体の判断に委ねられている。 

   また、昭和 40年代半ばにガス爆発事故や火災が発生したことを契機として、昭和

48 年には、「地下街の取扱いについて」に基づき、施設管理者は、地下街の新設・

増設を抑制することや防災、衛生、発生する交通の処理等の所要の措置が義務付け

られ、旧基本方針により、地下街の新設・増設に関する計画についての基本的な考

え方やそれに基づく具体的な措置が規定されていた。 

   なお、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11年法

律第 87号）が施行されたことに伴い、機関委任事務制度が廃止されたこと、関与の

法定主義が明確化されたこと等を踏まえ、平成 13 年に、「地下街中央連絡協議会の

廃止及び地下街関連通達の廃止について」（平成 13年 6月 1日付け国都計第 93号）

により、「地下街の取扱いについて」や旧基本方針等は廃止され、その後の地下街の

安全対策については、各地方公共団体の方針に委ねられている。 

 

(3) 地下空間におけるネットワークの形成 

   近年、地下空間においては、地下街が地下駅やビル地階と接続しているもの、さ

らに、これらが地下歩道を介して接続しているもの等、特に都市部において、複数

の施設が相互に接続する形で開発が進められ、地下に所在する施設（以下「地下空

間利用施設」という。）が単独で存在するのではなく、複数の地下空間利用施設が広

範囲にわたり接続され、ネットワーク化が進行している。 

   なお、地下空間においては、地下街、百貨店、地下駅等の消防法や水防法の規制

 

 

 

 

図表 1-⑤ 
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図表 1-③、④ 

（再掲） 

 

 

 

図表 1-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑩ 

 

 

 

 

 



4 

 

の対象となっている施設と、店舗が所在しない地下歩道などの消防法や水防法の規

制の対象とはなっていない施設とが接続して所在することもある。 

 

(4) 調査対象とした地下空間のネットワーク 

   本調査では、ネットワーク化が進行している地下空間における安全確保対策の実

施状況を調査するため、①地下街、地下駅、地階を有するビル等が直接接続してい

るもの、②地下街、地下駅等が、地下道を介して他の地下街、ビル地階等と間接的

に接続しているもの、③地下街がなく、複数のビル地階が地下道によって接続して

いるものをそれぞれ「地下空間ネットワーク」として位置付け、全国の地下空間ネ

ットワークの中から、地域や規模、地下空間を構成する施設の種類等を考慮し、7

市 3区（注）に所在する 14の地下空間ネットワークを選定した。当該 14の地下空間

ネットワークを構成する地下空間利用施設は、当省の調査結果では 410 施設であ

り、このうち、地下空間利用施設の種類を考慮し、139施設を抽出し調査した。 

 （注） 7 市 3 区は、札幌市、東京都千代田区、東京都中央区、東京都新宿区、横浜市、名古屋

市、大阪市、神戸市、岡山市及び福岡市である。 

 

(5) 地下空間ネットワーク内の施設における火災及び浸水の発生状況 

   全国の地下空間利用施設における平成 21 年から 25 年までの間の火災及び浸水の

発生状況をみると、総務省（消防庁）では、消防法に基づく地下街及び準地下街に

おいては 21 件の火災が発生したとしている。なお、国土交通省では、浸水の発生状

況について網羅的には把握しておらず、発生件数は不明となっている。 

   また、調査対象とした 14の地下空間ネットワーク内の 139の地下空間利用施設に

おける平成 21 年度から 25 年度までの間の火災及び浸水の発生状況をみると、火災

が 27 件、浸水が 13 件発生しており、このうち、火災が発生した施設以外の接続施

設に影響が及んだもの又は経済的被害が生じたものが 2 件、浸水が発生した施設以

外の接続施設に影響が及んだものが 1件みられた。 

   なお、調査対象とした 14の地下空間ネットワーク内の地下空間利用施設では、当

省の調査対象期間以外においても、火災や浸水が発生し、当該火災や浸水が発生し

た施設以外の接続施設や広域に影響が及んだものが 4件発生している。 

 

(6) 地下空間ネットワークとしての安全対策の必要性 

   地下空間ネットワーク内には、消防法及び水防法の規制に基づき安全確保対策を

講ずべき地下街等の施設と、店舗が存在しない地下歩道などの消防法や水防法の規

制の対象とはなっていない施設が混在している。 

   また、近年、地下空間ネットワーク化が進行しており、地下空間ネットワーク内

の地下空間利用施設における火災や浸水の状況をみると、地下空間利用施設から火災

が発生し、火災の煙が他の地下空間利用施設へ流入したもの、大雨による浸水により

地下鉄の運休や地下街において人命が失われたものなど、火災や浸水による影響が他

の地下空間利用施設を含めた広範囲に及んでいるものなどもみられる。 

   これらのことから、地下空間における火災や浸水に係る利用者等の安全を確保す

 

 

 

 

図表 1-⑩ 

（再掲） 
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るためには、地下空間ネットワークを構成する地下空間利用施設の施設管理者等が

必要な連携の下、地下空間ネットワークとして、より効果的な安全確保対策に取り

組むことが重要な場合もあると考えられる。 
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図表 1-① 全国に所在する地下街 

No 名称 接続施設 備考 

1 大通地下街（オーロラタウン） 地下歩道、ビル地階 

 

両地下街は駅コンコ

ースを通じて接続 2 札幌駅前通地下街（ポールタウン） 

3 札幌駅南口広場地下街（アピア） ビル地階、駅、地下歩道  

4 フェザン（めんこい横丁等を含む） 公共地下道  

5 八重洲地下街 
ビル地階 地下街は連絡通路を

通じて駅と接続 

6 Echika fit 東京 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

7 新橋駅東口地下街（ウィング新橋） 地下駐車場  

8 渋谷地下街 ビル地階、駅  

9 浅草地下街 駅  

10 Echika fit 上野 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

平成 27年 3月閉鎖 

11 新宿駅東口地下街（ルミネエスト） ビル地階、駅 両地下街は地下歩行

者専用道を通じて接

続 
12 

新宿歌舞伎町地下街（新宿サブナー

ド） 

ビル地階、駅 

13 新宿駅西口地下街（小田急エース） 
ビル地階 

 

各地下街は広場や地

下通路を通じて接続 

14 新宿南口地下街（京王モール） ビル地階、駅 

15 京王モールアネックス ビル地階、駅 

16 
池袋東口地下街（池袋ショッピング

パーク） 

駅、ビル地階、地下駐車場  

17 
池袋西口地下街（池袋東武ホープセ

ンター） 

ビル地階、地下駐車場  

18 エチカ池袋 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

19 
地下鉄銀座線地下店舗（Echika fit

銀座） 

単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

20 
吉祥寺駅地下街（京王電鉄（株）の

管理分） 

単独 管理会社が異なる 

21 
吉祥寺駅地下街（（株）アトレの管

理分） 

単独 

22 エチカ表参道 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

23 川崎駅東口広場地下街（アゼリア） ビル地階  

24 横浜駅東口地下街（ポルタ） 
ビル地階、地下駐車場 

 

地下街は連絡通路を

通じて駅と接続 

25 
ダイヤモンド地下街（ザ・ダイヤモ

ンド） 

ビル地階、駅 

 

両地下街は直接接続 

26 新相鉄ビルＤブロック 

27 
横浜中央地下街（関内地下街マリナ

ード） 

駅  

28 
桜木町ゴールデンセンター（ぴおシ

ティ） 

駅  

29 HaRuNe小田原 単独  

30 西堀ローサ ビル地階  

31 高岡駅前地下街 単独  

32 金沢都ホテル地下街 単独  
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No 名称 接続施設 備考 

33 蒲郡北駅前地下街 単独  

34 新幹線地下街エスカ 駅、地下道、ビル地階 

 

各地下街は通路によ

り接続 35 テルミナ地下街 

36 ユニモール 

37 地下鉄名古屋駅地下街（メイチカ） 

38 名古屋地下街（サンロード） 

39 名古屋近鉄ビル地下街 

40 新名フード地下街 

41 ミヤコ地下街 

42 大名古屋ビル地下街（ダイナード）  

43 伏見地下街 駅  

44 サカエチカ ビル地階、駅 

 

各地下街は直接接続 

45 セントラルパーク地下街 

46 栄森の地下街 

47 地下鉄上前津地下街 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

48 地下鉄金山地下街 
単独（地下鉄駅コンコース

上に所在） 

 

49 
大曽根駅前地下集客施設 

（OZ garden） 

駅  

50 京都駅北口広場地下街（ポルタ） 駅  

51 御池地下街（ゼスト御池） 駅、直下に地下駐車場  

52 ホワイティうめだ 
地下街、ビル地階、駅、地

下道 

各地下街は通路や駅

を通じて接続 

53 ドージマ地下センター ビル地階、駅 

54 
大阪駅前ダイヤモンド地下街（ディ

アモール大阪） 

地下街、ビル地階、駅、地

下道 

55 大阪駅前地下街 ビル地階、駅  

56 千里中央地下街 単独  

57 京阪中之島線渡辺橋駅 単独  

58 京阪中之島線大江橋駅 単独  

59 中之島地下街 地下鉄駅  

60 なんばウォーク 地下鉄駅、ビル地階 

 

両地下街は通路を通

じて接続 61 ＮＡＭＢＡなんなん 

62 あべちか 地下駐車場  

63 長堀地下街（クリスタ長堀） 駅  

64 さんちか 
駅、ビル地階、地下道、地

下駐車場 

 

65 メトロこうべ 
駅 

 

地下街内通路で駅と

駅を接続 

66 デュオこうべ山の手 駅 両地下街は駅を通じ

て接続 67 デュオこうべ浜の手 

68 M-KITCHEN ビル地階、地下通路  

69 阪神元町有楽名店街 
単独（駅コンコース上に所

在） 

 

70 グランフェスタ ビル地階、地下駐車場、駅  

71 岡山一番街 地下駅、地下駐車場、ビル

地階 

両地下街は直接接続 

72 岡山三番街（ペスカ岡山） 

73 中之町地下街 ビル地階  
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No 名称 接続施設 備考 

74 広島紙屋町地下街（シャレオ） ビル地階、地下駐車場  

75 松山市駅前地下街 ビル地階  

76 天神地下街 
ビル地階、駅、地下通路、

地下駐車場 

 

77 
博多駅地下街（福岡朝日ビルの管理

分） 

ビル地階、駅、地下通路 

 

各地下街は直接接続 

78 
博多駅地下街（博多ステーションビ

ルの管理分） 

79 博多駅新地下街（博多一番街） 

(注) 1 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

     2  旧基本方針による地下街（平成 26年 3月末日時点）である。 

 

 

図表 1-② 地下街等の定義及び箇所数 

法令等 
消防法 

(昭和 23 年法律第
186号) 

水防法 
(昭和 24 年法律第
193号) 

「地下街に関する基本方針」
（昭和 49年 6月 28日付け建設
省都計発第 58号） 

所管省及び
部署 

総務省 
消防庁 

国土交通省 
水管理・国土保全局 

国土交通省 
都市局 

定義 

（消防法第 8 条の 2

第 1項） 

【地下街】 

地下の工作物内

に設けられた店舗、

事務所その他これ

らに類する施設で、

連続して地下道に

面して設けられた

ものと当該地下道

とを合わせたもの 

 

（消防法施行令別

表第一（16の 3）） 

【準地下街】 

建築物の地階で

連続して地下道に

面して設けられた

ものと当該地下道

とを合わせたもの 

（水防法第 15条第 1

項第 3号イ） 

【地下街等】 

地下街その他地下

に設けられた不特定

かつ多数の者が利用

する施設 

【地下街】 

公共の用に供される地下歩

道（地下駅の改札口外の通路、

コンコース等を含む。）と当該

地下歩道に面して設けられる

店舗、事務所その他これらに類

する施設とが一体となった地

下施設（地下駐車場が併設され

ている場合には、当該地下駐車

場を含む。）であって、公共の

用に供されている道路又は駅

前広場（土地区画整理事業、市

街地再開発事業等により建設

中の道路又は駅前広場を含

む。）の区域に係るもの 

箇所数 
地下街：63か所 
準地下街：7か所 

895か所 79か所 

(注) 1 総務省消防庁及び国土交通省の資料に基づき、総務省行政評価局が作成した。 

   2 「箇所数」は、平成 26年 3月末日時点の数である。 
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図表 1-③ 「地下街の取扱いについて」（昭和 48年 7月 31日付け建設省都計発第 71号、消防安

第 1号、警察庁乙交発第 5号、鉄総第 304号）（抜粋） 

(1) 道路、駅前広場その他の公共施設等にかかる地下街（「地下街」とは、一般公共の用に供

される地下工作物内の道（地下道）に面して設けられた店舗、事務所その他これに類するも

の（通常の建築物の地階とみなされるものを除く。）の一団（地下道を含む。）をいう。以下

同じ。）の新設又は増設は、今後厳に抑制するものとする。 

   ただし、公益上真にやむを得ないものについては、防災、衛生、発生する交通の処理その

他の観点から、設置計画及び管理運営方法に関して、あらかじめ十分な措置を講ぜしめると

ともに、使用開始後の指導監督を強力に行うものとし、特に既存の地下街の増設にかかる場

合にあっては、既存部分に関する改善措置に留意するものとする。 

(2) 道路、駅前広場その他の公共施設等にかかる既存の地下街については、増設等が行われな

い場合であっても、極力防災、衛生、発生する交通の処理その他の観点から所要の改善を行

わせるものとする。 

   なお、特に緊急に防災上の改善を行う必要のある既存の地下街については、早急に関係行

政機関を中心に必要に応じて学識経験者を加えて現地査察を行い、所要の改善指導を行うも

のとする。 

(3) (1)及び(2)の措置の実効性の確保、さらに今後必要とされる道路、駅前広場その他公共施

設等にかかる地下街に関する基本方針の策定（運用及び制度の両面に関するものを含む。以

下別記において単に「基本方針の策定」という。）その他に関して関係行政庁等の連絡調整

を図るため、当面は、別記のとおりの運用方法によるものとする。 

 

別記 

地下街に関する運用方法 

1 地下街連絡協議会 

 (1) 道路、駅前広場その他の公共施設等にかかる地下街（以下本運用中に限り単に「地下街」

という。）の指導監督に関する連絡調整を行うため、各都道府県及び各指定都市（地方自

治法第 252条の 19第 1項に規定するものをいう。以下同じ。）に地下街連絡協議会を設

けるものとする。 

 (2) 各都道府県に設ける地下街連絡協議会は、建設省地方建設局道路部、通商産業省通商産

業局公益事業部、運輸省地方運輸局鉄道部（ただし、鉄道事業法に基づき工事施工の認

可又は変更を要することとなる場合に限る。）、都道府県の都市計画、道路、建築及び消

防主幹部並びに都道府県警察本部の交通及び防災警備主幹部により構成し、鉄道事業者

（ただし、当該鉄道事業者の財産の貸付け、譲渡又は交換に係る場合に限る。）をオブザ

ーバーとするものとし、その事務局は、都道府県の都市計画主幹課に置くものとする。 

    指定都市に設ける地下街連絡協議会は、各都道府県に設ける地下街連絡協議会の構成機

関中、都道府県の都市計画、道路、建築及び消防主幹部に替えて指定都市の当該各部を

もって構成し、その事務局は、指定都市の都市計画主幹課に置くものとする。 

 (3) 地下街連絡協議会は、地下街の設置に関する申請が当該協議会の構成機関になされた場

合において、都市計画決定、道路占用許可等の行政処分に先だって、又は地下街の設置

が予想される場合その他必要な場合に開催し、当該地下街の取扱いに関して、所要の連

絡調整を行うものとする。 

 (4) 地下街連絡協議会を構成する各機関は、それぞれ自己の所管部門に関して責任を持つと

ともに、他の機関の所管部門に関する意見を尊重するものとし、地下街に関する都市計

画決定、道路占用許可等の行政処分は、原則として当該協議会の構成機関が支障がない

と認めた場合に限り行われるよう配慮するものとする。 

 (5) 地下街連絡協議会は、大規模な地下街（駐車場部分を除く延べ面積が 3,000㎡以上のも

のをいい、増設又は用途変更により当該規模となるものを含む。）について連絡調整を行
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おうとする場合にあっては、あらかじめ次の 2に掲げる地下街中央連絡協議会の意見を

聞かなければならないものとする。 

2 地下街中央連絡協議会 

 (1) 基本方針の策定、1.(5)による意見のとりまとめ、その他地下街の指導監督に関する連

絡調整を行うために、地下街中央連絡協議会を設置するものとする。 

 (2) 地下街中央連絡協議会は、建設省、消防庁、警察庁、運輸省及び資源エネルギー庁によ

り構成するものとし、その事務局は、建設省都市局都市計画課に置くものとする。 

3 その他 

 地下街中央連絡協議会は、基本方針の策定を可及的速やかに行うものとする。 

  地下街連絡協議会は、基本方針の策定がなされるまでの間は、1.(5)にかかわらず、地下街

について連絡調整を行う場合には、原則としてあらかじめ地下街中央連絡協議会の意見を聞か

なければならないものとする。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 1-④ 「地下街に関する基本方針について」（昭和 49年 6月 28日付け建設省都計発第 58号

地下街中央連絡協議会）（抜粋） 

第 1 地下街の規制に関する取扱方針 

 1 地下街（第 2.1 に規定する地下街をいう。以下同じ。）の設置は、公共の用に供される道

路又は駅前広場の管理上及び将来の利用計画支障となるのみでなく、防災、衛生、発生する

交通の処理その他の観点からも問題が多いので、その新設又は増設は、厳に抑制するものと

し、原則として認めないものとする。 

 2 したがって地下街の新設又は増設は、地上交通の著しく輻輳する地区において、歩行者を

含む一般交通の安全と円滑を図るため、公共地下歩道又は公共地下駐車場を緊急に整備しな

ければならない場合であって、かつ、地下街の設置が必要やむを得ない場合に限るものとす

る。この場合において、地下街の新設又は増設に関する計画は、次の基本的な考え方による

ものとし、その具体的措置は、第 2に示すところによる。 

  (1) 当該地域の土地利用計画及び公共公益施設の整備計画等に支障を及ぼすおそれがない

よう措置すること。 

  (2) 公共地下歩道又は公共地下駐車場の整備計画を中心とし、地下街としての計画は、こ

れに付随して認められるべきものであることから、店舗部分は極力小規模にとどめるこ

と。 

  (3) 地下街と他の建築物の地下階との接続は、災害の発生防止等の観点から好ましくない

ので、原則として禁止すること。 

  (4) 建築基準法、消防法等に定めるところによるほか、防災、救急、衛生、発生する交通

の処理等のための必要と認められる設備を設けること。 

  (5) 事業主体は、将来にわたり適切な管理運営を行いうると認められる者であること。 

3 地下街の管理について、関係行政庁は、建設基準法、消防法、道路法、ガス事業法等に基

づく指導、監督、検査等を強力に行い、防災その他に関して管理の適正を期するものとする。 

 4 第 2の基準に適合しない既設の地下街については、極力改善措置を講じさせるほか、特に

この基本方針に適合するものとして増設（他の地下街又は他の建築物の地下階と接続する場

合を含む。）を認める場合には、既設部分についても所要の改善措置を講じさせるものとす

る。 

 

第 2 地下街の設置計画策定に関する基準 

 (定義) 

 1 この基準において「地下街」とは、公共の用に供される地下歩道（地下駅の改札口外の

通路、コンコース等を含む。）と当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他
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これらに類する施設とが一体となった地下施設（地下駐車場が併設されている場合に

は、当該地下駐車場を含む。）であって、公共の用に供されている道路又は駅前広場（土

地区画整理事業、市街地再開発事業等により建設中の道路又は駅前広場を含む。）の区

域に係るものとする。ただし、地下歩道に面して設けられる店舗、事務所、その他これ

らに類する施設が、駅務室、機械室等専ら公共施設の管理運営のためのもの、移動可能

なもの又は仮設的なもののみの場合は、地下街として扱わないものとする。 
2(1) この基準は、地下街を新設し、又は増設する場合のほか、既設の地下街を相互に接続

し、又は既設の地下街に他の建築物の地下階を接続しようとする場合にも適用する。 

   (2) 地下駅の改札口外の通路、コンコース等に係る地下街にあっては、4（ただし、(5)を

除く。）及び 5は適用しない。 

 （制限の付加） 

 3 各地下街連絡協議会又はその構成機関は、必要と認めるときは、本基準の規定を下らない

範囲において本基準と異なる定めをし、又は所要の制限を付加することができるものとす

る。 

  

 (以下略) 
（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表１-⑤ 消防法等における地下街等の防火管理上必要な業務に係る規定 

消防法（昭和 23年法律第 186号）（抜粋） 

第 8条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める

大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二

以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住

する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を

有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物につい

て消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供

する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関

する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火

管理上必要な業務を行わせなければならない。  

 

第 8条の 2 高層建築物（高さ 31メートルを超える建築物をいう。第 8条の 3第 1項において

同じ。）その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地

下街（地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地

下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。）でその管理

について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理につ

いて権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体

について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者（以下この条において「統括防火管理

者」という。）を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体について

の消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象

物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体につ

いての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 

2  統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要

な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項

の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対

し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。 

3  前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定

により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでな

ければならない。 
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第 8条の 2の 5  第八条第一項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大

規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところ

により、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。  

 

2～4（略） 

 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）（抜粋） 

（統括防火管理者の責務） 

第 4条の 2  統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物の全体につ

いての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならな

い。 

2  統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該

防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の

全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 

3  統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必

要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を

遂行しなければならない。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

図表 1-⑥ 消防法等における消防用設備等の設置等に関する規定 

消防法（昭和 23年法律第 186号）（抜粋） 

第 17 条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防

火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供す

る設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、

避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の

基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 

2  市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準

に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認

めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基

づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。 

3  第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に

基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備

等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊消防用設備等」という。）であ

つて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めると

ころにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持

計画」という。）に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを

用いる場合には、当該消防用設備等（それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用

いられるものに限る。）については、前二項の規定は、適用しない。 

 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）（抜粋） 

（防火対象物の指定） 

第 6 条  法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とす

る。 

 

（消防用設備等の種類） 

第 7条  法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び

避難設備とする。 

2  前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
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に掲げるものとする。 

一  消火器及び次に掲げる簡易消火用具 

イ 水バケツ 

ロ 水槽 

ハ 乾燥砂 

ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 

二  屋内消火栓設備 

三  スプリンクラー設備 

四  水噴霧消火設備 

五  泡消火設備 

六  不活性ガス消火設備 

七  ハロゲン化物消火設備 

八  粉末消火設備 

九  屋外消火栓設備 

十  動力消防ポンプ設備 

3  第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるもの

とする。 

一  自動火災報知設備 

一の二  ガス漏れ火災警報設備（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

（昭和四十二年法律第百四十九号）第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりそ

の販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。） 

二  漏電火災警報器 

三  消防機関へ通報する火災報知設備 

四  警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設

備 

イ 非常ベル 

ロ 自動式サイレン 

ハ 放送設備 

4  第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設

備であつて、次に掲げるものとする。 

一  すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 

二  誘導灯及び誘導標識 

5  法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の

用水とする。 

6  法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連

結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 

7  第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる

防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定め

る消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。 

 

（スプリンクラー設備に関する基準）  

第 12条  スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 

一 次に掲げる防火対象物（第三号及び第四号に掲げるものを除く。）で、火災発生時の延焼

を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの  

イ 別表第一（六）項イ（１）及び（２）に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ロ（１）及び（３）に掲げる防火対象物 

ハ 別表第一（六）項ロ（２）、（４）及び（５）に掲げる防火対象物（介助がなければ避

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%88%ea%8e%6c%8b%e3&REF_NAME=%89%74%89%bb%90%ce%96%fb%83%4b%83%58%82%cc%95%db%88%c0%82%cc%8a%6d%95%db%8b%79%82%d1%8e%e6%88%f8%82%cc%93%4b%90%b3%89%bb%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%88%ea%8e%6c%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000003000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%94%aa%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
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難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつて

は、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。） 

二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物（次号及び第四号に掲げるものを除く。）で、舞台部

（舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。）の床面

積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平方メート

ル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの  

三 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び（十六）項イに掲げ

る防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの（総務省令で定める部分を除く。） 

四 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項及び（九）項イに掲げる防火

対象物（前号に掲げるものを除く。）のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定め

る部分以外の部分の床面積の合計が、同表（四）項及び（六）項イ（１）から（３）まで

に掲げる防火対象物にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては六

千平方メートル以上のもの  

五 別表第一（十四）項に掲げる防火対象物のうち、天井（天井のない場合にあつては、屋

根の下面。次項において同じ。）の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が七百平方メ

ートル以上のラック式倉庫（棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送

を行う装置を備えた倉庫をいう。）  

六 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 

七 別表第一（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、

かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の

用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの  

八 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物（可

燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の千倍

以上貯蔵し、又は取り扱うもの  

九 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第六号に掲げるものを除く。）の部分のう

ち、同表（六）項イ（１）若しくは（２）又はロに掲げる防火対象物の用途に供されるも

の（火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有する

ものを除く。）  

十 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物（第三号に掲げるものを除く。）で、同表(一)

項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される

部分（総務省令で定める部分を除く。）の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階

のうち、当該部分が存する階  

十一 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、

無窓階又は四階以上十階以下の階（総務省令で定める部分を除く。）で、次に掲げるもの  

イ 別表第一(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の階で、

その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階

にあつては千五百平方メートル以上のもの 

ロ 別表第一(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方メートル

以上のもの 

ハ 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)

項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当

該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下

の階にあつては千五百平方メートル（同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途

に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル）以上のもの 

十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階

以上の階（総務省令で定める部分を除く。）  

（注）下線は当省が付した。 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%6c%90%ad%8e%4f%81%5a%98%5a&REF_NAME=%8a%eb%8c%af%95%a8%82%cc%8b%4b%90%a7%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%90%ad%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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図表 1-⑦ 防火対象物の用途 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）（抜粋） 

 

別表第一 （第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、

第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十

四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係）  

（一） 略 

（二） 略 

（三） イ 待合、料理店その他これらに類するもの 

ロ 飲食店 

（四） 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 

（五）  略 

（六）  略 

（七）  略 

（八）  略 

（九）  略 

（十） 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供す

る建築物に限る。） 

（十一）  略 

（十二）  略 

（十三） イ 自動車車庫又は駐車場 

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 

（十四） 倉庫 

（十五）  略 

（十六） イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（一）項から（四）項まで、（五）項イ、

（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 

ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 

（ 十 六

の二） 

地下街 

（ 十 六

の三） 

建築物の地階（（十六の二）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面

して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（一）項から（四）項まで、（五）

項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するも

のに限る。） 

（十七）  略 

（十八） 延長五十メートル以上のアーケード 

（十九）  略 

（二十）  略 

 

備考 

一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途

防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が（一）項から（十五）までの各項に

掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物と

する。 

二 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物が（十六の二）項に掲げる防

火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。 
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三 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が（十六の三）

項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、

同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、（一）項から（十六）項に掲げる防火対象物又

はその部分でもあるものとみなす。 

四 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分

が（十七）項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工

作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、（一）項から（十六）項までに

掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 1-⑧ 水防法における避難確保及び浸水防止対策に係る規定 

水防法（昭和 24年法律第 193号） 

（浸水想定区域）  

第 14条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につい

て、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被

害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計

画の基本となる降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域

として指定するものとする。  

 

2～4（略） 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）  

第 15条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、

これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、前条

第一項の規定により浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第四十

二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該

浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第三号ハに掲げ

る施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出が

あつた場合に限る。  

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁

長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は

第十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が通知し

若しくは周知する情報をいう。以下同じ。）の伝達方法  

二 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項  

三 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在

地  

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。

次条において同じ。）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸

水の防止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要

する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で

定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8d%d0%8a%51%91%ce%8d%f4%8a%ee%96%7b%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000
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四において「大規模工場等」という。）でその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認

められるもの 

 

2・3（略） 

 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）  

第 15 条の 2  前条第 1 項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところによ

り、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。  

2  前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該計画を変更したときも、

同様とする。  

3  市町村長は、第 1 項の地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第 1 項の規定により市町村地域防

災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に

対し、第 1項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。  

4  市町村長は、第 1 項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の

浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、

必要な指示をすることができる。  

5  市町村長は、前項の規定による指示を受けた第 1 項の地下街等の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。  

6  第 1 項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同

項の地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止のため

の訓練を行わなければならない。  

7  第 1 項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地

下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を行う自衛水

防組織を置かなければならない。 

8  第 1項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告

しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 1-⑨ 「地下街中央連絡協議会の廃止及び地下街関連通達の廃止について」（平成 13年 6月

1日付け国都計第 93号）（抜粋） 

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法律第 87 号）が平

成 12年 4月 1日から施行されたことに伴い、機関委任事務制度が廃止されたこと、関与の法定

主義が明確化されたこと等を踏まえ、昭和 48 年 7 月 31 日付建設省、消防庁、警察庁、運輸省

の共同通達「地下街の取扱いについて」等を廃止することから、同通達により設けられていた

地下街中央連絡協議会を廃止し、別紙の通達を廃止することとしたので、御了知願いたい。 

 

 別紙（抜粋） 

「地下街に関する基本方針について」 

（昭和 49年 6月 28日付け建設省都計発第 58号地下街中央連絡協議会）  

（注）下線は当省が付した。 
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図表 1-⑩ 地下空間ネットワークの形成状況 

① 地下街、地下駅、地階を有するビル等が直接接続しているもの 

 

地下街・準地下街                  地下駅   

地下道・地下通路        駐車場・接続ビル   

（注）地下空間ネットワークのイメージ（例）として、当省が作成した。 
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② 地下街、地下駅等が、地下道を介して他の地下街、ビル地階等と間接的に接続しているもの 

 
 

地下街・準地下街               地下駅   

地下道・地下通路     駐車場・接続ビル   

（注）地下空間ネットワークのイメージ（例）として、当省が作成した。 

 

 

③ 地下街がなく、複数のビル地階が地下道によって接続しているもの 

 
地下駅   

地下道・地下通路     駐車場・接続ビル   

（注）地下空間ネットワークのイメージ（例）として、当省が作成した。 
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図表 1-⑪ 調査対象とした地下空間ネットワーク及びその形成状況 

（単位：か所） 

所在地 
地下空間ネッ

トワーク名 

構成施

設数 
内訳 

調査対象

施設数 
内訳 

札幌市 大通駅周辺 39 

地下街：2、地下駅：

3、接続ビル:32、駐

車場：1、準地下街：

1 

13 

地下街：2、地下駅：3、

接続ビル:6、駐車場：1、

準地下街：1 

札幌市 札幌駅周辺 13 
接続ビル：10、地下

道：2、駐車場：1 
3 

接続ビル：1、地下道：1、

駐車場：1 

東京都 

千 代 田

区 

大手町駅～ 

有楽町駅周辺 
16 

地下駅：4、接続ビ

ル:5、地下道：5、

駐車場：2 

11 

地下駅：4、接続ビル:3、

地下道：2、駐車場：2 

東京都 

中央区 

西銀座デパー

ト周辺 
20 

地下街：1、地下駅：

1、接続ビル:16、駐

車場：1、準地下街：

1 

3 

地下街：1、地下駅：1、

準地下街：1 

東京都 

新宿区 

新宿駅西口周

辺 
55 

地下街：2、地下駅：

8、接続ビル:38、地

下道：4、駐車場：3 

13 

地下街：2、地下駅：2、

接続ビル:5、地下道：1、

駐車場：3 

東京都 

新宿区 

新宿駅東口周

辺 
53 

地下街：2、地下駅：

3、接続ビル:46、地

下道：1、駐車場：1 

9 

地下街：2、地下駅：3、

接続ビル:3、駐車場：1 

横浜市 
横浜駅西口周

辺 
16 

地下街：2、地下駅：

1、接続ビル:11、地

下道：1、駐車場：1 

8 

地下街：2、地下駅：1、

接続ビル:5、 

名 古 屋

市 

名古屋駅東口

地区 
22 

地下街：7、地下駅：

2、接続ビル:10、地

下道：2、駐車場：1 

19 

地下街：7、地下駅：2、

接続ビル:7、地下道：2、

駐車場：1 

大阪市 大阪駅周辺 62 

地下街：3、地下駅：

5、接続ビル:49、地

下道：3、駐車場：2 

18 

地下街：3、地下駅：4、

接続ビル:8、地下道：2、

駐車場：1 

神戸市 三宮駅周辺 36 

地下街：2、地下駅：

4、接続ビル:21、地

下道：7、駐車場：2 

14 

地下街：1、地下駅：2、

接続ビル:6、地下道：4、

駐車場：1 

岡山市 岡山駅前地区 19 

地下街：2、地下駅：

1、接続ビル:8、地

下道：6、駐車場：2 

8 

地下街：2、接続ビル:5、

地下道：1 

岡山市 表町中央地区 4 
地下街：1、接続ビ

ル：3 
4 

地下街：1、接続ビル：3 

福岡市 博多駅地区 16 

地下街：2、地下駅：

1、接続ビル:11、地

下道：2 

7 

地下街：2、地下駅：1、

接続ビル:4 

福岡市 天神地区 39 

地下街：1、地下駅：

2、接続ビル：31、

地下道：3、駐車場：

2 

9 

地下街：1、地下駅：1、

接続ビル：5、地下道：1、

駐車場：1 

計  410  139  

(注) 1 当省の調査結果による。 

2 地下空間ネットワーク名は当省が付した（以下同じ。）。 

3 「構成施設数」、「調査対象施設数」及び「内訳」は、平成 27年 3月末日時点の数である。 
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図表 1-⑫ 全国の地下街及び準地下街における火災の発生状況   

（単位：件、㎡、人、千円） 

区分 出火件数 焼損床面積 焼損表面積 死者数 負傷者数 損害額 

平成 21年 6 0 1 0 0 44 

  22年 1 0 0 0 0 0 

   23年 5 0 0 0 0 6 

   24年 5 0 0 0 0 60 

   25年 4 0 0 0 0 11 

計 21 0 1 0 0 121 

（注）総務省消防庁の資料に基づき、総務省行政評価局が作成した。 

 

 

図表 1-⑬ 調査対象施設における火災の発生状況（平成 21年度～25年度） 

No 発生年月日 災害の概要 備考 

1 

平成 21 年 6

月 14日 

テナント天井に設置している空調設備において、ファ

ンコイルの部品の劣化により発火し、ファンコイルのコ

ンデンサー、配線、モーターの一部が焼損 

 

2 

平成 21 年 9

月 18日 

地下街内に設置してある身体障害者用トイレ内にお

いて、放火によるものと推定される火災が発生し、ゴミ

及びゴミ箱が燃焼 

 

3 
平成 21 年 9

月 18日 

階段付近の室内において、放火によるものと推定され

る火災が発生し、雑品について若干の焼損 

 

4 

平成 21 年 9

月 29日 

軌道内において、発煙が確認された。原因は不明。こ

の発煙による 2 回の指令により、地下鉄全線が約 30 分

にわたり発車待ちとなり、電車が遅延 

 

5 

平成 21年 10

月 2日 

トイレにおいて、男性が脱衣する際に服が何かにひっ

かかったため、ひっかかりを解除するべく携帯していた

ライターを使用したところ、衣服に燃え移り発火し、男

性がやけど（Ⅱ度） 

 

6 

平成 21年 11

月 26日 

駅の営業終了後、駅構内で作業を実施予定だった作業

員が、待機中に喫煙し、吸い殻をゴミ入れに入れ退室し

たところ、缶内のごみに引火して発火。火災報知器の鳴

動を確認した駅助役の消火活動により火災は鎮火した

が、駅ホームに異臭が残ったことから、排煙操作を実施 

 

7 

平成 22 年 1

月 27日 

冷蔵ショーケースの差込プラグに台車等がぶつかっ

たことにより、プラグの内部電線の断線状態を招き、発

熱により絶縁被覆から発火し、焼損（面積は 1㎡以下） 

 

8 

平成 22 年 4

月 28日 

乗客が線路に落としたビニール傘が集電装置及びレ

ールに触れショートし発火し、約 10 分にわたり全線で

発車待ちとなり、列車が遅延 

 

9 

平成 22 年 7

月 1日 

 

横断トラフ（線路上に設置された電線等を収納する

箱）の蓋の劣化により蓋内部の鉄線が露出してレールに

接触し、電流が蓋（縞鋼板）を介してダクトプレートに

流れ、この時発生したアークが、ダクトプレート内部に

残されていた新聞紙に引火し発煙。発煙により、約 1

時間にわたり地下鉄全線で発車待ちとなり、列車が遅延 

 

10 

平成 22 年 8

月 24日 

飲食店の厨房において、調理中に厨房内の室温が上昇

したことがきっかけとなり、スプレー缶が爆発して出火

し、店員がやけど 

 

11 
平成 22年 11

月 2日 

エスカレーター用蛍光灯の配線圧着端子接続部と移

動手すりベルト駆動装置が接触した状態で起動し地絡、
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No 発生年月日 災害の概要 備考 

火花が散り、ほこりに着火し煙が発生。被害範囲や被害

金額は不明 

12 

平成 23 年 1

月 31日 

駅の身体障がい者用トイレのカーテンが燃えていた

との旅客からの通報を受け、駅員が確認したところ、備

付けのトイレットペーパーと仕切用カーテンが焼損。被

害金額は 1万 7,700円。なお、消防局の検証では放火の

疑いあり 

 

13 

平成 23 年 2

月 6日 

可燃性のエアダスターをシュレッダーに噴射した直

後にシュレッダーを使用したため、発生した火花が残留

していたエアダスターに引火し、従業員がやけど 

 

14 

平成 23 年 4

月 21日 

駐車場管理センター内の従業員ロッカー室において、

ライターが何らかの外的要因により作動し出火（焼損面

積は 1㎡以下） 

 

15 

平成 23 年 9

月 8日 

飲食店内に設置されているアイスクリーム製造器用

のプラグとコンセントの周辺に付着していたほこりに

火花が飛び散り発火 

 

16 

平成 24 年 2

月 22日 

地下鉄駅の地下ホーム階段下の倉庫において、たばこ

の火の不始末が原因と思われる火災が発生し、同倉庫の

上部に位置するエスカレーターに被害。また、地下鉄職

員 17 人が軽傷。さらに、火災発生元である倉庫が地下

鉄駅ホーム内にあったため、ホーム上の利用客約 1,000

人及び地下鉄の乗客約 2,000 人が一時避難することと

なった。また、全線運転見合わせ（運転再開までに約 1

時間 40分） 

経済的被害あり 

17 

平成 24 年 4

月 7日 

 

地下道天井に設置している照明器具の内部にある安

定器が、経年劣化により発熱し煙が発生。照明器具安定

器 1個が焼損 

 

18 

平成 24 年 5

月 19日 
塵芥
じんかい

処理室内の段ボールから発煙。現場検証の結果、

くん焼部分付近から煙草の吸殻が発見されたため、これ

が原因と推定 

 

19 

平成 24年 11

月 30日 

男子トイレ個室で放火の痕らしきものがあるとの清

掃員からの報告を受けた駅員が確認したところ、握り拳

程度のトイレットペーパーの燃えかすあり。焼損等の被

害なし 

 

20 
平成 24年 12

月 1日 

男子トイレ個室で放火の痕らしきものがあったため、

清掃員が駅員に報告 

 

21 
平成 24年 12

月 1日 

男子トイレの個室で吸い殻や紙くずの燃えかすが発

見された。原因は、放火の可能性あり 

 

22 
平成 24年 12

月 2日 

男子トイレの中で紙くずや吸い殻の燃えかすが発見

され、原因は、放火の可能性あり 

 

23 

平成 25 年 5

月 29日 

売店倉庫内の冷蔵庫コンセントプラグがショートし、

煙が発生。この発煙による煙のホームへの流入はなく、

列車の運行に支障なし 

 

24 

平成 25 年 9

月 26日 

改札外にある飲食店において、冷蔵庫修理のため

の溶接作業中に火花が飛び散り、隣接していた排気

ダクト内に進入。ダクト内部のほこりに引火して、

飲食店一帯に煙が充満し、隣接する地下道にも煙が

流入。改札口に設置しているシャッターを閉鎖すると

ともに、旅客・通行人の避難誘導を実施した。ダクト

の一部が損傷 

接続する施設に

影響あり 
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No 発生年月日 災害の概要 備考 

25 

平成25年10

月 19日 

飲食店において出火。原因は、そばとともに顧客に提

供する揚げ玉を保管する際、保管方法を守っていなかっ

たため、時間が経過するうちに揚げ玉の温度が上昇し、

発火に至ったもの。被害の詳細は不明であるが、テレ

ビ塔では、1万 5,000円の負担が発生 

 

26 

平成25年12

月 2日 

飲食店において、ガス器具を用いて調理中に、ガ

ス器具の隣に置いてあった食用油に引火して発火。

被害無し 

 

27 
平成 26 年 1

月 5日 

設置していた室外機が焼損、壁面 7.5㎡が焼失し、

約 52万円の損害が発生 

 

(注) 1 当省の調査結果による。 

     2 調査対象とした 14の地下空間ネットワークを構成する地下街、地下駅、地下駐車場等において発生した

火災の発生状況である。 

 

 

図表 1-⑭ 調査対象施設における浸水の発生状況（平成 21年度～25年度） 

No 発生年月日 災害の概要 備考 

1 

平成 22 年 8

月 30日 

集中豪雨（1 時間当たりの降雨量 28 ㎜）により、

高圧電気引込線のボックス内から水漏れする等、地下

の複数箇所で浸水が発生。浸水による被害なし 

 

2 
平成 23 年 5

月 29日 

台風による雨のため、躯体のクラックから水漏れが

発生し、漏水箇所の下に位置する店舗に被害あり 

 

3 

平成 23 年 7

月 2日 

集中豪雨により、地下街天井裏の排水管が満水状態

となり、地下街躯体梁貫通部配管上部から漏水が発生

し、店舗の内装や商品に被害あり 

 

4 

平成 23 年 9

月 3日 

台風による雨量の増加により、地下通路と店舗、合

計 11か所で漏水が発生。漏水箇所の中には、台風の

数日後に漏水が始まった箇所あり 

 

5 
平成 23 年 9

月 4日 

台風による大雨のため、地下 1階の 4か所において

漏水が発生。漏水による被害なし 

 

6 

平成 23 年

（ 時 期 不

明） 

大雨により、通路天井のダウンライト脇から水が流

入し、浸水が発生。小規模な浸水であったため、排水

ポンプでくみ上げ、対応 

 

7 

平成 24 年 7

月 13日 

集中豪雨により、地下街天井裏の排水管が満水状態

となり、地下街躯体梁貫通部配管上部から漏水が発生

し、店舗の内装や商品に被害あり（被害額は不明）。

漏水の原因は排水管のひび割れであったため、排水管

の取替工事を実施 

 

8 

平成 24 年 7

月 13日 

集中豪雨(1時間当たりの降雨量 43.5mm)により、店

舗内天井から水漏れが発生。30 分ほどで水漏れは解

消し、被害なし 

 

9 

平成 24 年

（ 時 期 不

明） 

集中豪雨により、店舗区画内の天井及び壁面から漏

水が発生し、店舗内で取り扱っている一部商品に被害 

 

10 

平成 25 年 6

月 19日 

駅前地表に染み込んだ雨水がエスカレーター下の

床板を流れ、店舗内において漏水が発生。従業員が対

策を実施している間に漏水は止まったが、原因は不明 

 

11 
平成 25 年 8

月 25日 

広場横の階段の壁面から湧水が出水し、階段側溝か

ら水があふれ出て、店舗と通路の一部が浸水（10 ㎡
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No 発生年月日 災害の概要 備考 

 程度、浸水深は約 3cm） 

12 

平成 25 年 8

月 25日 

集中豪雨が発生し、地下街内店舗の天井からの漏水

や階段壁面からの出水により、合計 16 か所で浸水被害

が発生 

 

13 

平成 25 年 9

月 4日 

集中豪雨による雨量が膨大になったことにより、ビ

ル内部で漏水が発生し、複数のフロアで浸水が発生。

隣接する商業ビルと接続する地下通路部分から漏水

し、双方の商業ビルの地下フロアに約 25㎡の浸水が

発生した。カーリフト機械室への浸水面積は約 12.4

㎡、浸水深は約 5cm。カーリフトが使用不可となり、

約 255万 5,000円の被害 

接続する施設に

影響あり 

(注) 1  当省の調査結果による。 

     2 調査対象とした 14の地下空間ネットワークを構成する地下街、地下駅、地下駐車場等において発生した

浸水の発生状況である。 

 

 

図表 1-⑮ 調査対象施設における調査対象期間外の火災の発生状況 

発生年月日 災害の概要 

平成 27 年 2

月 10日 

地下歩行空間に接続するビルの地階飲食店において、調理中にガスコンロ付

近の食品及び壁体に付着していた油かすに着火し火災が発生した。火災で発生

した煙が、接続する地下歩行空間に流れ込み充満し、一時、地下歩行空間が全

面閉鎖され利用客 300人が避難した。原因は、人為的ミスにより防火シャッタ

ーが作動しなかったことによるものである。隣接する飲食店従業員 2名が煙を

吸って喉の痛みを訴えたため病院に搬送された。 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 1-⑯ 調査対象施設における調査対象期間外の浸水の発生状況 

発生年月日 災害の概要 

平成 11 年

6月 29日 

長時間降り続いた雨が豪雨となり、観測史上最大級の雨量を記録（1 時間当た

りの雨量が 79.5mm）し、下水の排水能力を超えた水が路上にあふれ、また、付近

の港の満潮時間と重なったことから、川の水も堤防からあふれ、市街地全体に浸

水が発生し、地下街、地下鉄駅にも大量の水が流入した。その結果、地下鉄が約

4 時間にわたり運休する等の被害が発生した。地下鉄駅の浸水深は約 0.8m。この

災害では、地下街で働く従業員 1 人の人命が失われ、経済的な損失は約 2,000 万

円であった。 

 

 
駅付近の浸水の状況 

 

 

 
地下鉄駅入口の浸水の状況 

 
※ 写真は、国土交通省九州地方整備局のホームページによる。 
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発生年月日 災害の概要 

平成 15 年

7月 19日 

 河川上流で時間雨量 99mm、累加雨量 361mmを記録した結果、危険水位を超え氾

濫し、濁流となって流れ込んだため、地域一帯が浸水した。地下鉄駅の浸水深は

約 1.3m。約 1日地下鉄が運休し、運休本数は 331本に及んだ。経済的な損失は約

9,000万円であった。 

 

 
地下鉄駅の浸水の状況 

 

 

 
駅ホームにおける浸水の状況 

 
※ 写真は、国土交通省九州地方整備局のホームページによる。 

平成 26 年

9月 25日 

 地下鉄駅に隣接する超高層ビルの工事現場の掘削部に、既設下水管端部及び地

下鉄給気口が設置されていた。 

 既設下水管端部は、市下水道局の協議とは異なる工法で施工されていたため、

折からの大雨で下水管の水圧が高まり閉塞が崩壊した。 

 下水管から流出した下水は、一旦、掘削されていた箇所に滞留し、その圧力で

地下鉄給気口に隙間が生じ、同給気口から同駅に流入し、流入した下水は、同駅

の機械室等にとどまっていたが、一定量に達した時点で一気に同駅構内に流入

し、さらに、地階にある同駅ホーム及び同駅と接続する地下道に流入した。地下

鉄では、半日以上運休する等の被害が発生した。 

（注）当省の調査結果による。 
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2  地下空間ネットワークにおける安全対策の実施状況 

勧告 説明図表番号 

(1) 地下空間ネットワークとしての安全対策の推進 

 今回、地下空間利用施設の施設管理者等による地下空間ネットワークとしての災

害発生時の安全対策の実施状況等を調査した結果は、次のとおりである。 

 

  ア 施設管理者等の関係機関の連携 

   「地下街の取扱いについて」において、道路、駅前広場その他の公共施設等に

係る地下街の指導監督に関する連絡調整を行うため、各都道府県及び各指定都市

は地下街連絡協議会を設けるものとされていた。 

   また、旧基本方針において、地下街の新設・増設に関する計画についての基本

的な考え方やそれに基づく具体的な措置について規定され、各地下街連絡協議会

又はその構成機関は、必要と認めるときは、地下街の設置計画策定に関する基準

の規定を下らない範囲において同基準と異なる定めをし、又は所要の制限を付加

することができるとされていた。 

   なお、「地下街の取扱いについて」及び旧基本方針は廃止され、現在、地下街の

安全対策については、各地方公共団体の方針に委ねられている。 

 

  （防火対策） 

   平成 26 年 4 月 1 日改正前の消防法第 8 条の 2 においては、地下街、高層建築物

等の管理について権原が分かれているもののうち、消防長又は消防署長が指定する

ものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物（注）について、消防

計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項を、協議して定めておかな

ければならないとされていた。 

   改正後の同法第 8条の 2において、地下街、高層建築物等の管理について権原が

分かれているもののうち、消防長又は消防署長が指定するものの管理について権原

を有する者は、これらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括す

る防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、

同計画に基づく消火、通報・避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせな

ければならないとされている。 

（注） 「防火対象物」とは、消防法第 2 条第 2 項において、山林又は舟車、船きょ若しくはふ

頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいうと規定され

ている。 

 

  （浸水対策） 

   水防法第 15 条の 2 において、地下街等の所有者又は管理者は、施設の利用者の

洪水時の避難の確保及び施設への浸水の防止を図るために必要な訓練等に関する避

難確保・浸水防止計画を単独で又は共同して作成しなければならないとされてい

る。 

   国土交通省では、同法に基づき、地下街・地下鉄及び接続ビル等（注）における

 

 

 

 

 

図表 1-③ 

（再掲） 

 

図表 1-④ 

（再掲） 

 

 

 

図表 1-⑨ 

（再掲） 

 

 

図表 2-(1)-① 

 

 

 

 

図表 1-⑤ 

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 1-⑧ 

（再掲） 

 

 

図表 2-(1)-② 
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防災・減災対策が推進されるよう、地方公共団体に対し、「地下街・地下鉄及び接

続ビル等における防災・減災対策の推進について（通知）」（平成 26年 4月 25日付

け国水環防第 2 号各都道府県知事宛て国土交通大臣通知。以下「平成 26 年地下街

等防災対策通知」という。）を発出し、市町村は、接続ビル等との連携の強化のた

め、共同して避難確保・浸水防止計画を作成する地下街・地下鉄及び接続ビル等に

対し、計画検討や連絡調整の場としての協議会の設置を促すことが望ましいとして

いる。 

（注） 「地下街・地下鉄及び接続ビル等」とは、平成 26 年地下街等防災対策通知において、

地下街、地下鉄等の地下駅及びこれらに直結又は地下道を介して接続するビルによって形

成される地下空間とされている。 

 

    (ｱ) 地下空間ネットワークにおける協議会の設置状況等 

     調査対象とした 14 の地下空間ネットワークにおける、協議会、連絡会など協

議を行う組織（以下単に「協議会」という。）の設置状況を調査した結果、全て

のネットワークにおいて、延べ 25 の協議会が設置されている。また、14 地下

空間ネットワークのうち、5 地下空間ネットワーク（35.7％）では複数の協議

会が設置されている。 

     これらの協議会の設置目的をみると、①火災について、予防体制を充実する

などにより地下街等の安全に寄与するためとするものが 5 協議会（20.0％）、②

水害時に関係事業者が連携して浸水対策に取り組むためとするものが 5 協議会

（20.0％）、③火災、水害等の災害発生時における被害の拡大防止を図るためと

するものが 15協議会（60.0％）となっている。 

     また、協議会の設置経緯等をみると、①地方公共団体の指導等により設置さ

れたものが 15 協議会（60.0％）、②過去の災害等を契機に設置されたものが 4

協議会（16.0％）、③火災、水害などの災害に対する予防体制の充実等のために

設置されたものが 4協議会（16.0％）、④都市開発の一環として設置された協議

会を活用して地区の安全対策を推進しているものが 2協議会（8.0％）となって

いる。 

     協議会における取組内容をみると、①避難訓練など各種訓練の実施、②消防

計画の作成、③避難確保・浸水防止計画等の作成、④緊急時の連絡体制（連絡

網等）の整備などとなっている。 

     さらに、協議会の構成員をみると、①地下空間ネットワークの構成施設全て

の施設管理者等で構成しているものが 4協議会（16.0％）、②地下空間ネットワ

ークのうち一部の施設管理者等で構成しているものが 21協議会（84.0％）とな

っており、これらのうち、施設管理者等に加え地方公共団体が構成員等となっ

ているものが 14協議会（56.0％）みられる。 

     なお、調査対象 139 施設の施設管理者等のうち、114 施設の施設管理者等

（82.0％）が協議会に参加しており、この中には消防法の規制対象外とされて

いる施設（地下道）の施設管理者等が 3 管理者等（2.6％）、水防法の規制対象

外とされている施設（地下街、接続ビル、地下駅、地下道、地下駐車場）の施
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設管理者等が 31管理者等（27.2％）含まれている。 

 

     今回、これらの協議会への構成施設管理者等の参加状況を調査した結果、浸

水対策を目的とした協議会の中には必要な構成員が確保されていないものが 1

協議会（未参加 14施設）みられた。 

     未参加となっている施設管理者等では、その理由として、浸水対策は各施設

の必要に応じてそれぞれの施設が考えるべきであるなどとしており、地下空間

ネットワーク全体における安全対策の必要性についての認識が不十分となって

いる。 

     一方、当該協議会では、地下空間ネットワークにある施設の地上出入口等の

状況の調査を実施しているが、未参加となっている施設管理者等が管理する施

設は全て浸水想定区域内に位置しており、地上出入口等の状況が把握できず、

対策に当たって支障があるとしている。また、当該協議会では、各施設管理者

等を協議会に参加させる法的な権限がないため、十分な参加勧奨ができず、対

応に苦慮しているとの意見がみられた。 

     調査対象とした協議会及び協議会に参加している施設管理者等からは、火災

対策及び浸水対策について、各施設管理者等の防災対策に対する意識、人員や

体制等に差があるため、各施設管理者等が共同・連携して安全対策の取組を行

うことは難しいとするなど、施設管理者等における連携した取組に関する課題

が挙げられている。また、浸水対策について、構成員の参加の確保について、

各施設管理者等では安全対策に係る認識に差があり、一民間事業者が参加を呼

び掛けることはちゅうちょせざるを得ず、行政機関から積極的に働きかけをす

る必要があるとの課題が挙げられている。 

 

(ｲ)  地方公共団体における地下街等の安全対策に係る協議会への支援の実施状況 

     調査対象とした 10 市区における地下街等の安全対策に係る協議会への支援の

実施状況を調査した結果、防火対策については 9 市区（90.0％）、浸水対策につ

いては 7 市区（70.0％）が協議会への支援を行っている。これらの市区では、

防火対策に関する支援として、①地下街等が実施する消防訓練等への指導、助

言等、②火災予防等に係る指導、助言等などを実施しており、浸水対策に関す

る支援として、①水防法改正等に伴う避難確保・浸水防止計画の作成に関する

手引き、ひな形等の作成、助言、②止水板設置に対する補助などを実施してい

るが、協議会の設置及び運営に係る支援を行っているものは、2 市区のみ（い

ずれも浸水対策に係るもの）となっている。 

 

     平成 27 年 5 月に水防法が改正され、地下街等の所有者又は管理者が避難確

保・浸水防止計画を作成しようとする場合には、あらかじめ接続する施設の所

有者又は管理者に意見を聴くよう努めることとされた。国土交通省では、これ

を踏まえ、同年 6 月から 7 月に、地方整備局、都道府県、市町村、地下街管理
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者等に対する説明会（注）を開催し、協議会による避難確保・浸水防止計画の作

成、連絡調整、訓練等の実施について、先行事例を示しつつ要請し、同年 8 月

には、「地下街・地下鉄及び接続ビル等における防災・減災対策の推進について

（通知）」（平成 27年 8月 27日付け国水環防第 18号各都道府県知事宛て国土交

通大臣通知。以下「平成 27 年地下街等防災対策通知」という。）を発出し、都

道府県を通じて地下街・地下鉄及び接続ビル等の施設管理者等に対し、協議会

の設置に向けた調整を実施するよう要請しているとしている。 

     今後は、協議会の構成員の参加の確保など、協議会の運営に関する課題の解

消に向け、一層の支援等を行っていくことが必要と考えられる。 

（注） 全国 10 地区（札幌市、仙台市、さいたま市、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、

高松市、福岡市、那覇市）で開催し、参加者数は、合計約 3,000人 

 

     前述のとおり、地下空間ネットワークでは、火災、浸水等の対策として、施

設管理者等で構成される協議会が任意に設置され、それぞれの協議会におい

て、消防計画や避難確保・浸水防止計画の作成、避難訓練等が実施されている

実態を踏まえると、施設管理者等における連携した取組に関する情報の提供

は、他の協議会においても参考となる場合があると考えられる。 

     また、浸水対策を目的とした協議会の中には、必要な構成員が協議会に参加

していないものがみられることから、上記の施設管理者等における連携した取

組に関する情報の提供に併せ、協議会への施設管理者等の参加の確保に向けた

働きかけが効果的であると考えられる。 

 

  イ 災害発生時における利用者の安全確保対策 

   （防火対策） 

    消防法第 8 条及び同法第 8 条の 2 に基づき、防火対象物の管理について権原を

有する者（以下「管理権原者」という。）は、防火管理者等を定め、当該防火対象

物について消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練等を行

わせなければならないとされている。 

 

   （浸水対策） 

    水防法第 15条の 2において、地下街等の所有者又は管理者は、施設の利用者の

洪水時の避難の確保及び施設への浸水の防止を図るために必要な訓練等に関する

避難確保・浸水防止計画を単独で又は共同して作成しなければならないとされて

いる。 

    また、国土交通省が作成した「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の

手引き（案）」（平成 25年 7月版国土交通省）において、①単独で計画を作成する

場合には、近隣の地下街等の間で、事前に連絡体制を構築しておく必要がある、

②避難誘導等の訓練の実施に関しては、全従業員を対象として実施すること、③

避難経路を設定するに当たり、止水板等を設置する出口を有する階段は使用しな

いこと、想定外力ごとの具体的な避難経路図を作成することとされている。 

 

 

図表 2-(1)-⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑤ 

（再掲） 

 

 

 

 

図表 1-⑧ 

（再掲） 

 

 

図表 2-(1)-⑪ 
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    (ｱ) 緊急時の連絡体制の整備 

    調査対象とした 14 の地下空間ネットワークにおける災害発生時等の緊急時の

連絡体制（緊急連絡網の作成及び連絡設備）のうち、緊急連絡網の作成状況を調

査した結果、全ての地下空間ネットワークにおいて、延べ 39 の緊急連絡網が作

成されている。このうち、緊急連絡網を作成している 21 の協議会等では、同連

絡網に基づく連絡通報訓練が実施されている。 

    これらの緊急連絡網の作成主体をみると、①協議会が協議会の構成員等を対象

として作成しているものが 19（48.7％）、②施設管理者等が接続等する施設の管

理者等との協定等に基づき作成しているものが 20（51.3％）となっている。こ

のうち、協定等に基づき作成している 20の緊急連絡網の対象範囲をみると、ⅰ)

地下街や地下駅を中心とした周辺施設としているものが 16（41.0％）、ⅱ)2施設

間や構造的に一体となった施設としているものが 3（7.7％）、ⅲ) 施設の管理会

社が作成した緊急連絡網に掲載されている施設としているものが 1(2.6％)とな

っている。 

    また、緊急連絡網の対象を災害の種類別にみると、①火災のみを対象としてい

るものが 10（25.6％）、②浸水のみを対象としているものが 5（12.8％）、③火災

及び浸水を含む各種災害としているものが 24（61.5％）となっている。 

    なお、調査対象とした 139施設のうち、消防法に基づく防火対象物となってい

る 131施設中 124施設の施設管理者等が、水防法における避難確保・浸水防止計

画の作成義務のある 75施設中 73施設の施設管理者等がそれぞれ緊急連絡網に参

加している。 

    緊急連絡網を作成している協議会等では、作成した経緯・理由として、①行政

機関からの働きかけにより作成した、②過去の災害を契機に作成した、③施設管

理者等が自主的に作成したなどとしている。 

    調査対象とした 139 施設の緊急連絡網への参加状況を調査した結果、いずれの

緊急連絡網にも参加していない施設が 6 地下空間ネットワークにおいて 7 施設

（5.0％）みられた。 

    これらのうち、施設の立地条件等から、近隣で災害が発生した場合に影響が及

ぶおそれがあるものが以下のとおり 3施設みられ、これらの施設については、緊

急連絡網に参加する必要があると考えられる。 

   ① 当該施設は、地下街と下り勾配の地下道でつながっており、当該地下街又は

当該地下道で浸水が発生した場合、浸水のおそれがある（1施設） 

   ② 当該施設は、浸水対策が必要な浸水想定区域に所在しており、浸水のおそれ

がある（2施設） 

    これら 3施設の施設管理者等では、緊急連絡網に参加していない理由として、

①協議会から緊急連絡網への参加について打診がないため、②緊急連絡網の作成

を含め、浸水対策を施設管理者等が連携・共同して行うという認識はなく、ま

た、当ネットワーク内に協議会が設置されていることについて承知していなかっ

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-⑬ 
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たためとしている。 

    また、その他の 4施設では、緊急連絡網に参加していない理由として、①緊急

連絡網への参加について勧誘を受けたことがないため、②他のビルに影響が出る

おそれがある災害が発生した場合は、消防署への連絡を通じて対応することとし

ているためとしている。 

    なお、これらの 7施設は、いずれも消防法に基づく防火対象物となっており、

このうち 2施設は、水防法の避難確保・浸水防止計画の作成義務がある施設とな

っている。 

 

    緊急連絡網を作成している協議会等における連絡の仕組みや対応方法について

調査した結果、災害が発生した場合、①災害発生施設が消防署等に通報し、併せ

て構成施設へ連絡するもの、②災害発生施設が消防署等に通報し、併せて構成施

設相互間で連絡するもの、③災害発生施設が消防署等に通報し、併せて協議会等

の事務局等となっている施設の防災センターに連絡、当該防災センターから構成

施設に連絡するもの、④市町村の防災担当課等から、集中豪雨等の災害情報を協

議会等の事務局等となっている施設の防災センターに連絡、当該防災センターか

ら構成施設に連絡。また、構成施設において火災・浸水等の災害が発生した場合

は、当該施設から消防署等に通報し、併せて協議会等の事務局等となっている施

設の防災センターに連絡するもの、⑤市町村の防災担当課等から、集中豪雨等の

災害情報を協議会等の事務局等となっている施設の防災センターに連絡、当該防

災センターから構成施設に連絡。また、構成施設において火災・浸水等の災害が

発生した場合は、当該施設から消防署等に通報し、併せて構成施設相互間で連絡

するものなどがみられ、各協議会等において、その仕組みや対応方法は区々とな

っている。 

    これらの仕組みや対応方法についてみると、例えば、①、②及び③の体制は、

市町村の防災担当者等が緊急連絡網に参加していないため、大雨等の災害情報の

入手が遅れ、利用者の避難が遅れることも考えられる。 

    また、緊急連絡網へ参加している施設管理者等からも、現在の緊急連絡網は、

連絡を受けた施設管理者等が、多数の関係先に連絡する必要があるため、連絡が

遅れるなど、迅速な対応ができない可能性があるなどの意見もみられた。 

 

    次に、作成された 39 の緊急連絡網による緊急時の連絡設備等について調査し

た結果、①一般電話を用いるとしているものが延べ 30、②インターホン等の専

用通信設備を用いるとしているものが延べ 23、③ＦＡＸを用いるとしているも

のが延べ 9、そのほか、直接職員を派遣して情報の収集・伝達を行うとしている

ものなどがみられた。このうち、①連絡設備として単一の連絡設備のみを用いる

としているものが 17（43.6％）、②複数の連絡設備を用いるとしているものが 22

（56.4％）となっている。 

    なお、緊急連絡網へ参加している施設の管理者等からは、大規模災害が発生し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-⑰ 
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た場合、回線の途絶等により、現状の連絡設備が機能するか不安があるとの意見

がみられた。 

 

    緊急連絡網を作成した協議会等における運用状況を調査した結果、以下のとお

り、訓練や災害時において課題がみられた緊急時の連絡体制について、見直しが

行われている例がみられた。 

   ① 情報伝達訓練の結果、連絡完了までに時間を要していた例 

     協議会では、火災及び浸水を対象とした緊急連絡網を作成し、構成施設を複

数のグループに分け、市（災害対策本部）から災害情報等が発せられた場合、

「市（災害対策本部）→協議会の代表理事の施設→各グループの代表施設→各

グループの構成施設」の順で電話又はＦＡＸにより連絡を行うこととしている

が、情報伝達訓練を実施した結果、全ての施設管理者等に連絡が完了するま

で、約 1時間を要するなど、災害が発生した際に迅速な対応ができないことが

判明した。 

     当該協議会では、訓練の結果を踏まえ、民間事業者が提供するＦＡＸの一斉

送信サービスに加入しており、その結果、連絡完了までに要する時間が約 15

分に短縮されている。 

   ② 連絡設備の使用に習熟していない等の理由により迅速な連絡が行われていな

かった例 

     地下鉄駅では、火災発生時の連絡設備として、複数の施設管理者等へ一斉連

絡ができる設備（テレホンスピーカー）を設置しているが、当該地下鉄駅の倉

庫において火災が発生した際、連絡を担当する職員が当該設備の使用方法に慣

れておらず、テレホンスピーカーが設置されていた施設の施設管理者等に対し

ても一般電話で連絡を行ったこと、また、当該連絡担当職員が 1名のみであっ

たことなどから、当該施設に隣接している施設への連絡が火災鎮火後となり、

また、一部の施設には、連絡が行われていなかった。 

     当該地下鉄駅では、この教訓を踏まえ、連絡設備の確認、通報テストの徹底

及び連絡のバックアップ体制の構築を行っている。 

   ③ 火災発生時に接続施設に対し、迅速な連絡が行われていなかった例 

     各施設管理者等は、火災発生時に緊急連絡網に基づき、地下道の施設管理者

等へ電話連絡を行うこととされているが、当該地下道に接続するビル地階にお

いて火災が発生し、煙が当該地下道に流入した際、火災が発生したビルの施設

管理者等は、当該地下道の管理者へ迅速な連絡を行っていなかった。 

     また、当該地下道の管理者は、自ら煙の流入を把握し、接続ビルの管理者へ

電話連絡を行ったが、接続ビルの担当者が不在、話し中等で連絡に時間を要し

た。 

     本件を踏まえ、火災が発生した地下空間ネットワークにおいては、災害時に

おける通報連絡等を迅速、的確に実施し、人命、財産の被害を軽減することを

目的とした協議会が設置されている。 
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    緊急時の連絡体制については、水防法（平成 27 年 5 月改正）において、地下

街等の施設管理者等が避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合には、あ

らかじめ接続する施設の施設管理者等に意見を聴くよう努めることとされ、国土

交通省では、水防法改正に伴う説明会及び平成 27 年地下街等防災対策通知にお

いて周知等を行っており、意見を聴く過程を経ることにより、緊急連絡網の作成

に必要な施設管理者等の参加が確保されるものと考えているとしている。 

    また、水防法（平成 27 年 5 月改正）を踏まえ作成された「地下街等に係る避

難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」（平成 27 年 7 月版国土交通省）にお

いて、①連続施設との間で連絡体制を構築しておく必要があること、②停電時に

おいても情報を収集できるよう検討しておくこと、③情報収集・伝達、避難誘導

等の訓練を実施し、必要に応じて計画を見直すことが不可欠であり、少なくとも

計画対象区域内の施設の全従業員を対象として実施することとされており、連続

施設との連絡体制構築の必要性等については周知しているとしている。 

 

    緊急時の連絡体制については、協議会や協定等に基づき緊急連絡網が作成され

ているものの、浸水等に係るものについては、参加の必要があると考えられる施

設管理者等が緊急連絡網に参加していないものがみられることから、利用者の安

全を確保するためには、既存の緊急連絡網について検証を行い、必要な見直しを

行うことが重要と考えられる。 

    また、火災、浸水等に係るものについては、施設管理者等において、連携した

訓練の結果等を踏まえ、課題のあった連絡体制の必要な見直しが行われているも

のがみられ、このような取組に関する情報の提供は、他の協議会や協定等を締結

している施設管理者等においても参考となる場合があると考えられる。 

 

(ｲ) 災害発生時の避難対策 

    調査対象とした 14 の地下空間ネットワークにおける災害発生時の避難対策

（避難訓練及び避難経路の設定）の実施状況を調査した結果、以下の状況がみら

れた。 

 

   （防火対策） 

    14 の地下空間ネットワークにおける避難訓練（注）の実施状況をみると、地下

空間ネットワークを対象とした連携した避難訓練を実施しているものは、1 ネ

ットワーク（7.1％）（同ネットワーク内には 1 協議会が設置）のみとなってい

る。 

（注） 本細目において、防火対策における避難訓練とは、消防訓練（消火訓練、通報訓練及び

避難訓練）のこととする。 

 

 

 

図表 2-(1)-⑧ 

（再掲） 

 

図表 2-(1)-⑩ 

（再掲） 
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    同ネットワーク内の協議会では、地元消防団や町会、事業所等で構成する組織

が、地方公共団体、ネットワークを範囲に含む周辺地域を管轄する消防署、警察

署等と連携して実施している避難訓練に参加しており、同訓練を通じて各構成施

設の施設管理者等の防災意識の向上を図るとともに、災害防止対策についての啓

発活動に有効なものとなっているとしている。 

    また、14 の地下空間ネットワークの火災対策を対象としている 20 協議会のう

ち、10 地下空間ネットワークの 14 協議会（70.0％）（前述の 1 協議会を含む。）

では、協議会の規程等において、協議会の構成員による連携した予防体制の確

立、火災発生時に備えた通報訓練、施設利用者の避難誘導を内容とした避難訓練

などの避難対策について規定しており、このうち 8 地下空間ネットワークの 10

協議会（50.0％）では、連携した避難訓練に関する規定を設けており、このうち

7協議会（35.0％）において、連携した避難訓練を実施している。 

    当該訓練の内容は、構成施設管理者等間の消火訓練及び通報訓練が主であり、

施設利用者の避難誘導を内容とする避難訓練を実施しているものは、2 地下空間

ネットワークの 2 協議会（10.0％）（地下空間ネットワークを対象とした避難訓

練を実施している 1協議会を含む。）のみとなっている。 

    なお、これらの訓練は、消防法で管理権原者に義務付けられた訓練を、合同で

実施しているものであるとしている。 

 

    連携した避難訓練を実施している協議会では、その目的として、①協議会の構

成員の役割分担が再確認でき、訓練参加者間の災害発生時における協力が期待で

きること、②火災発生時における他の施設管理者等の対応状況が把握できること

などを挙げている。 

    一方、連携した避難訓練を実施していない協議会では、その理由として、①各

防火対象物の管理者等は消防法に基づく消防計画に基づき避難訓練を実施してお

り、安全性は確保されている、②各施設において、スプリンクラー等の消防用設

備等が設置され、他施設への火災の延焼は考えにくく、実施の必要性は乏しいな

どとしている。 

    また、連携した消火訓練及び通報訓練は実施しているが、施設利用者の避難誘

導を内容とする連携した避難訓練を実施していない協議会では、その理由とし

て、①火災の影響は、広範囲に所在している協議会の構成施設全てに及ぶことは

ないことから、構成施設全てが参加した訓練の実施の必要性はない、②自ら管理

している施設内で避難が完結するなどとしている。 

 

    次に、14 の地下空間ネットワークにおける連携した避難経路の設定（避難経

路図の作成）状況をみると、地下空間ネットワークを対象とした避難経路の設定

を行っているものはみられず、また、火災発生時の避難対策を規定している 14

協議会において、協議会構成員による連携した避難経路の設定に関する規程を整

備しているものや避難経路を設定しているものはみられなかった。地下空間ネッ

図表 2-(1)-㉓ 
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トワーク内に所在する協議会では、その理由として、①火災発生時の避難は、各

防火対象物単位での避難が原則となっている、②火災の際、地下における避難

は、個別の防火対象物の避難階段から地上に避難することが原則となっているな

どとしている。 

 

   （浸水対策） 

    14 の地下空間ネットワークにおける避難訓練（注）の実施状況をみると、地下

空間ネットワークを対象とした連携した避難訓練を実施しているものは、2 ネッ

トワーク（14.3％）（2 地下空間ネットワーク内には 7 協議会が設置）のみとな

っている。 

（注） 本細目において、浸水対策における避難訓練とは、情報収集・伝達訓練及び避難誘導

訓練のこととする。 

 

    このうち 1 地下空間ネットワーク（ネットワーク内には 1 協議会が設置）で

は、同ネットワークを含む周辺地区を対象に、市災害対策部局が事務局となって

いる組織が、ネットワークを範囲に含む周辺地域を管轄する消防署、警察署等と

連携して実施している避難訓練に参加している。また、他の 1地下空間ネットワ

ーク（同ネットワーク内には 6協議会が設置）では、同ネットワークを含む周辺

地区を対象に、ネットワーク内の 1協議会が避難訓練を主催し、同ネットワーク

内のその他の 5協議会等が参加している。 

    これらの協議会等や協議会等の施設管理者等では、訓練を通じて、①各構成施

設管理者等、消防、警察、地下駅の緊密な連携の重要性や施設ごとの課題認識が

深まる、②事前に情報共有しておくことにより、浸水発生時の避難誘導に際して

周辺の混乱状況が把握でき、迅速・的確な避難誘導が可能となるなど有効なもの

となっているとしている。 

    また、14 の地下空間ネットワークの浸水対策を対象としている 20 協議会のう

ち、6 地下空間ネットワークの 11 協議会（55.0％）（前述の 7 協議会を含む。）

では、協議会の規程等において、協議会の構成員等による連携した浸水時の避難

対策について規定しており、このうち 3 地下空間ネットワークの 5 協議会

（25.0％）では、連携した避難訓練に関する規定を設けており、このうち、2 地

下空間ネットワークの 4協議会（20.0％）では連携した避難訓練を実施又は他の

協議会や市防災担当部局が実施する避難訓練に参加している。なお、連携した避

難訓練に関する規定は設けていないものの、他の協議会が実施する連携した避難

訓練に参加しているものが 3協議会（15.0％）ある。 

    ネットワークや協議会としての連携した避難訓練を実施していない協議会で

は、その理由として、①構成施設間の日程調整が困難である、②避難訓練中は地

下街や地下駅の利用者の通行を規制する必要があるなどとしている。 

    また、地下空間ネットワークを対象とした連携した避難訓練又は協議会等にお

いて連携した避難訓練を実施するためには、営業時間や業態が異なる民間の施設
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において、日程調整やテナントの協力を得ることが必要であるが、これらの調整

等を民間のみで実施することは困難であり、地方公共団体の関与や支援等が必要

であるなどとの意見がみられた。 

 

    次に、14 の地下空間ネットワークにおける連携した避難経路の設定（避難経

路図の作成）状況をみると、地下空間ネットワークを対象とした避難経路の設定

を行っているものはみられなかった。 

    なお、避難経路の設定までには至っていないが、1 地下空間ネットワーク（6

協議会が設置）においては、同ネットワークを含む周辺地区を対象に、避難誘導

の際の避難の取決めを行っている。 

    また、14 の地下空間ネットワークの浸水対策を対象としている 20 協議会のう

ち、1 地下空間ネットワークの 1 協議会（5.0％）では、協議会の構成施設が所

在する範囲を対象とした避難経路が設定されている。 

    当該協議会では、地下空間は多くの者が利用しており、浸水発生時には混乱が

予想され、避難の際に各施設の従業員が利用者をどちらの方向に誘導するかなど

をあらかじめ決めておくことにより、混乱防止につながるとしている。 

    ネットワークや協議会としての連携した避難経路を設定していない協議会で

は、その理由として、①各施設の営業時間が異なることから、営業時間外の避難

経路の調整が困難である、②施設ごとに避難経路図を作成しており、対応可能で

あるなどとしている。 

    一方、協議会からは、施設利用者の安全を確保するためには、①協議会におい

て、浸水発生時を想定した避難のルールを決めておく必要がある、②河川の位置

や浸水の可能性がある出入口を把握した上で、避難の方向を事前に決めておく必

要があるとの意見がみられた。 

 

    また、連携した避難訓練の実施や避難経路の設定について、水防法（平成 27

年 5月改正）において、地下街等の施設管理者等が避難確保・浸水防止計画を作

成しようとする場合には、あらかじめ接続する施設の施設管理者等に意見を聴く

よう努めることとされており、国土交通省では、説明会及び平成 27 年地下街等

防災対策通知において周知を行っている。同説明会においては、協議会における

連携した避難訓練の実施について先行事例の紹介も行っている。 

    今後は、各施設の休日や営業時間、業態の違いがある中での連携した避難訓練

の実施や、円滑な避難訓練の実施に資するような、より効果的な情報を示すこと

が必要と考えられる。 

 

    浸水対策については、平成 27 年 5 月の水防法の改正に伴い、国土交通省にお

いて、説明会等を通じて施設管理者等に対し、地下空間ネットワークとしての浸

水対策に係る連携した取組について周知を行っており、今後、これらの取組の進

捗状況を把握し、その結果を踏まえて必要な措置を講ずることが重要である。 
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    なお、国土交通省では、水防活動や避難行動等に活用するため、平成 27 年 7

月に洪水（外水）のみを対象とした「地点別浸水シミュレーション検索システ

ム」を提供しており、同システムは地下空間ネットワークにおける避難対策の検

討に活用できるとしており、今後、局地的短時間の豪雨等の雨水出水（内水）及

び高潮を対象としたシステムを構築し、提供する予定であるとしている。 

 

    今回調査した協議会等の中には、地下空間ネットワーク全体の相互連携訓練等

の検討に当たって、協議会の範囲を含む地下空間ネットワーク全体を対象範囲と

して大学が実施した、空間上の特定の位置を示す情報（地理空間情報）を活用し

た避難シミュレーション（地震による津波を想定）の結果を基に、利用者の避難

行動や避難完了までに要する時間、避難時のボトルネックとなっている箇所等を

把握し、活用しているものがみられた。 

    また、当該シミュレーションにより、施設管理者等間の垣根を超えた対策の実

施、地下空間ネットワーク全体を使用した大規模な避難訓練等の実施、避難場所

の早急な指定や津波による浸水以外の災害（ゲリラ豪雨、火災等）も含めた避難

誘導手法への展開が、今後の課題として明らかになったとしており、避難シミュ

レーションは、地下空間ネットワークとしての連携した避難対策に有用であると

考えられる。 

    このような、地理空間情報（Ｇ空間情報）の活用について、国は、地理空間情

報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号）第 9条に基づき「地理空間情報活用

推進基本計画」（平成 24 年 3 月 27 日閣議決定）を策定し、Ｇ空間情報の活用の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。 

    また、Ｇ空間情報の活用について、総務省では、「Ｇ空間×ＩＣＴ推進会議」

（平成 25年 3月 6日設置）の提言を踏まえ、平成 25年度からＧ空間防災システ

ムの構築を含むＧ空間シティ構築のため、地下街等の利用者等に対するスマート

フォンを通じた適切な避難経路等の情報伝達システムの構築等を内容とする実証

事業を実施している。 

    国土交通省では、平成 19 年 4 月から、Ｇ空間情報を活用した市町村の洪水、

内水等のハザードマップが一覧できるハザードマップポータルサイトを提供して

おり、出水時の水防活動や避難行動等に活用できるとしている。 

    今後、Ｇ空間情報を活用した地下空間ネットワーク全体を対象とした利用者の

避難行動等に関するシミュレーションシステムの構築等、国によるＩＣＴを一層

活用した地下空間ネットワークとしての連携した避難対策への支援の実施も期待

される。 

 

【所見】 

 したがって、総務省及び国土交通省は、地下空間ネットワークにおける火災及び浸水

に係る利用者の安全対策に関する協議会を構成する施設管理者等の取組に資するよう、
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以下の措置を講ずる必要がある。 

① 市町村に対し、協議会等における取組をより効果的かつ円滑なものとするため、協

議会の構成員の確保、連携した訓練の結果等の検証を踏まえた連絡体制の必要な見直

し及び連携したより効果的な避難訓練等について、協議会等に対する一層の働きかけ

や情報提供を行うよう助言すること。（国土交通省） 

② 市町村に対し、施設管理者等において連携した訓練の結果等を踏まえ連絡体制の必

要な見直しが行われている例などの取組に関する情報の提供を行うこと。（総務省） 

③ 平成 27 年 5 月の水防法の改正及びそれに伴い講じた措置について、地下街等を含

む地下空間ネットワークにおける対応状況を把握するとともに、その結果を踏まえた

必要な措置を講ずること。（国土交通省） 
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図表 2-(1)-① 地下街等の防火管理上必要な業務に係る協議事項 

旧消防法（昭和 23年法律第 186号）（抜粋） 

第 8条の 2 高層建築物（高さ 31メートルを超える建築物をいう。第 8条の 3第 1項において

同じ。）その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地

下街（地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地

下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。）でその管理

について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理につ

いて権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上

必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならな

い。 

 

旧消防法施行規則（昭和 36年自治省令第 6号）（抜粋） 

（共同防火管理の協議をすべき事項） 

第 4条の 2 法第 8条の 2第 1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及

び運用に関すること。 

二 前号の共同防火管理協議会の代表者（防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管

理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。

第 4条の 2の 7第 3項第 2号、第 4条の 2の 9第 2項第 2号、第 51条の 18第 3項第 2号

及び第 51条の 19第 2項第 2号において同じ。）の選任に関すること。 

三 統括防火管理者（当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該

防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。）の選任及

び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。 

四 防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の

訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること。 

五 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関

すること。 

六 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関

すること。 

七 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の

誘導に関すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-② 「地下街・地下鉄及び接続ビル等における防災・減災対策の推進について（通知）」

（平成 26 年 4 月 25 日付け国水環防第 2 号各都道府県知事宛て国土交通大臣通知）

（抜粋） 

近年、国内外では、地下街、地下鉄等の地下駅及びこれらに直結又は地下道を介して接続す

るビル（以下、「接続ビル」という。）によって形成される地下空間（以下、「地下街・地下鉄及

び接続ビル等」という。）において浸水被害が発生しております。また、我が国は、大都市圏を

中心に地下街・地下鉄及び接続ビル等が広域に発達しており、大規模水害が発生した場合、甚

大な人的被害の発生や、公共交通機関の運休に伴う経済社会的な影響が懸念されます。 

 

（略） 

 

2．接続ビル等との連携の強化 

(1) 水防法第 15 条の規定に基づき、浸水想定区域内に存する地下街・地下鉄及び接続ビル等

として市町村地域防災計画に記載されているものと地下で接続している建築物等についても

市町村地域防災計画への位置付けに努めるようお願いします。 
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また、これと併せて浸水想定区域内に存する地下街、地下駅等の不特定かつ多数の者が利

用する地下空間について、市町村地域防災計画への記載状況を再確認し、市町村地域防災計

画に定める必要があるものについて追加するようお願いします。 

(2) 洪水時において一体的な避難行動が行われることが想定されるにもかかわらず、一体的な

避難確保・浸水防止計画が作成されていない隣接する地下街・地下鉄及び接続ビル等に対し、

水防法第 15 条の 2 第 3 項に基づき、共同して避難確保・浸水防止計画の作成を行うよう積

極的な勧告に努めるようお願いします。 

その際、共同して避難確保・浸水防止計画を作成する地下街・地下鉄及び接続ビル等に対

し、計画検討や連絡調整の場として協議会を設置することが望ましいことを併せて周知願い

ます。 

 

（以下略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-③ 地下空間ネットワークにおける協議会の設置状況 

地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

大 通 駅

周 辺

（39） 

札 幌 地

下 街 総

合 共 同

防火・防

災 管 理

協 議 会

（ 昭 和

62 年 3

月） 

○ ○ 会員相互の連

携を密にし、火災

等の災害の予防

体制を確立し、災

害時における通

報連絡、避難誘導

等を迅速、的確に

実施し、人命、財

産の被害を軽減

すること 

接続されている施設は、

発災施設だけにとどまら

ず相互に影響し、共通認識

の下での防火防災対策が

重要であるため、中央消防

署が設立を呼び掛け、設置

された。 

 なお、前身は消防局の主

導で昭和 48 年 2 月に設置

された「札幌地下街連絡通

路防火協議会」である。 

・36施設 

（地下街 2、地

下駅 3、接続ビ

ル 29、地下駐

車場 1、準地下

街 1） 

・中央消防署

（顧問） 

・消防計画の作成 

・自衛消防組織の編成 

・屋内消火栓の放水訓練

の実施 

・インターホン通話試験

(訓練)の実施 

・災害予防上の施策研究 

・災害情報の共有 

・視察研修会、実務研修

会の実施 

・参考図書の配布 

札 幌 駅

周 辺

（13） 

札 幌 駅

前 通 地

区 防 災

協 議 会

（ 平 成

27 年 3

月） 

○ ○ 接続ビル等が

相互に連携し、火

災等の災害の予

防体制を確立し、

災害時における

通報連絡、避難誘

導等を迅速、的確

に実施し、人命、

財産の被害を軽

減すること 

平成 27年 2月 10日の札

幌駅前地下歩行空間に接

続する札幌ノースプラザ

ビルでの火災後、当該ネッ

トワークに係る地区のま

ちづくり活動等を業務と

する民間会社が、接続ビル

等による防火研修会を開

催し、市町村の関係部局か

ら、今回のような火災対応

について人為的なミスを

起こさないよう日常の点

検及び防災意識を徹底す

るよう指導を受けたこと

から、同社から協議会の設

置が提案され、任意団体と

して設置された。 

・13施設 

（ 接 続 ビ ル

10、地下道 2、

地下駐車場 1） 

・札幌市交通

局 

・災害予防上の施策、研

究、調査及び計画に関す

ること 

・防災訓練の実施に関す

ること 

・関係機関との情報交換

に関すること 

・防災についての研修の

実施に関すること 

・防災意識の向上及び普

及に関すること 

・その他、地域防災上必

要なこと 

大 手 町

駅 ～ 有

楽 町 駅

周 辺

（16） 

 

 

 

 

（仮称）

大 丸 有

地 下 街

等 浸 水

対 策 協

議会 

 ○ 地区で連携し

た避難確保・浸水

防止計画を作成

するため 

平成 26 年 3 月に、千代

田区地域防災計画におい

て地下街等の指定が予定

されており、その趣旨説明

と避難確保・浸水防止計画

の内容の検討のため、平成

26 年度に準備会が設置さ

れ、27 年度中に協議会に

移行する予定である。 

・12施設 

（地下駅 4、接

続ビル 3、地下

道 4、地下駐車

場 1） 

・千代田区（オ

ブザーバー） 

・避難確保・浸水防止計

画の作成 
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 社

団 法 人

大 手

町・丸の

内・有楽

町 地 区

ま ち づ

く り 協

議会（昭

和63年7

月） 

○ ○  まちづくりに

係る主体との連

携を図り、都市空

間の適切かつ効

率的な開発、利活

用等を通じたま

ちづくりを展開

することにより、

当地区の付加価

値を高め、持続的

な発展に寄与す

ること 

 大手町・丸の内・有楽町

地区では、ビルの老朽化に

伴う再開発や将来のまち

づくりの方向性について、

地権者自らが主体的に考

え、検討することを目的

に、「大手町・丸の内・有

楽町地区再開発計画推進

協議会」を設立。その後、

更なるまちづくりの推進

に向け、「一般社団法人大

手町・丸の内・有楽町地区

まちづくり協議会」に組織

変更し活動を継続してお

り、防災対策について、同

地区全体としての対策を

検討している。 

 

 

 

・15施設 

（地下駅 4、接

続ビル 4、地下

道 5、地下駐車

場 2） 

（注） 

 

・災害時でも安定供給で

きる電力・ガス・熱源イ

ンフラの整備 

・ビルごとの防潮板、防

水扉等の設置の推進 

・帰宅困難者への対応等 

西 銀 座

デ パ ー

ト 周 辺

（20） 

銀 座 駅

地 下 街

防 災 協

議会（昭

和51年4

月） 

○  災害予防体制

の確立を図り、地

下街の共同防火

管理を行い、もっ

て地下の安全と

発展に寄与する

とともに、会員相

互の親睦融和を

図ること 

消防法第8条の2に基づ

き設置された。 

・20施設 

（地下街 1、地

下駅 1、接続ビ

ル 16、地下道

1、準地下街 1） 

・銀座駅地下街消防計画

の作成 

・総合訓練の実施 

・自衛消防組織の整備 

・緊急時の連絡体制（警

察署及び消防署を含む連

絡系統）の整備 

 

新 宿 駅

西 口 周

辺（55） 

総 合 防

火・防災

管 理 協

議会（西

口、東口

共 通 ）

（ 平 成

26 年 3

月） 

○ ○  ＪＲ新宿駅、地

下駅、接続ビルの

防火対象物接続

部分等に関する

防火・防災管理に

関する連絡・協調

を図るため 

地下街に指定されてい

るルミネエスト地下街と

駅ターミナル施設につい

て、火災等が発生した場合

に相互に影響を受けるも

のとして、連絡・協調を図

らせる必要があることか

ら、東京消防庁防火管理規

程第 36 条により設置され

た。 

・7施設 

（地下街 1、地

下駅 3、接続ビ

ル 3） 

・各代表者が災害発生時

の相互協力体制をあら

かじめ協議 

・共用避難施設の維持管

理 

・自衛消防活動及び相互

の応援 

 

新 宿 地

下 街 等

共 同 防

火 管 理

協 議 会

（西口、

東 口 共

通）（昭

和41年3

月） 

○  地下街等とこ

れに接続する建

物等が連携を強

化し、火災、震災

等に対する総合

施策を研究し、予

防体制の充実を

図り災害発生時

における人命安

全と被害の軽減

を図ること 

消防法第8条の2に基づ

く地下街、地下公共通路、

地下駐車場、及びこれに接

続する建物等の事業所が

連携を強化し、火災、震災

等に対する総合施策を研

究し、予防体制の充実を図

り災害発生時における人

命安全と被害の軽減を図

ることを目的とし、任意団

体として設置された。 

・47施設 

（地下街 4、地

下駅 5、接続ビ

ル 35、地下駐

車場 3） 

・新宿消防署

（顧問） 

・避難訓練の実施 

・新宿地下街等消防計画

の策定 

・新宿地下街等相互連絡

体制機構（連絡網）の整

備 

新 宿 駅

東 口 周

辺（53） 

地 下 街

に お け

る 内 水

等 に 係

る 防

災・減災

対 策 連

絡会（平

 ○ 協働して集中

豪雨など、内水等

に係る防災・減災

対策を促進する

ため 

平成 26 年 4 月に国土交

通省から通知があり、地下

街等において接続するビ

ルとの防災・減災に対する

協議の場を設置するよう

要請があったため。 

・16施設 

（地下街 1、接

続ビル 14、地

下駐車場 1） 

・各接続ビルにおける水

防対策（土のうや止水板

の配置状況）についてア

ンケート調査を実施 

・来年度、集計結果を発

表し、この結果に基づき、

各接続ビルにおける必要

かつ具体的な水防対策に
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

成26年6

月） 

ついて協議予定 

横 浜 駅

西 口 周

辺（16） 

横 浜 駅

西 口 共

同 防 火

防 災 管

理 協 議

会（昭和

44 年 7

月） 

○ ○ 防火・防災体制

を、総合的に討議

研究し、火災・風

水害・地震災害等

の予防及び減災

体制の充実、災害

発生時における

応急協力体制を

推進し、共同で地

域の安全と発展

に寄与すること 

横浜駅西口で地階によ

り接続されている各建築

物からの火災及び地震災

害等の予防体制の充実を

図り、同地区全体の安全と

発展に寄与するため、横浜

市消防局の指導により、設

置された。 

・14施設 

（地下街 2、接

続ビル 11、地

下駐車場 1） 

・会則、防火防災管理規

程、防災管理通信取扱規

程の作成 

・避難確保・浸水防止計

画等の作成及び修正見直

し 

・各種訓練の実施 

名 古 屋

駅 東 口

地 区

（22） 

名 古 屋

駅 地 区

防火・防

災 管 理

協 議 会

（ 平 成

24 年 5

月） 

○ ○ 防火・防災管理

業務に関する情

報の相互共有等

を通じ、事業所の

自主防火・防災管

理体制の一層の

充実・強化を図

り、もって安全・

安心な地区づく

りの推進に資す

ること 

本協議会の前身である

名古屋駅前共同防火管理

協議会が発足した昭和 44

年は、名古屋駅周辺に地下

街による地下空間が形成

された時期であり、所轄消

防署から、火災等への一体

的な取組について指導が

あったため。なお、平成

24 年 5 月に現在の名称に

変更されている。 

・20施設 

（地下街 7、地

下駅 2、接続ビ

ル 9、地下道 1、

地下駐車場 1） 

・中村消防署

（顧問） 

・中村警察署

（顧問） 

・緊急防災情報伝達訓練 

・「名古屋駅地区防火・防

災管理協議会連絡系統

表」に基づく名古屋市か

ら災害情報等が連絡され

た場合の会員への連絡 

・自主防火・防災管理に

係る各種情報の相互共有 

大 阪 駅

周 辺

（62） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 阪 市

地 下 空

間 浸 水

対 策 協

議会（平

成26年3

月） 

 ○ 巨大地震に伴

う津波や河川氾

濫などの水害に

対し、大規模な地

下街・地下駅等の

地下空間におい

て、連携した取組

を進めること 

近年の局地的なゲリラ

豪雨による内水氾濫や台

風に伴う大雨による河川

氾濫の危険性が増してい

るほか、南海トラフ巨大地

震の津波により、大阪市域

の約 3分の1が浸水するお

それがあることが明らか

になっているため設置さ

れた。 

・48施設 

（地下街 3、地

下駅 5、接続ビ

ル 35、地下道

3、地下駐車場

2） 

・近畿地方整

備局 

・大阪府危機

管理室 

・大阪市危機

管理室、都市

計画局、都市

整備局、建設

局、消防局、

関係区 

・全構成施設を対象とし

た構成施設の物理的現状

や止水板等の止水設備の

把握 

・連携訓練（図上及び実

働）の実施 

・ガイドラインの作成等

の実施 

東 梅 田

地 下 総

合 共 同

防 火 管

理 協 議

会（昭和

45 年 4

月） 

○ ○  常時から会員

相互間の連絡を

密にし、災害（火

災・水災・地震等）

発生時における

通報連絡、避難誘

導等を主体とし

た被害の拡大防

止方策の樹立並

びに推進を図り、

災害による被害

を軽減すること 

大阪市消防局の指導に

より設置された。 

・18施設 

（地下街 1、地

下駅 1、接続ビ

ル 16） 

・北消防署（顧

問） 

・曾根崎警察

署（顧問） 

・東梅田地下空間避難確

保・浸水防止計画の作成 

・連絡設備・体制の整備、

運用 

・水防マニュアルの作成  

・水防訓練、避難訓練の

実施 

・東梅田地下総合共同防

火・防災管理協議会会則

の作成 

大 阪 駅

前 ダ イ

ヤ モ ン

ド 地 下

街 共 同

防 火 管

○ ○  各管理権原者

の協議により、地

下街全体の共同

防火・防災管理に

必要な事項を定

め、火災の予防及

過去の火災事故事例及

び阪神淡路大震災を背景

に、大阪市消防局の指導に

より、設置された。 

・2施設 

（地下街 1、地

下駐車場 1） 

・大阪市建設

局管理部管理

課 

・全体の消防計画の作成

並びに計画に基づく消

火、通報、避難及びその

他の訓練の実施に関する

こと 

・避難通路、避難口、安
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

理 協 議

会（平成

21 年 6

月） 

び火災、大規模地

震、その他災害か

らの人命の安全

及び被害の軽減

を図ること 

全区画、防煙区画その他

の避難施設の維持管理及

び案内に関すること 

・火災、地震その他の災

害が発生した場合におけ

る消火活動、通報連絡及

び避難誘導に関すること 

・水防法に定める避難及

び浸水防止に関すること 

・本地下街に連絡する建

物等（接続建物等）との

協定等に関すること 

大 阪 ダ

イ ヤ モ

ン ド シ

テ ィ 協

議 会 

ダ イ ヤ

モ ン ド

地 区 再

生 に 向

け た エ

リ ア マ

ネ ジ メ

ン ト 勉

強 会 安

心・安全

ＷＧ（平

成25年7

月） 

○ ○ 地区の地権者

等が集まり、地区

の再生方策等に

関して共に考え、

認識を共有して

いくため 

大阪ダイヤモンドシテ

ィ協議会のダイヤモンド

地区再生に向けたエリア

マネジメント勉強会の下

部組織として発足した。 

・10施設 

（地下街 1、接

続ビル 9） 

・大阪市 

・防災活動の企画・実践 

・防災体制の在り方検討 

・エリア防災の取組の課

題抽出 

・防災イベントの検討 

堂 島 地

下 街 総

合 共 同

防 火 管

理 協 議

会（昭和

46 年 4

月） 

○ ○  地下街及びこ

れに接続する防

火対象物の総合

的共同防火管理

の徹底を期し、も

って火災、水害そ

の他の災害によ

る被害を軽減す

ること 

大阪市の指導により、設

置された。 

・8施設 

（地下街 1、地

下駅 1、接続ビ

ル 6） 

・消防訓練、水防及びそ

の他の訓練実施に関する

こと 

・統括防火管理者の権限

に関すること 

・消防計画の作成並びに

計画に基づく消火、通報、

救護及び避難訓練の実施

に関すること 

・避難通路、避難口、安

全区画、防煙区画その他

の避難施設の維持管理及

び案内に関すること 

・避難施設の維持管理及

び入店者、通行者の避難

誘導に関すること 

・火災の際の消防隊に対

する情報の提供に関する

こと 

 

西 梅 田

地 下 道

管 理 協

議会（平

成 9 年 3

月） 

 ○  地下歩行者道

路の効率的で効

果的な維持管理

の達成を図り、地

下道を安全かつ

快適な環境に保

つこと 

大阪市の指導により、設

置された。 

・12施設 

（ 接 続 ビ ル

12） 

・避難計画の作成 

・止水対策の実施 

大 阪 駅 ○ ○  会員相互の連 大阪市消防局の指導に ・12施設 ・地下街全体の消防計画
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

前 地 下

街 総 合

共 同 防

火 管 理

協 議 会

（ 昭 和

53 年 7

月） 

携を密にし、災害

の予防体制を充

実するとともに、

災害時における

緊急連絡、避難誘

導等の円滑化を

図り、もって地下

街の人的・物的安

全対策を確立す

ること 

より、設置された。 （地下街 1、地

下駅 3、接続ビ

ル 6、地下道 2） 

・北消防署（顧

問） 

・曾根崎警察

署（顧問） 

の作成、運用 

・消防計画に基づく通報

連絡・消火活動及び避難

誘導の訓練実施 

・避難階段、避難経路、

その他避難施設の維持管

理及び拡充強化 

・火災その他の災害発生

時における通報連絡・消

火活動・避難誘導並びに

消防隊等への情報提供及

び案内 

・監視センター内におけ

る防災機器等の機械監視

及び巡回目視 

・隣接防火対象物との連

絡協調 

三 宮 駅

周 辺 地

区（36） 

三 ノ 宮

駅 南 地

区 安 全

対 策 協

議会（昭

和41年7

月） 

○ ○ 過去の大水害

等の発生を踏ま

え、浸水に備える

ため 

火災を対象としている

のは、昭和 41 年 7 月に協

議会が発足後、大規模火災

等の発生を受けて消防法

の改正が実施され、その後

も対策強化を求められた

ため。 

浸水を対象としている

のは、昭和初期に発生した

阪神大水害を教訓に隣接

施設と一体となった水防

組織が必要と判断したた

め。 

・22施設 

（地下街 2、地

下駅 3、接続ビ

ル 9、地下道 6、

地下駐車場 2） 

・生田警察署

（顧問） 

・葺合警察署

（顧問） 

・中央消防署

（顧問） 

・神戸市建設

局道路部管理

課（顧問） 

・会員各社の消防訓練の

見学等を通じての情報交

換 

・防火防災管理に関する

勉強会等の実施 

・神戸市が発出した防災

指令を協議会事務局が受

信し、協議会会員各社に

対して情報提供及び発生

事象ごとの対応を要請 

・会員各社との連絡体制

の強化及び警察への警ら

要請 

・出火防止、初期消火、

延焼防止及び消防設備の

強化 

岡 山 駅

前 地 区

（19） 

岡 山 駅

前 地 区

総 合 共

同 防 災

管 理 協

議会（昭

和50年2

月） 

○ ○  事業所の保安

防災に関する協

議、連絡、研究等

を実施し、災害の

予防及び防止を

図ること 

地下街によって連絡さ

れる各事業所が、共通の保

安、防災問題を検討し、災

害の防止を図ることを目

的として設置された。 

・17施設 

（地下街 2、地

下駅 1、接続ビ

ル 6、地下道 6、

地下駅 2） 

・岡山市消防

局（顧問） 

・西消防署（顧

問） 

・岡山中央警

察署（顧問） 

・視察研修 

・合同（図上）消防訓練 

・各種講習会（都市ガス

安全管理講習会、火災予

防講習会） 

・非常連絡通報訓練（毎

月初めに実施） 

・非常連絡網の作成 

・地上出入口（地表部分）

の海抜調査（平成 22年 9

月） 

表 町 中

央 地 区

（4） 

総 合 共

同 防 火

管 理 協

議会（昭

和 62 年

10月） 

○ ○  事業所の共通

する防火防災に

関する問題点に

ついて協議し、災

害の予防及び災

害発生時の連絡、

避難誘導に資す

ること 

地下通路でつながる企

業として、共通する防火防

災に関する問題点及び災

害の予防並びに災害発生

時の連絡・避難誘導に関す

る事項を協議する場が必

要なため設置された。 

・4施設 

（地下街 1、接

続ビル 3） 

・防火防災に関する問題

点・災害の予防 

・災害発生時の連絡・避

難誘導 

（具体的には各企業で対

策を立案、実施） 

博 多 駅

地 区

（16） 

博 多 駅

地 区 総

合 共 同

防火・防

災 管 理

連 絡 会

○  防火防災管理

について総合的

な協議を行い、ま

た、相互の連携を

密にすることに

より、火災等の予

博多駅地区における地

下街、地下鉄等に連接する

建築物における防火防災

管理について総合的な協

議を行い、相互の連携を密

にし、火災等の予防体制の

・16施設 

（地下街 2、地

下駅 1、接続ビ

ル 11、地下道

2） 

・博多消防署

・総会や事業推進会議等

の開催 

・火災予防運動、合同防

火防災訓練（平成 25年度

は管轄消防署員による講

義・講習） 
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

（ 平 成

24 年 6

月） 

防体制を充実す

るとともに、火

災、地震等の災害

発生時における

被害を軽減し、も

って地区の安全

と発展に寄与す

ること 

充実、災害発生時における

被害の軽減を図るため、昭

和 59 年 4 月に設置された

組織（平成 24 年 6月 5 日

から名称が「協議会」から

「連絡会」に変更）。 

当該連絡会（協議会）は

当初から任意に設立され

たものであり、消防法第 8

条の 2に基づく、共同防火

管理に係る体制ではない。 

（顧問） ・研修（視察研修）等の

加入会員間における交流 

博 多 駅

前 博 多

口 地 下

建 築 物

等 共 同

防火・防

災 管 理

協 議 会

（ 昭 和

45 年 9

月） 

○  地下街として

指定された施設

を総合的に調査

研究するととも

に、火災その他災

害の予防体制の

充実及び相互の

連携を強化して

災害時における

防災活動の緊密

化を図り、もって

地下街の安全と

発展に寄与する

こと 

消防法第 8 条の 2 第 1

項に基づき、2つの地下街

に加えて接続ビルの地階

をも含めた区域の権原を

有する 5 事業者によって

設置された。 

  

・6施設 

（地下街 1、接

続ビル 5） 

・全体についての消防計

画の作成 

・同計画に基づく火災、

地震等を想定した事業所

間の「連携訓練」（発災事

業所を設定した上での、

発災事業所と防災センタ

ー間の通報連絡訓練） 

博 多 駅

ビ ル 共

同 防

火・防災

管 理 協

議会（昭

和 57 年

10月） 

○  ビル内における

共同防火管理に

必要な事項を協

議するため 

消防法第 8 条の 2 第 1

項に基づき、共同防火管理

を要する高層建築物とし

て指定された区域に権原

を有する 6 事業者によっ

て設置された。 

  

・6施設 

（地下街 1、 

接続ビル 4、地

下道 1） 

・全体についての消防計

画の作成 

・同計画に基づく火災、

地震等を想定した事業所

間の消火、避難及び通報

等の連携的な訓練（連携

訓練）の実施等 

博 多 駅

浸 水 防

止 対 策

委 員 会

（ 博 多

駅 浸 水

防 止 合

同 訓 練

実 行 委

員 会 ）

（ 平 成

18 年 5

月） 

 ○ 各事業者自ら

が責任を持って

管理箇所の浸水

防止に努めると

ともに、関係事業

者が協力して浸

水防止対策を図

ること 

博多駅地区では、平成

11年 6月及び 15年 7月に

二度の水害を受けている

が、地下駅で浸水対策を講

じたが隣接するビルの地

下から流入した、一度目の

水害で被害を受けなかっ

たビルでは二度目の水害

の際に浸水対策を講じて

いなかったなどの教訓か

ら、各事業者自らが責任を

持って管理箇所の浸水防

止に努めるとともに、関係

事業者が協力して浸水防

止対策が図る必要がある

ことから設置された。 

・15施設 

（地下街 2、地

下駅 1、接続ビ

ル 10、地下道

2） 

 

・「博多駅浸水防止対策委

員会」を設置母体として

設けられた「博多駅浸水

防止合同訓練実行委員

会」が中心となって、毎

年、通報連絡訓練、止水

板設置訓練等を実施 

天 神 地

区（39） 

天 神 地

区 総 合

共 同 防

火 管 理

協 議 会

（ 昭 和

56 年 4

月） 

○ ○ 相互の連携を

密にし、火災等の

予防体制を充実

するとともに、火

災、地震等の災害

発生時における

被害を軽減し、も

って地区の安全

と発展に寄与す

地下街と大規模な商業

ビルが相互に接続してい

ることは、災害の場合に、

火煙が拡大するおそれや

避難の場合のパニックな

ど防災上楽観は許されな

いのが実情である。 

このような実態と消防

署からの指導を踏まえ、災

・30施設 

（地下街 1、地

下駅 2、接続ビ

ル 24、地下道

2、地下駐車場

1） 

・福岡市消防

局（顧問） 

・中央消防署

・総会・理事会、防火管

理者会議（定例会）等の

開催 

・火災と浸水を想定した

緊急連絡通報訓練（接続

事業所等間の通報・連絡

を円滑にするための訓

練）の実施 

・合同水防訓練（浸水災
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地下空

間ネッ

トワー

ク名（構

成施設

数） 

協議会

の名称

（設置

年月） 

対象と

する災

害 
目的 設置経緯、理由 構成員数内訳 協議会の取組内容 

火

災 

浸

水 

ること 害の予防あるいは震災等

の災害に際し有機的な連

携活動が展開できるよう

に、地区一体として連絡協

調を図り、万全の防災体制

を確立すべく協議会が設

置された。 

（顧問） 

・中央警察署

（顧問） 

害による地下施設の被害

防止を図るための訓練）

等の実施 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 構成員数内訳において、施設管理者として地方公共団体等が入っている場合は、施設数の内数としてい

る。また、地下空間ネットワーク外の構成員は、施設数に含めていない。 

3 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会の構成員数について、賛助会員は含めてい

ない。 

4 複数の協議会が設置されている地下空間ネットワークは、大手町駅～有楽町駅周辺、新宿駅西口周辺、

新宿駅東口周辺、大阪駅周辺地区、博多駅地区の 5地下空間ネットワークである。 

5 平成 27年 3月末日現在である。 

 

 

図表 2-(1)-④ 協議会の設置目的、設置経緯等及び構成員等        （単位：協議会、％） 

区分 
設置協

議会数 
内容 協議会数 

設 置 目

的 

 

25 

 

火災について予防体制を充実するなどにより地下街等の安

全に寄与するため等 
5(20.0) 

水害時に関係事業者と連携して浸水対策を取り組むため等 5(20.0) 

火災、水害等の災害の発生時における被害の拡大防止を図る

ため等 
15(60.0) 

設 置 経

緯等 

地方公共団体の指導等により設置 15(60.0) 

過去の災害等を契機に設置 4(16.0) 

火災、水害などの災害に対する予防体制の充実等のために設

置 
4(16.0) 

都市開発の一環として設置された協議会を活用して地区の

安全対策を推進 
2(8.0) 

構 成 員

の範囲 

地下空間ネットワークの構成施設全ての施設管理者等 4(16.0) 

 うち、地方公共団体が構成員等 2(50.0) 

地下空間ネットワークのうち一部の施設管理者等 21(84.0) 

 うち、地方公共団体が構成員等 12(57.1) 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-⑤ 協議会に必要な構成員が確保されていない例 

 当該協議会は、地下空間全体の浸水対策を推進するための連携・協議組織とするため、国、

都道府県、市町村、地下空間にある全ての施設等で構成することとしており、当該協議会の事

務局（市町村）では、未参加の施設に対し文書による参加勧奨を行っている。 

しかし、調査対象とした地下空間ネットワークの構成施設のうち、14施設（いずれも接続ビ

ル）が協議会に参加していない。 

当該協議会では、地下空間ネットワークにある施設の地上出入口等の状況の調査を実施して

いるが、協議会に未参加の施設の中には、当該調査の回答がないものがあり、地下空間ネット

ワークの地上出入口等の状況の把握に支障があるとしている。また、未参加施設があることに

より、ネットワーク内の施設間の認識や情報の共有が十分に図られないおそれがあるとしてい
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る。 

また、当該協議会では、今後とも引き続き参加勧奨を行っていくこととしているが、協議会

には各施設管理者等を参加させる法的な権限がないため、十分な参加勧奨ができず、対応に苦

慮しているとしている。 

なお、未参加の 14施設は、いずれも浸水想定区域内に位置している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-⑥ 施設管理者等における連携した取組に係る課題に関する意見 

・ 事業所によって防火防災への取組に差があるため、各事業所間の均衡を保つことが難しい。 

・ 会員である事業所間で、防火・防災専任担当者の人数等、防火・防災対応設備のレベルが

異なる等のため、協議会としての統一的な取扱い（マニュアルの作成等）が難しい。 

・ 協議会の構成員が多く、決定権者が曖昧であるため、意見を出しても進んでいかない。 

・ 各会員企業の防災対策に取り組む姿勢、防災対策に割くことができる予算、人員等の事情

が事業者ごとに異なっていることから、民間の協議会において取組を強制することはできず、

全体の取組をまとめることには限界がある。 

・ 会員企業はそれぞれ独立した運営母体であるため、防災対策について共同で実施すること

は難しい。 

・ ネットワークを構成する施設は、規模や事業形態が異なり、防災対策に対する意識にも違

いがあるため、共同して取組を行うには難しい面がある。また、どの事業者が中心となって

協議会での取組を進めていくかという問題がある。 

・ 構成員の参加の確保について、各施設管理者等では安全対策に係る認識に差があり、一民

間事業者が参加を呼び掛けることはちゅうちょせざるを得ず、行政機関から積極的に働きか

ける必要がある。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-⑦ 地方公共団体における地下街等の安全対策に係る協議会への支援の実施状況 

市区名 
対象とす

る災害 
支援内容 支援の経緯・理由 

札幌市 火災 ・地下街等が実施する消防訓練等

への指導（年 2回） 

・各関係機関が立入りする地下街

合同査察への参加 

 地下街等の防火管理体制の強

化を推進するため 

 

 

浸水 ・避難確保・浸水防止計画作成の

手引き及びひな形の作成 

 

 

 水防法の平成 17 年 5 月改正及

び 25 年 6 月改正に伴い、地下街

その他地下に設けられた不特定

かつ多数の者が利用する施設に

ついては、事業者及び管理者に対

して、計画の作成が義務付けられ

たため 

東 京 都 千

代田区 

火災 ・共同防火管理協議会への講師派

遣 

・自衛消防訓練への講師派遣 

 ビル等の施設管理者等からの

要望があったため 

 

浸水 ・対象施設の把握、浸水対策の協

議会の設置・運営、避難確保・浸

水防止計画作成に関する支援 

 

 対象施設が相当数あるため、区

が業者に委託して浸水対策の協

議会の設置・運営等に係る支援業

務を行うこととした。 

東 京 都 中

央区 

火災 ・協議会（銀座駅地下街防災協議

会）の総会等に出席し情報提供、

火災訓練等への職員派遣 

 協議会からの要請があったた

め 
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市区名 
対象とす

る災害 
支援内容 支援の経緯・理由 

浸水 なし － 

東 京 都 新

宿区 

火災 ・協議会（新宿地下街等共同防火

管理協議会）加入事業所への指導

助言 

・自衛消防訓練への指導助言 

 消防法第 8条の 2により消防庁

が指定した地下街及び当該地下

街に接続する地下施設等を中心

に、指導助言を推進するため 

浸水 なし － 

横浜市 火災 ・協議会（横浜駅西口共同防火防

災管理協議会）の講演会に出席

し、地下街に連続する施設相互の

火災予防等について指導・助言 

・消防訓練の指導・助言 

・自衛消防力の向上支援として自

衛消防隊操法訓練会の開催 

 地下街を中心に大規模な対象

物が接続されており、施設管理者

相互の連携を深め、防火管理体制

を充実させる必要があるため 

 

浸水 ・避難確保・浸水防止計画作成マ

ニュアルの作成 

・事業者向けの避難確保・浸水防

止計画作成に係る説明会の開催

（毎年） 

 過去に市内で地下施設への浸

水被害があり、また、水防法が改

正されたことを受け、同法に基づ

く事業者の取組を促進するため 

名古屋市 火災 なし － 

浸水 ・浸水防止計画作成マニュアルの

作成 

・同計画作成に係る説明会の開催 

・地下街への浸水に対する緊急防

災情報についてのＦＡＸによる

情報伝達訓練の実施 

 

 平成 25年の水防法改正に伴い、

地下街等に浸水防止計画作成が

義務化されるとともに、国土交通

省から改正内容等の周知につい

て協力依頼があったため 

 また、浸水時に地下街等に対し

緊急防災情報を伝達することと

なっており、そのための訓練の必

要があるため 

大阪市 火災 ・火災予防の啓発運動 

・消防訓練での助言 

・消防用設備等設置への助言 

 施設管理者から要請があった

ため 

浸水 ・止水板設置等に対する補助（補

助率 2/3、うち 1/3は国庫補助） 

・協議会の事務局 

 大阪市地下空間浸水対策協議

会における検討において、止水対

策が必要な箇所が存在すること

が判明したため 

神戸市 火災 ・地下街の消防訓練（年 2回）の

指導 

 地下街等の管理者等からの要

請があったため 

浸水 なし － 

岡山市 火災 ・防火・防災訓練の指導 

 

 地下街等から要請があったた

め 

浸水 ・避難確保・浸水防止計画の作成

への助言 

 水防法の改正があったため 

 

福岡市 火災 ・避難訓練の立会い 

 

 協議会から要望があったため 

浸水 ・気象警報、雨量、河川水位情報

等災害関連情報のインターネッ

トやＦＡＸによる提供 

 

 平成 11年及び 15年の博多駅地

区地下街の浸水被害の発生を受

けて、地下街管理者等への情報提

供を拡充するため 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-⑧ 水防法（平成 27年 5月改正）（抜粋） 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第 15 条の 2  前条第 1 項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところによ

り、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

2  前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合にお

いて、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあ

るときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

3  第 1 項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞な

く、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

4  前 2項の規定は、第 1項に規定する計画の変更について準用する。 

5  市町村長は、第 1 項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第 1 項の規定により市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理

者に対し、第 1項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

6  市町村長は、第 1 項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

7  市町村長は、前項の規定による指示を受けた第 1 項の地下街等の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

8  第 1 項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以

下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止

のための訓練を行わなければならない。 

9  第 1 項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自

衛水防組織を置かなければならない。 

10 第 1項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告

しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-⑨ 水防法等改正説明会資料（抜粋） 

地下街、地下鉄、接続ビル等が連携した避難確保・浸水防止 

○ 主要な地下街等だけでなく、不特定多数の者が利用する接続ビル等についても市町村の地

域防災計画に位置づけていただくことが望ましい。 

○ 洪水時に一体的な避難行動や浸水防止が必要な、隣接する地下街、地下鉄及び接続ビル等

は、共同して避難確保・浸水防止計画を作成していただくことが望ましい。 

  その際、計画検討や連絡調整の場として協議会を設置していただくことが望ましい。 

 

＜事例：大阪市地下空間浸水対策協議会＞ 

【協議会のメンバー】 

事業者：地下街・地下道管理者、 

地下駅を有する鉄道会社、 

     上記に接続されているビル等管理者 

 行 政：大阪市、大阪府、近畿地方整備局 

【目的等】 
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・地下施設管理者が連携した浸水対策のガイドライン作成 

・地下施設管理者が連携した訓練の実施 

・情報共有のためのネットワークづくり 

 

(注) 1  国土交通省の資料による。 

     2  下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-⑩ 「地下街・地下鉄及び接続ビル等における防災・減災対策の推進について（通知）」

（平成 27 年 8 月 27 日付け国水環防第 18 号各都道府県知事宛て国土交通大臣通知）

（抜粋） 

2. 接続ビル等との連携の強化 

  平成 27年 5月の水防法改正により、地下街等の所有者又は管理者が避難確保・浸水防止計

画を作成しようとする場合には、あらかじめ接続ビルの所有者又は管理者に意見を聴くよう

努めることが規定されました。 

  この規定は、地下街・地下鉄及び接続ビル等の所有者又は管理者が連携して、接続ビル等

からの浸水への対応や、接続ビル等の階段を利用した避難等も考慮した避難確保・浸水防止

計画を作成することを期待したものです。 

  このことを踏まえ、地下街・地下鉄及び接続ビル等の所有者又は管理者が共同して計画検

討や連絡調整を行う協議会を設置することが望ましいことについて、地下街・地下鉄及び接

続ビル等の所有者又は管理者に対して周知するとともに、必要に応じて協議会の設置に向け

た調整を実施願います。また、大規模な地下街については、地方整備局等が関係地方公共団

体と連携しつつ、協議会の設置に向けた調整を実施する予定ですので、ご協力をお願いしま

す。 

 

（以下略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-⑪ 「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」（平成 25 年 7 月

版国土交通省）（抜粋） 

1.計画の目的  

（略） 

2．計画の対象区域 

《記載例》 

■ 本計画の対象区域は、○○○○地下街及び当該○○○○地下街に接続するビルにより構成

される区域（以下「○○○○地下街等区域」という。）とする。 

《解説及び留意事項》 

➢ 計画の対象区域については、対象としている地下街に加えて、当該地下街への氾濫水等の

地上からの浸入口を有する接続ビルを含める必要がある。 

➢ また、近接する複数の地下街等で、一つの地下街等から地下鉄や地下通路を通じて他の地

下街等へ短時間で水が浸入することが想定される場合にあっては、当該複数の地下街等を対

象区域とすることが望ましい。その上で、これらの地下街等がそれぞれ単独で計画を作成す

る場合には、地下街等間で緊急連絡網を構築しておく必要がある。 

 

3.～6. （略） 

 

7.避難誘導 

《記載例》 

(1) 避難誘導開始時期 
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■ 非常態勢に移行後、速やかに避難を開始する。 

(2) 避難経路 

■ 避難経路については、止水板等を設置する出口を有する階段は使用しないものとする。想定

外力ごとの具体的な避難経路については、別紙○～△「避難経路図」のとおりとする。 

（中略） 

《解説及び留意事項》 

➢ エレベータやエスカレータは停電により途中で停止する可能性があるため、避難にあたっ

ては使用しないこととし、避難に先立って停止させるものとする。 

➢ 避難誘導員の配置については、避難経路と併せてあらかじめ定めておくものとする。 

➢ 避難誘導方法については、避難する人数、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用す

る資器材等を具体的に定め準備しておく必要がある。特に、停電に備えた対応について十分

に検討しておく必要がある。 

 

8. （略） 

9．防災教育及び訓練の実施 

《記載例》 

■ 毎年 4月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

■ 毎年 5 月に、全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導並びに浸水防止対策に関

する訓練を実施する。 

《解説及び留意事項》 

➢ 避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施し、必要に応

じて計画を見直すことが必要不可欠であることから、平成 25年 6月の水防法改正により、浸

水想定区域内の地下街等については、訓練の実施が義務付けられた。 

➢ 研修や訓練には、市町村から地域住民に配布されている洪水ハザードマップの他、国土交

通省等が実施する出前講座等が活用できる。 

➢ 本来は、利用者も含めた訓練を実施することが望ましいが、これは現実的には非常に困難

であるため、少なくとも計画対象区域内の施設の全従業員を対象とした訓練を実施するもの

とする。 

➢ 情報収集訓練については、市町村が情報伝達訓練を実施している場合には、これと併せて

実施することが有効である。 

 

（以下略） 
（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-⑫ 作成主体別の緊急連絡網作成数 

（単位：連絡網、％） 

作成主体及び対象範囲 緊急連絡網数 

①協議会が協議会の構成員等を対象に作成 19（48.7） 

②施設管理者等が関係する施設管理者等との協定等に基づき作成 20（51.3） 

 対

象

範

囲 

地下街や地下駅を中心とした周辺施設 16（41.0） 

2施設間や構造的に一体となった施設 3（7.7） 

施設の管理会社が作成した緊急連絡網に掲載されている施

設 
1（2.6） 

計 39（100） 

(注)  1 当省の調査結果による。 

2  「緊急連絡網数」欄の（ ）内の構成比については、39を分母とした。 

    3  平成 27年 3月末日現在である。 
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図表 2-(1)-⑬ 災害種類別の緊急連絡網作成数 

（単位：連絡網、％） 

対象とする災害 緊急連絡網数 

火災のみ 10（25.6） 

浸水のみ 5（12.8） 

火災及び浸水を含

む各種災害 
24（61.5） 

計 39（100） 

(注) 1 当省の調査結果による。 

    2 「緊急連絡網数」欄の（ ）内の構成比は、四捨五入により表記したため、合計は 100にならない。 

   3 平成 27年 3月末日現在である。 

 

 

図表 2-(1)-⑭ 緊急連絡網を作成した主な経緯・理由 

区分 経緯・理由 

行政機関

からの働

き掛けに

より作成

したもの 

・ 「地下鉄道の火災対策の基準について」（昭和 50年 1月 30日付け鉄総第 49号

の 2陸運局長宛て運輸省鉄道監督局長通知）に基づき、地下鉄駅と接続するビル

との間で、人的、物的被害の軽減、旅客及び通行人の安全性を確保するため。 

・ 旧基本方針及び旧基本方針を受けて作成された市町村独自の基本方針に非常時

に連絡ができる通信設備を設置しなければならない旨の規定があるため。 

・ 平成 26 年地下街等防災対策通知により、地下街等の地下で接続している施設

間で、浸水被害に係る防災・減災に関する協議の場を設けるよう要請があったた

め。 

・ 昭和 40 年代の地下街等による地下空間が形成された時期に、所轄の消防署か

ら、火災等への一体的な取組について働きかけがあったため。 

・ 消防署の働きかけに基づき、地下街と接続ビル間での火災発生時における協力

を目的に緊急連絡網を整備。なお、水防法の改正に伴い、対象とする災害を洪水

や津波にまで拡大した。 

・ 過去に地下鉄で火災が発生した際に、周辺施設への連絡が円滑に行われなかっ

たことを教訓に、管轄の警察署からの提案により、緊急連絡網の整備に係る検討

会を立ち上げ整備。 

過去の災

害を契機

に作成し

たもの 

・ 過去に地下鉄で火災が発生した際に、周辺施設への連絡が円滑に行われなかっ

たことを教訓に、管轄の警察署からの提案により、緊急連絡網の整備に係る検討

会を立ち上げ整備。（再掲） 

・ 過去 2回の浸水による被害を契機に、各事業者が責任を持って管理箇所の浸水

防止に努めるとともに、協力して浸水防止対策を進めるために設置された協議会

の緊急連絡網として整備。 

施設管理

者等が自

主的に作

成したも

の 

・ 災害発生時に協議会の会員が相互に協力し、災害対応を講ずる必要があるため。 

・ 集中豪雨等により地下街への被害が予想される場合には、周辺施設との協力体

制が不可欠となるため、浸水対策計画を策定し、併せて新たに緊急連絡網を整備。 

 (注) 当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-⑮ 緊急連絡網への参加が必要と考えられる施設の例 

 

① 地下街と地下道でつながっている大型商業施設が、緊急連絡網に参加していない例 

地下街及び大型商業施設と接続している地下道が、当該大型商業施設に対し下り傾斜で接

続しており、当該地下道又は当該地下街において浸水が発生した場合、大型商業施設へ浸水

の被害が及ぶおそれがあることから、大型商業施設の利用者の安全確保のため、緊急連絡網

への参加が必要と考えられる。（1施設） 

 

図 接続状況 

 

② 浸水想定区域内に所在する施設が、緊急連絡網に参加していない例 

浸水想定区域内に所在し、避難確保・浸水防止計画の作成が必要とされている施設におい

て、浸水のおそれがあることから、緊急連絡網への参加が必要と考えられる。（2施設） 

 

       図 未参加となっている状況 

        
(注) 当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-⑯ 緊急連絡網における連絡の仕組み・対応方法（例） 

① 火災、浸水等の災害が発生した際に、当該災害発生施設が消防署等に通報し、併せて構成

施設へ連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 火災、浸水等の災害が発生した際に、当該災害発生施設が消防署等に通報し、併せて構成

施設相互間で連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 火災、浸水等の災害が発生した際に、当該災害発生施設が消防署等に通報し、併せて協議

会等の事務局等となっている施設（防災センター）に連絡、当該施設（防災センター）から

構成施設に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署等 

施設（災害発生） Ｂ施設 

A 施設 

施設（災害発生） A 施設 Ｂ施設 

消防署等 

消防署等 

施設（災害発生） Ｂ施設 

Ａ施設 

協議会等の事務局等 

（防災センター） 
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④ 市町村の防災担当課等から、集中豪雨等の災害情報を協議会等の事務局等となっている施

設（防災センター）に連絡、当該施設（防災センター）から構成施設に連絡。また、構成施

設において火災等が発生した場合は、当該施設から消防署等に通報し、併せて防災センター

に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     は、集中豪雨等の情報が市町村から連絡された場合に使用 

     は、火災、浸水等の災害が協議会の構成施設で発生した場合に使用 

⑤ 市町村の防災担当課等から、集中豪雨等の災害情報を協議会等の事務局等となっている施

設（防災センター）に連絡、当該施設（防災センター）から構成施設に連絡。また、構成施

設において火災等が発生した場合は、当該施設から消防署等に通報し、併せて施設相互間で

連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     は、集中豪雨等の情報が市町村から連絡された場合に使用 

     は、火災、浸水等の災害が協議会の構成施設で発生した場合に使用 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-⑰ 緊急時の連絡設備等の状況                            

連絡設備名 一般電話 
専用通話設備(イ

ンターホン等) 
ＦＡＸ その他 

緊急連絡網数 30 23 9 14 

(注)1 当省の調査結果による。 

  2 数字は延べ数である。 

  3 「専用通話設備」とは、インターホン、テレホンスピーカー、ホットライン等、施設間の専用連絡設備で

ある。 

市町村防災担当課等 

Ａ施設 施設（災害発生） 

消防署等 

Ｂ施設 

市町村防災担当課等 

消防署等 

Ｂ施設 

協議会等の事務局等 

（防災センター） 

Ａ施設 施設（災害発生） 

協議会等の事務局等 

（防災センター） 
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  4 「その他」は、火災報知器の移報、伝令要員の派遣などである。 

  5 平成 27年 3月末日現在である。 

 

 

図表 2-(1)-⑱ 緊急連絡に用いる設備等の状況（単一又は複数） 

（単位：％） 

区分 緊急連絡網数 

単一の連絡設備を用いるとしているもの 17（43.6） 

複数の連絡設備を用いるとしているもの 22（56.4） 

計 39（100） 

(注)1  当省の調査結果による。 

    2  平成 27年 3月末日現在である。 

 

 

図表 2-(1)-⑲ 緊急連絡網に基づく情報伝達訓練の結果、連絡完了までに時間を要していた例 

協議会では、火災及び浸水を対象とした緊急連絡網を作成しており、年 1 回の情報伝達訓練

を実施している。 

当該緊急連絡網では、28の構成施設を 5グループに分け、大雨等の災害情報等が発せられた

場合、「市（災害対策本部）→協議会の代表理事の施設→各グループの代表施設→各グループの

構成施設」の順で電話又はＦＡＸにより連絡を行うこととしている。 

しかし、情報伝達訓練では、全ての会員に対して連絡が完了するまでに約 1 時間を要してお

り、災害が発生した際に迅速な対応ができないことが判明した。 

当該協議会では、電話やＦＡＸを用いた個別の連絡には限界があり、一斉に同報できる連絡

設備の設置等が必要としている。 

 その後、当該協議会では、訓練結果を踏まえ、民間事業者が提供するＦＡＸの一斉送信サー

ビスに加入しており、その結果、連絡完了までに要する時間が約 15分に短縮されている。 

 

（防火・防災管理協議会の連絡系統表） 
 
 

 
災害情報等 

 

 

 
                 電話又はＦＡＸで連絡  

 

 

 

 

 
 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-⑳ 連絡設備の使用に習熟していない等の理由により迅速な連絡が行われていなか

った例 

火災発生時、近隣の地下空間利用施設 14施設に対して連絡を行う緊急連絡網を作成していた

地下鉄駅において、火災発生時の連絡が円滑に行われていなかった。 

当該地下鉄駅では、当該 14施設のうち、8施設については一斉通報電話（テレホンスピーカ

ー）により、3 施設についてはビルごとの直通電話により、残りの 3 施設については一般外線

電話により連絡することができ、火災発生時に関係施設に即座に連絡することができる設備が

整っていた。 

しかし、当該地下鉄駅の倉庫において火災が発生した際、①連絡を担当する職員がテレホン

スピーカーの使用に習熟していなかったこと、②当該連絡を担当する職員が一人であったこと、

③一般外線電話の回線が 1 回線しかなく、複数の職員で連絡作業を分担できなかったことなど

から、テレホンスピーカーは使用されず、実際に連絡を行ったのは 8施設にとどまっている。 

また、連絡を受けた施設の中には、当該施設に隣接している施設への連絡が、火災鎮火後と

なっているものもみられた。 

この連絡が遅れた事態を踏まえ、当該緊急連絡網に参加している施設管理者等では、連絡手

段の確認や通報テストの徹底といった緊急連絡網の強化を図っており、そのほかにも関連施設

による連絡のバックアップ体制を構築している。 

 

表 近隣 14施設への連絡手段の内訳 

 

 

 

 

連絡手段 施設数 

テレホンスピーカー 8 

直通電話 3 

一般外線電話(うち、緊急専用) 3(2) 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-㉑ 火災発生時に災害発生施設から接続施設に対し、迅速な連絡が行われていなかっ

た例 

 地下道に接続する施設の管理者は、災害発生時には、緊急連絡網に基づき、当該地下道の管

理者へ電話連絡を行うこととされているが、地下道に接続するビル地階において火災が発生し、

煙が当該地下道に流入した際、火災が発生したビルの管理者は、当該地下道の管理者への迅速

な連絡を行っていなかった。 

また、当該地下道の管理者は自ら煙の流入を確認し、接続ビルの管理者に対して、電話連絡

が行ったが、接続ビルの担当者が不在、話し中等で連絡に時間を要する状況がみられた。 

 この火災において、地下道の管理者は、煙の流入に伴い、火災感知器が作動したことで火災

を把握し、避難放送を行うとともに、地下道を通行止めとし、防災センターの警備員等 10名に

よる避難誘導を行い、避難誘導終了後、地下道を全面閉鎖した。 

 この間、地下道のスルーホール（天窓）を開き排煙を行い、最終的に消防拠点の排煙装置を

作動させた。さらに、消防署の可動式送風機により排気を行った後、地下道の閉鎖を解除した。 

なお、地下道への煙の流入に伴い、地下道が一時閉鎖される事態となった。煙が流入した原

因は、火災発生の前に火災感知器が誤作動により発報したため、防火シャッターの連動閉鎖ス

イッチを一旦切り、その後復旧し忘れていたためである。 

 本件を踏まえ、火災が発生した地下空間ネットワークにおいては、災害時における通報連絡

等を迅速、的確に実施し、人命、財産の被害を軽減することを目的とした協議会が設置されて

いる。 

 

      図 火災発生時の連絡状況 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-㉒ 「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」（平成 27 年 7 月

版国土交通省）（抜粋） 

1.計画の構成 （略） 

2．計画の目的 （略） 

3.計画の対象区域 

《記載例》 

■ 本計画の対象区域は、別紙○「○○○○地下街等区域図」に示す○○○○地下街及び当該

○○○○地下街に接続するビルにより構成される区域（以下「○○○○地下街等区域」とい

う。）とする。 

《解説及び留意事項》 

➢ 接続ビルや、地下駅や地下通路など地下で連続する他の施設（以下「連続施設」という。）

から予期せぬ浸水が発生する可能性がある。このため、氾濫水の浸入口となりやすいなり得

る連続施設を含めて対象区域とし、共同で計画を作成することが望ましい。 

➢ 共同で計画を作成しない場合であっても、連続施設の構造、主要な流入口の標高・大きさ

や浸水防止対策の状況等について把握するため、水防法第 15条の 2第 2項に基づき、連続施

設の所有者または管理者に意見を聴くよう努めなければならない。 

➢ 特に、内水については、水防法施行規則第 12条第 2項の規定により、地下街等の各地点に

おいて避難上支障がある高さまで浸水する時間を算出すること等により、地下街等の利用者

の全てが安全に避難できることを確認する義務がある。そのため、連続施設の所有者または

管理者に意見を聴き、氾濫水の侵入口等の状況について把握することが必要不可欠である。 

➢ 意見を聴く対象となる施設は、当該地下街等の全利用者の避難が完了するまでに、当該地

下街等の浸水に影響を及ぼす施設を想定している。具体的には、地下街等の利用者の避難に

要する時間、地下空間の構造や地下空間を流れる氾濫水の平均的な拡散速度等を考慮して選

定する必要があるが、当該地下街等から概ね 1 ㎞以内に氾濫水の主要な流入口となる開口部

を持つ施設を候補として検討することが考えられる。 

 

4.～5. （略） 

 

6.情報収集及び伝達 

(1)情報収集《記載例》 

■ 収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 

収集する情報 収集方法 

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウェ

ブサイト） 

洪水予報、水位到達情報 ○○市からのファックス、インターネット（情報提供機

関のウェブサイト）、緊急速報メール 

排水施設の稼働状況 ○○市からのファックス（○○市と事前に調整） 

避難勧告・避難指示 防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネット（市役

所のウェブサイト）、緊急速報メール 

 

■ 停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備

えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。 

《解説及び留意事項》 

➢ 水防法第 15条第 1項第 4号イに基づき市町村地域防災計画に記載された地下街等について

は、市町村から当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員（情報を受ける構成

員を市町村に報告）に対して、同条第 2 項に基づき洪水予報河川においては洪水予報が、水

位周知河川、水位周知下水道又は水位周知海岸においては水位到達情報が提供される。 
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➢ 内水に関する情報については、特に迅速な受信が必要であるため、事前に伝達方法等につ

いて市町村と調整を行っておく必要がある。また、排水ポンプ場が排水不能になった場合に

は浸水の可能性が高まることから、排水施設の稼働状況についても情報を受信できるよう、

市町村と調整しておくことが望ましい。 

➢ 連続施設を通じて短時間で氾濫水が浸入することが想定される場合や連続施設を避難場所

としている場合には、連続施設との間で連絡体制を構築しておく必要がある。その際に、休

日においてはオフィスビルなどの連続施設が閉館していることも想定されることから、必要

に応じて、休日の連絡体制や浸水防止体制も確認しておく必要がある。 

➢ 特に、地下駅と接続している地下街等においては、他の地下駅に浸入した氾濫水が地下鉄

等を通じて短時間で当該地下街等に浸入する可能性があるため、鉄道事業者との連絡体制を

構築しておく必要がある。 

➢ 大規模な水害が発生した場合には、停電することが十分に想定されることから、停電時に

おいても情報を収集できるよう検討しておく必要がある。 

➢ 内水については、内水氾濫危険情報が緊急速報メールで伝達される。地下街等においては、

携帯電話の電波が受信できないおそれもあるため、事前に受信エリアを確認し、必要に応じ

て対策をとっておく必要がある。 

 

■ 提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況等、地上部の状況に

ついては、直接確認を行う。 

《解説及び留意事項》 

➢ 外水氾濫（洪水や高潮による氾濫）の前に内水氾濫が発生する場合があるが、地下からは

地上の状況がわかりにくいため、雨の降り方や周辺施設の地上部の状況については直接確認

を行い、浸水が始まりそうかどうかを直接確認する必要がある。 

➢ また、避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、道路が通行できるか等、あらかじめ

確認しておくことが望ましい。 

 

(2)情報伝達 

《記載例》 

■ 別紙○「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日用・休日用）」に基づき、体制の確立状況、気

象情報、洪水予報等の情報を対象区域内の施設に係る全従業員で共有する。 

■ 館内放送、掲示板を用いて気象情報、洪水予報等、避難開始等の情報の周知を図る。 

■ 非常体制に移行した場合には、○○市○○課（連絡先）に「これより●●（避難場所）に

避難する」旨を連絡する。 

■ 避難の完了後、○○市○○課（連絡先）に避難が完了した旨を連絡する。 

《解説及び留意事項》 

➢ 緊急時における連絡体制（連絡網及び連絡方法）については、夜間や休日の従業員の勤務

状況を踏まえ、あらかじめ定めておく必要がある。その際、一般には、体制ごとに情報を共

有しておくべき者は異なる（体制が進むごとに共有すべき者は増える）ため、体制ごとに連

絡体制を定めておくことが望ましい。 

➢ また、連続施設から短時間で氾濫水が浸入することが想定される場合や連続施設を避難場

所とする場合は、連続施設との間で連絡体制を構築し、連絡先を「体制ごとの施設内緊急連

絡網」に加える必要がある。 

➢ 関係市町村への連絡については、報告する内容、報告先等について事前に調整しておく必

要がある。 

 

7.（略） 

 



62 

 

8．避難誘導 

《記載例》 

(1)避難開始時期 

■ 非常体制に移行後、速やかに避難を開始する。 

 

(2)避難経路 

■ 避難経路については、止水板等を設置する出口を有する階段（避難完了後に止水板等を設

置する出口を有する階段は除く）は使用しないものとする。洪水時（内水時・高潮時（適宜

選択））における具体的な避難経路（平日用・休日用）については、別紙○～△「避難場所・

避難経路図」のとおりとする。 

 

（中略） 

 

《解説及び留意事項》 

➢ 休日においてはオフィスビルなどの連続施設が閉館しており、避難経路又は避難場所とし

て活用できないことを考慮して、適切に避難場所や避難経路を設定する。 

 

（中略） 

 

9. （略） 

 

10.防災教育及び訓練の実施 

《記載例》 

■ 毎年 4月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

■ 毎年 5 月に、全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導並びに浸水防止対策に関

する訓練を実施する。 

 

《解説及び留意事項》 

➢ 避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施し、必要に応

じて計画を見直すことが必要不可欠であることから、平成 25年 6月の水防法改正により、市

町村地域防災計画に位置づけられた地下街等については、訓練の実施が義務付けられた。 

➢ 研修や訓練には、市町村から地域住民に配布されている洪水ハザードマップ等の他、国土

交通省等が実施する出前講座等が活用できる。 

➢ 本来は、利用者も含めた訓練を実施することが望ましいが、これは現実的には非常に困難

であるため、少なくとも計画対象区域内の施設の全従業員を対象とした訓練を実施するもの

とする。 

➢ 情報収集訓練については、市町村が情報伝達訓練を実施している場合には、これと併せて

実施することが有効である。 

 

（以下略） 

 

(注) 1  下線は当省が付した。 

     2  「体制」とは、洪水等の発生に備えて、活動内容、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、施

設の実情に応じて設定するものであり、洪水注意報が発表された場合は「注意体制」、避難準備情報が発

令された場合は「警戒体制」、避難勧告又は避難指示が発令された場合は「非常体制」を設定すること等

が、本手引きにおいて例示されている。 
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図表 2-(1)-㉓ 地下空間ネットワークを対象とした火災に係る避難訓練を実施している例 

協議会発足以来、毎年 8 月に、地元消防団や町会、事業所等で構成する組織が、地方公共団

体、ネットワークを範囲に含む周辺地域を管轄する消防署、警察署等と連携し実施している避

難訓練に参加するとともに、協議会として、年 2回以上の避難訓練を計画し、実施している。 

同訓練に参加している施設管理者等では、訓練を通じて防災意識の向上を図っており、また、

災害に対する啓発活動に取り組んでいる。 

また、上記の訓練と同時に実施する協議会における避難訓練では、地下鉄や周辺の施設には、

不特定多数の利用客がいることから、的確な避難誘導ができるよう社員を利用客に見立てての、

避難訓練も併せて実施しており、各事業所においても、同様の訓練を実施している。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉔ 協議会における火災に係る連携した避難対策の実施状況 

（単位：協議会、％） 

ネ ッ

ト ワ

ー ク

数 

協 議

会数 

火災を対象としている協議会 

 うち、連携した避難対策に関する規定あり（10地下空間ネットワーク） 

 うち、避難訓練に関する規定あり（8

地下空間ネットワーク） 

うち、避難経路の設定に

関する規程あり 

 連携した避難訓練を実

施 

 うち、避難

経路を設定 

 うち、避難

誘 導 に 係

る 訓 練 を

実施（2 地

下 空 間 ネ

ッ ト ワ ー

ク） 

14 25 20 14（70.0） 10（50.0） 7（35.0） 2（10.0） 0 0 

(注) 1 当省の調査結果による。 

     2 「協議会数」以下の欄については、ネットワークを対象範囲として避難訓練を実施している 1協議会を

含む。 

   3 表中の（ ）内の数値については、「火災を対象としている協議会」の 20を分母とした。 

   4 平成 27年 3月末日現在である。  

 

 

図表 2-(1)-㉕ 火災に係る連携した避難訓練の実施等に関する規定の例 

・ 各防火対象物の防火管理者等は、災害発生時の被害の軽減を図るため、消防法令に基づく

防災訓練を実施するとともに、協議会として実施する訓練に積極的に参加し防災技術の向上

に努めなければならない。 

・ 地下街及びこれに接続する防火対象物において、火災、水害、その他の災害による被害を

軽減することを目的とし、当該目的達成のために消防訓練（消火・通報・救護・避難誘導）

を実施する。 

・ 会員相互間の連携を密にし、災害の予防体制を充実するとともに、災害時における緊急連

絡、初期消火、避難誘導の円滑化を図り、地下街の人的、物的安全対策を確立するといった

目的を達成するために、通報連絡、消火活動、避難誘導の訓練を実施する。 

・ 協議会において、災害の予防体制の確立を図り、災害が発生した場合には、関係事業者が

地域的に連携して被害を最小限にとどめる等し、地区の安全と発展に寄与するとともに、会

員相互の親睦融和を図ることを目的として、当該目的を達成するために災害予防及び防災訓

練の実施、訓練の実施方法等に関することを行う。 

・ 接続部分等で火災等の災害が発生した場合は、各消防計画に定める自衛消防組織の相互協

力により自衛消防活動を行うこと 

・ 接続部分の管理範囲以外で火災等の災害があった場合は、相互に連絡するとともに必要な
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自衛消防活動の支援にあたること 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉖ 火災に係る連携した避難訓練を実施することの目的 

・ 訓練に参加した協議会の構成員が、協議会の構成員として自らに割り当てられた役割（消

火班、連絡班等）を実行できるようになる。また、訓練参加者が災害時に対応できる人材と

なれば、災害時における協力が期待できる。 

・ 他の施設管理者等が火災等の災害発生時にどのような行動をするのかを知る良い機会とな

る。 

・ 有事の際はパニックが発生することが懸念されるため、訓練を通じて他の事業所の動きを

把握しておくことで、自らがどのように行動すべきかが分かる。 

・ 地震等の緊急事態の際には、各施設管理者が協力しなければならないため、連携して災害

対応行う際、訓練等を通じて面識があることは、非常に有効である。 

・ 関係機関との安全対策に係る連携の必要性が確認できる。 

・ 訓練を通じて協議会における防災意識の向上を図ることができる。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉗ 火災に係る連携した避難訓練を実施していない理由 

・ 消防計画を作成し、当該計画に基づき避難訓練等の火災対策を実施していることから、連

携を行う必要はないと考えている。 

・ スプリンクラー等の消防用設備等が整備されており、火災が他施設へ延焼することは考え

にくく、連携した避難対策の必要性は乏しい。 

・ 消防法上の防火対象物ごとに同法に基づく防火上の取組を行うことで、安全性は確保でき

ると考えている。 

・ 火災については、それぞれの施設内で早期に対応することで、他の施設に被害が及ぶおそ

れはない。 

・ 最寄りの地上出入口から避難することが原則である。 

・ 各施設において消防計画に基づき避難対策が講じられており、また、事業所の形態や防災

対策に取り組む姿勢が異なる中で、ネットワークとしての避難訓練が必要か疑問である。ま

た、連携した訓練を行った場合、混乱することが予想される。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉘ 火災に係る利用者の避難誘導を内容とする連携した避難訓練を実施していない理

由 

・ 協議会を構成する施設は、広範囲に所在している。火災に関しては、その影響が、協議会

の構成施設全てに及ぶことはないことから、構成施設全てを対象とした利用客の避難誘導を

内容とする避難訓練を実施する必要性はない。 

・ 協議会の各構成施設では、火災が発生した場合、利用者を地上出入口から地上に避難させ

ることとしており、自ら管理している施設内で避難が完結する。 

・ 火災については、協議会の各構成施設において訓練を行っており、合同で訓練を行わなけ

ればならないという機運がない。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉙ 火災に係る連携した避難経路を設定していない理由 

・ 火災発生時の避難は、各防火対象物単位での避難が原則となっている。 

・ 火災の際、地下における避難の原則は個別の防火対象物の避難階段から地上に避難するこ

とである。 
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・ 火災が発生した場合、最寄りの出入口から避難誘導することになり、複数の施設を横断し

て避難することはない。 

・ 消防法に基づく消防計画の作成、消防計画に基づく対応で十分と考えている。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉚ 地下空間ネットワークを対象とした浸水に係る連携した避難訓練を実施している

例 

① 市災害対策部局が実施している訓練に参加している例 

【概要】 

 災害時において、駅周辺事業者、鉄道事業者、地元自治会、市、関係行政機関等が連携・協

力し、駅周辺における混乱防止や安全を確保することを目的として設置（昭和 43年）された団

体（事務局：市災害対策部局）が実施している避難訓練に、1地下空間ネットワークの 1協議会

が、当該団体の構成メンバーとして参加している。 

  

当該訓練を行っている団体では、県が公表した「津波浸水予想図（素案）」によると、駅周辺

において、大きな津波被害が予想されていることから、当該駅周辺における津波避難対策を拡

充することを目的として、鉄道各社、駅周辺事業者、警察、市などが連携した津波避難誘導訓

練を実施し、当該駅周辺における津波避難に関する課題の抽出、検証を行っているとしている。 

 主な訓練項目は、①情報受伝達訓練、②屋外拡声器、館内・構内放送による広報、③避難誘

導、④高層ビルにおける情報収集活動、⑤警察無線による情報収集と提供、⑥避難者への情報

提供となっている。 

 

② 地下空間ネットワーク内の協議会が実施している例 

【概要】 

 市及び協議会では、地下空間全体の施設管理者が連携した初めての取組として、駅前周辺地

区に所在する複数の地下街・地下道及び地下駅を含めた地下空間全体の構成施設間の情報伝達

に重点をおいた連携した訓練を実施しており、今後、訓練結果を踏まえ、地下空間全体におけ

る災害時の情報伝達の課題等が整理されることにより、現在作成中の浸水対策ガイドラインや

駅前の地下空間全体の浸水対策計画に反映することとしている。 

当該訓練では、各地下街・地下道相互の情報伝達訓練のほか、地下街等ごとに、①接続ビル

の 3 階以上への 50～100 人の避難誘導訓練、②要配慮者・負傷者の避難誘導訓練が行われてお

り、避難時の滞留現象の発生などの課題確認や、浸水対策ガイドライン(案)の検証のほか、大

学研究者による避難技術の実験も行われている。 

 訓練参加者は、当該訓練について、避難誘導に際して、各地下街、接続ビル、消防、警察、

地下駅の緊密な連携の重要性や施設の課題認識が深まり、非常に有意義としている。 

 

【説明】 

ⅰ） 訓練の目的（必要性） 

 駅前周辺地区の複数の地下街・地下道では、水防法上の避難確保計画をそれぞれ個別に作

成しており、計画に基づく水防訓練等もそれぞれの地下街等で個別に実施されてきた。 

  しかし、平成 26年 3月に設置された協議会において、各地下街等が連携した地下空間一体

となった浸水対策に係る検討を行うこととされ、特に駅前周辺地区は、河川氾濫に加え、南

海トラフ巨大地震の大津波による浸水想定区域でもあることから、5つの地下街等に関係する

全ての事業者による緊急時における情報連絡体制の確保が喫緊の課題とされていた。 

そのため、協議会では、平成 26年度の主要な取組の一つとして、駅前周辺地区の地下空間

全体を対象に、原則として関係する全ての構成施設関係者（駅周辺の複数の地下街等、接続

地下駅、接続ビル）が参加した情報連絡を重視した連携した訓練（図上及び実働）を実施す

ることとした。 

市（防災担当部署）では、この訓練結果も踏まえ、協議会で作成中のガイドラインや駅前

の地下空間全体の避難確保・浸水防止計画へ反映させたいとしている。 
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ⅱ） 訓練の内容 

  訓練の概要は下表のとおりであり、特筆すべき点として ①実働訓練のみではなく、その

前段階として図上（シミュレーション）訓練を実施していること、②地下街等のみではなく、

隣接の地下駅関係者も参加した地下街と地下駅間の相互連携も想定していること、③地下街

や地下駅職員による他の地下街等への情報伝達も内容としていることなどが挙げられる。 

 

表 訓練の概要 
区分 図上訓練 実働訓練 

訓練場所 ホテル 地下街ごとに会場を設け、それぞれ関係する接

続地下駅、接続ビル部分を含んで訓練場所を設定 

災害想定 南海トラフ巨大地震が発生（震源の深さ約 30㎞、地震の規模Ｍ9.1、市内の震度 6弱）、市内各地で

甚大な被害が発生するとともに、大津波警報が発令され、約 2時間後に津波襲来 

訓練内容 災害想定で付与された条件により、避難確保計画

等に基づき、活動等のシミュレーションを実施

し、連携体制等を確認 

災害想定で付与された条件により、 

5 つの地下街ごとに、①出火防止、②放送設備に

よる情報伝達、③来街者の避難誘導、④負傷者の

応急手当、⑤地下街及び地下駅職員による他の地

下街等への相互連絡（避難誘導の進捗状況や完了

報告）について訓練を実施 

参加者 地下街・地下道、接続ビル、地下駅・防災機関の

災害発生時の情報伝達や避難誘導等関係職員 

地下街・地下道、接続ビル、地下駅の各職員(合計

約 600人参加) 
 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉛ 協議会等における浸水に係る連携した避難対策の実施状況 

（単位：協議会等、％） 

ネッ

トワ

ーク

数 

協 議

会数 

浸水を対象としている協議会等 

 うち、連携した避難対策に関する規定あり（6地下空間ネットワーク） 

 うち、避難訓練に関する規定あり（3

地下空間ネットワーク） 

うち、避難経路の設定に関

する規程あり 

 連携した避難訓練を実

施（2地下空間ネットワ

ーク） 

 うち、避難

経路を設定 

 うち、避難

誘導に係

る訓練を

実施 

14 25 20 11（55.0） 5（25.0） 4（20.0） 4（20.0） 1（5.0） 1（5.0） 

(注) 1 当省の調査結果による。 

   2 「協議会数」以下の欄については、ネットワークを対象範囲として避難訓練を実施している 1 協議会を

含む。 

     3  このほか、避難訓練に関する規定はないものの、他の協議会が実施する連携した避難訓練に参加してい

る協議会等が 3ある。 

     4 表中の（ ）内の数値については、「浸水を対象としている協議会」の 20を分母とした。 

     5 平成 27年 3月末日現在である。 

 

 

図表 2-(1)-㉜ 浸水に係る連携した避難訓練の実施に関する規定の例 

（図上訓練） 

・ 地下街、地下道、地下駅、接続ビル、防災関係機関により、一定の条件（状況）を付与し、

避難確保計画等に基づき、活動等のシミュレーションを実施し、連絡体制等の確認を行う。 

（実働訓練） 

・ 地下街、地下道、地下駅、接続ビル、防災関係機関により、想定に基づき、避難誘導、避

難行動、情報伝達、救助活動などを実施するとともに、参加機関の連携強化を行う。 

(注) 当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-㉝ 浸水に係る連携した避難訓練を実施していない理由 

・ 地下空間ネットワーク全体で避難訓練を実施する場合、構成施設間での日程調整が困難で

あり、また、避難訓練中の地下街や地下駅の通行を規制する必要がある。 

・ 施設ごとに営業時間や業態に大きな違いがあることから、共同又は連携した訓練の実施は

困難である。 

なお、個別の施設で避難訓練を実施する場合であっても、避難訓練の準備（日程調整、各

階・テナントとの打合せ、シナリオ作り等）に 1 か月程度を要するため、地下空間ネットワ

ーク全体での訓練を行う場合、どれほどの労力が必要か分からない。 

・ 管理している施設は、標高が高くかつ浸水想定区域外に所在しており、浸水被害発生の可

能性が低い。また、1日に 100万人以上が、当施設を利用しており、訓練を行うための規制が

困難である。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉞ 浸水に係る連携した避難訓練の実施に係る意見等 

・ 連携又は共同した避難対策に取り組む場合には、行事や会合の日時、避難場所の確保等、

数多くの調整が必要であり、民間事業者で構成する協議会からの呼び掛けのみによる実施は

容易ではない。 

連携又は共同した避難対策が必要であるならば、市等の行政機関が積極的に取り組んでほ

しい。また、行政が主導しなければ、民間事業者の足並みもそろわないと考えている。 

・ 連携又は共同した避難訓練の実施は、各施設の所有者、管理者等の意識が異なっているこ

とや、施設ごとの営業時間、業態等に大きな違いがあることから、法令による義務化などの

強力な動機付けや、行政による働きかけが必要であり、働きかけなどがなければ実現は困難

であると思われる。 

・ 自らが管理する施設においても、業態（テナントの業種、営業時間等）などの違いがあり、

日程調整やテナントの協力を得ることに苦慮しているため、他施設との連携、共同した避難

訓練の実施は困難である。また、連携した避難訓練の実施には、いずれかの施設による強力

なリーダーシップ等が必要である。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㉟ 浸水に係る連携した避難の実施に関する取決めの例 

（内水）  

・ 地下施設の管理者は、地上部の浸水状況を的確に把握し、浸水のおそれがある出入口にお

ける迅速な止水対策により地下空間への浸水を防止する。 

・ 止水対策を講じても浸水のおそれがある場合には、水の流入の危険性がない出入口から地

上へ避難誘導するなど、避難対策を組み合わせて実施する。 

（外水・津波） 

・ 河川氾濫の避難指示、又は、津波警報等が発令されれば、直ちに利用者を接続ビルの浸水

のおそれがない階（3階以上）等へ避難誘導する。 

・ 河川氾濫の洪水又は津波が到達する前に確実に利用者・従業員の避難を完了する。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

図表 2-(1)-㊱ 協議会における浸水に係る連携した避難経路の設定の例 

  協議会に参加している施設を対象として作成された避難確保・浸水防止計画において、同

協議会に所属する施設の範囲を対象とした避難経路図が作成されている。この避難経路図に

は、低地となっている箇所、高地となっている箇所、大雨警報発表時に使用できない階段、

避難経路等が示されている。 

なお、同協議会に参加している施設が個別に作成した避難確保・浸水防止計画においては、

独自に避難経路を設定しているものもあり、自らが管理する施設の 4 階以上に施設利用者を

誘導することとしているものもみられた。 

(注) 当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)-㊲ 浸水に係る連携した避難経路を設定していない理由 

・ 具体的な避難経路図の作成に当たっては、各施設の営業時間が異なることから、営業時間

外の避難経路の設定を考慮すると、調整が困難である。 

・ 各施設において、避難経路図が作成されており、避難する際は当該避難経路図を使用する。 

・ 施設ごとに規模や位置などが異なっていることから、地下空間ネットワーク全体で、どこ

に避難するかということより、施設ごとにどう避難するかということが重要であると考えて

いる。 

・ 各施設において、避難確保・浸水防止計画を作成し、避難対策を実施している。 

また、地上出入口等に止水板を設置し、各事業所の責任により管理を行い、浸水に備えて

いる。 

・ 地震発生に伴う津波からの避難の際は、接続ビルの損傷状況、駅周辺の地上の避難客等の

避難状況により、接続ビルにおける施設利用者の受入れが困難となる状況も考えられるため、

具体的な避難経路図の作成は困難である。 

なお、津波が発生した際は、防災センター間で連絡を取り合い、接続ビルの損害等や避難

の可否を確認した上で、店舗の従業員により避難誘導を行うこととしている。 

・ 避難者を受け入れた場合、商品の盗難のおそれがあることを理由に、商業施設は避難者の

受入れに難色を示していることから、避難先として設定しにくい。また、避難先として設定

されている施設が、地上からの避難者を受け入れた場合、地下からの避難者を受け入れられ

ない可能性もあることから、避難先ビルの指定及び避難者の受入可能人数の問題が大きい。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㊳ 浸水に係る連携した避難経路の設定等に関する意見等 

・ 協議会において、地下からどのように避難するのかルールを決めておく必要がある。 

・ 協議会において、河川の位置や浸水の可能性のある出入口を把握した上で、避難する方面

を決めておくといった原則的なことを定めた上で、災害発生状況に応じて避難することが必

要である。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㊴ 地点別浸水シミュレーション検索システムの概要 

（概要） 

・ 国土交通省の各地方整備局（北海道開発局を含む。）や都道府県が整備する洪水による「浸

水想定区域図」を地理院地図上に表示するシステムであり、任意の地点において関連する堤

防の破堤点や浸水深を逆引き検索できるとともに、地点別の浸水シミュレーショングラフや

浸水域のアニメーション表示を行えるシステム 

（活用方法） 

・ どの河川のどこの地点が決壊（破堤）したら、自宅や会社などが浸水するかの把握が可能 

・ 堤防決壊（破堤）後、どこが・いつ・どのくらい浸水するかの変化をアニメーションやグ

ラフで見ることが可能 

・ 大雨の際、どこの水位観測所の情報を見ておけばよいかの把握が可能。また、現在の水位

が分かるホームページへリンク 

（注）国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

 

図表 2-(1)-㊵ 地下空間ネットワーク全体の避難対策を検討するため避難シミュレーションを実

施している例 

大阪市立大学では、梅田地下街（複数の地下街及び地下駅、ビル地階、地下駐車場等で構成）

について、図面、実測調査及び地下街の地上出入口と公道との高さの関係の調査から、地下構

造の空間情報を統合して海抜基準との関係を明らかにし、洪水や津波による浸水被害把握のた

めのＧＩＳ（地理情報システム）情報基礎データとなる三次元データを構築の上、地震による
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津波の発生を想定し、避難者数等の各種条件の下、地下空間ネットワーク内の地下空間利用施

設に滞在する利用者の避難行動や避難完了に要する時間等をシミュレーションしている。 

当該シミュレーションでは、平日の午前 8 時に巨大地震が発生、120 分で市内に津波が到達

する場合を想定し、地下空間ネットワークの地下空間利用施設の利用者の避難行動を予想して

いる。 

当該シミュレーションの結果、避難対象の 1 万人全てが、120 分以内に接続ビルの上階への

避難を完了したが、駅周辺の出入口での滞留の発生等が明らかとなった。 

また、シミュレーションを実施した大学では、当該シミュレーションの結果を踏まえ、今後

の避難計画の策定においては、施設管理者等ごとの計画策定も重要であるが、それ以上に施設

管理者等間の垣根を超えた対策が重要な課題となり、避難誘導という面からも梅田地下街全体

を使用した大規模な避難訓練等の実施の必要性が感じられ、さらに、利用者への明確な避難場

所（津波避難ビル）の指定が早急な課題としている。また、今後の課題の一つに、津波による

浸水以外の災害（ゲリラ豪雨、火災等）も含めた地下空間ネットワークからの避難誘導手法へ

の展開を挙げている。 

協議会では、当該シミュレーションを実施した大学の協力を得て、シミュレーションの結果

を基に、避難完了までに要する時間や避難時のボトルネックとなっている箇所などを把握し、

当該地下空間ネットワーク全体の相互連携訓練や避難確保計画の検討に活用している。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㊶ 地理空間情報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号）（抜粋） 

（定義）  

第 2 条 この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報か

らなる情報をいう。 

一 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該情報に係る時点に関する情報を含

む。以下「位置情報」という。） 

二 前号の情報に関連付けられた情報 

 

（地理空間情報活用推進基本計画の策定等）  

第 9 条 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画（以下「地理空間情報活用推進基本計

画」という。）を策定しなければならない。 

2 地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 地理情報システムに係る施策に関する事項 

三 衛星測位に係る施策に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項  

 

3～6（略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊷ 「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 24年 3月 27日閣議決定）（抜粋） 

はじめに 

自然や社会、文化等の様々な環境、さらにその中で営まれる日々の暮らしや経済社会の諸活

動など、ますます多様化が進む国土や国民生活に関わる事象は、いつ・どこで・何が・どのよ

うな状態かといった、位置や時間と関連した情報が多く、これらは「地理空間情報」としてと

らえることができる。このように、我々の周りは様々な地理空間情報に満ちあふれていること

から、身近な地域の問題から我が国が抱える社会的課題まで、その解決のためには、このあふ

れる情報の全体像を的確に把握するとともに、複雑な現象を解き明かす分析を行うことが必要

である。  
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地理情報システム（ＧＩＳ）と衛星測位は、地理空間情報の高度な活用を可能にする。ＧＩ

Ｓは、電子的に整備した地理空間情報を電子地図上で一体的に処理して視覚的な表現や高度な

分析を行うシステムであり、また、衛星測位は、測位衛星から発射される信号を用いてリアル

タイムの位置や時刻情報、さらに移動経路等の情報を取得するものである。大量の地理空間情

報は、ＧＩＳと衛星測位を用いることにより、時々刻々と変化する世の中の複雑な現象を「見

える化」し、更に高度な分析を加えることで、状況を的確に共有したり、課題解決に役立てた

りすることができるようになる。  

平成 19年に地理空間情報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号）が施行され、本法律に基

づき、平成 20 年４月に、地理空間情報活用推進基本計画（以下「前基本計画」という。）が閣

議決定された。この前基本計画は、地理空間情報の総合的かつ計画的な施策の推進のための政

府の基本的な計画であり、「地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）」を目指すものである。 

前基本計画においては、基盤的な地理空間情報の整備とその流通のためのルールの整備が進

むとともに、準天頂衛星初号機「みちびき」が打ち上げられ技術・利用実証が推進されてきた。

また、産学官の連携の枠組みが確立され、Ｇ空間ＥＸＰＯが開催されるなど、産学官が一体と

なって各種取組が実施された。  

一方、この間の地理空間情報を巡る社会状況は大きく変化している。情報通信技術が急速に

進展するとともに、新たなサービスが出現し多様化が進んでいる。個人においても、スマート

フォンなどの高機能携帯端末の普及が爆発的に進み、人々のニーズもさらに多様化している。

また、人口減少・少子高齢化、環境問題、エネルギー問題、経済社会のグローバル化、社会資

本ストックの維持管理、地域の安全・安心の確保など、我が国は様々な社会的課題を抱えてい

るが、地理空間情報の整備と、ＧＩＳや衛星測位の利用はその解決のツールとしても期待され

ている。さらに、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災からの復興と今後の災害への備

えとして、地理空間情報の一層の貢献が求められている。 

このような状況を踏まえて、直面する課題に対応するとともに、社会における地理空間情報

の一層の活用を促進するため、今後５年間を見据えた、新たな地理空間情報活用推進基本計画

を策定し、継続的な取組を着実に実施する。 

 

第Ⅰ部 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

1. Ｇ空間社会の実現により目指すべき姿 

(1) 国土の利用、整備及び保全の推進、災害に強く持続可能な国土の形成 

（略） 

地震や津波、火山災害、風水害等の各種災害に対しては、地理空間情報を活用することに

より、観測体制の高度化や、新たな被害想定に基づく広域的な応援体制の確保を推進する。

さらに、発災時における被害予測や被災状況の迅速な把握、これに基づく的確な対応を可能

とするとともに、復旧・復興のための速やかな情報提供を推進することにより、災害に強い

国土が形成される。 

(2) 安全・安心で質の高い暮らしの実現 

(3) 新たなサービス・産業の創出 

(4) 行政の効率化・高度化、新しい公共の推進 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊸ Ｇ空間×ＩＣＴ推進会議開催要綱（抜粋） 

1 目的 

Ｇ空間情報の利活用については、「地理空間情報活用推進基本法」 及び「地理空間情報活用

推進基本計画」に基づき、産学官が連携して取り組んでいる。  

一方で、昨今、スマートフォンの爆発的な普及やワイヤレス・ブロードバンド環境の整備等、

ＩＣＴは、質量ともに劇的に変化・進化している。  

本推進会議においては、Ｇ空間情報とＩＣＴの連携により、Ｇ空間情報を高度に利活用でき

るＧ空間社会を実現し、もって、経済の再生や防災・減災等、我が国が直面する課題の解決に

寄与する方策等を検討する。 

2  名称 
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本会議の名称は、「Ｇ空間×ＩＣＴ推進会議」と称する。 

3  主な検討事項 

(1) 新産業・サービスの創出（元気をつくる、国の仕組みをつくる）  

① Ｇ空間×ＩＣＴビジネスモデルの検討  

② Ｇ空間情報を活用したＩＣＴビジネス・サービスの振興  

③ Ｇ空間情報を活用したシステムの海外展開  

④ Ｇ空間情報の活用による行政の効率化・高度化  

(2) 防災・地域活性化（命をまもる、便利な暮らしをつくる、みんなの安心をまもる） 

① Ｇ空間情報の活用による防災・減災  

② Ｇ空間情報の活用による地域活性化  

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊹ 「空間情報と通信技術を融合させ、暮らしに新たな革新をもたらす」（平成 25年

6月Ｇ空間×ＩＣＴ推進会議報告書）（抜粋） 

はじめに 

経済活動、市民生活、自然現象等の多くは、どこで起きたか、又はどこで起きているか、と

いう位置や場所に関連づけられている。位置に関連づけられた情報は、地理空間情報、すなわ

ち、「Ｇ空間情報」1である。我々の身の周りには、多くのＧ空間情報が存在している。例えば、

ある場所の雨量計の情報も、ある交差点の自動車のワイパーの回転速度の情報も、ある軒先で

雨宿りしている人のつぶやきの情報も、いずれもＧ空間情報である。  

Ｇ空間情報は、これまでも大量に生成されていたが、その多くは利用されることなく消失又

は死蔵され、十分に利用されてこなかった 2。しかしながら、昨今のＩＣＴの急速な進展によ

り、Ｇ空間情報の入手、処理、分析による高度な利活用が可能になってきている。これまで取

り扱うことが不可能であった、又は利用されていなかった大量のＧ空間情報が、ＩＣＴの力に

よって、高度に利活用され、価値を生むものになっている。  

また、国際学術雑誌 Natureによれば、米国労働省は、イノベーションを興し多くの雇用機会

を増やす重大３分野として、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、地理空間情報技術

（Geotechnology）の３つをあげており、Ｇ空間情報を利活用する技術の重要性を裏付けている。

ＩＣＴも、あらゆる領域に活用されるツールとして、イノベーションを誘発する力を有してお

り、成長力の基盤となる生産性の向上に資することはもちろん、労働投入の量的拡大も期待で

き、経済再生にも大きく貢献するものである。  

Ｇ空間とＩＣＴは、単独でも、経済再生やイノベーション創出、雇用創出等に寄与できるが、

Ｇ空間とＩＣＴが緊密に連携すること、すなわち、「Ｇ空間×ＩＣＴ」によって、新たな価値を

生み出すとともに、一層、我が国の経済再興を加速すること等が期待される。  

Ｇ空間×ＩＣＴ推進会議は、このような「Ｇ空間×ＩＣＴ」の重要性の認識の下に設置され、

計５回開催された。また、「新産業・新サービスに関するアドホック会合」及び「防災・地域活

性化に関するアドホック会合」を設置し、それぞれ３回を開催し議論した。さらに、３月には、

「Ｇ空間×ＩＣＴ」に係る活用方策等について広く意見募集を実施した。 

本報告書は、これらの検討を踏まえ、「Ｇ空間×ＩＣＴ」によって、我が国が目指すべき社会

の姿を明らかにするとともに、その実現に向けて取り組むべき「Ｇ空間×ＩＣＴ」に関するプ

ロジェクトを提言するものである。 

 

第 1章 検討の背景 

1 Ｇ空間情報活用推進基本法等の策定 

平成 19年（2007年）5月、地理空間情報活用推進基本法が成立し、同年 8月に施行された。 

（略） 

また、基本法は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、地理空間情報活用推進基本計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならな

いこととしている（第 9 条）。これを受け、平成 20 年（2008 年）4 月には第一期の基本計画

が、平成 24年（2012年）3月には第二期の基本計画が閣議決定された。 
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第 4章 「Ｇ空間×ＩＣＴ」に関する具体的な取組 

第 4章においては、第 3章までの検討を踏まえ、「Ｇ空間×ＩＣＴ」に関する具体的なプロジ

ェクトを提言する。 

【ミッション】 

空間情報と通信技術を融合させ暮らしに新たな革新をもたらす 

【ビジョン】 

・ 新たな産業・サービスを創出し、経済を再生する 

・ 世界最先端の防災システムをつくる 

・ 先進的・先導的な手法により、地域を活性化する 

 

プロジェクト 1 Ｇ空間オープンデータ・プラットフォームの構築等 

① Ｇ空間オープンデータ・プラットフォームの構築 

② Ｇ空間情報活用の全国普及に向けた官民連携等の強化 

プロジェクト 2 世界最先端のＧ空間防災システムの構築 

① 多様な手段による的確な情報提供の実現 

② 災害対応ロボット等の高度な防災システムの導入 

プロジェクト 3 「Ｇ空間シティ（仮称）」による成功モデルの実現 

① 先進的・先導的な利活用モデルの実施 

② 海外での実証プロジェクトの実施 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊺ Ｇ空間シティ構築事業（実証事業）の例 

〈災害時における地下空間の情報伝達・避難誘導支援の実現〉 

（大阪市、名古屋市、東京都） 

□ 準天頂衛星や屋内測位技術（ＩＭＥＳ、Ｗｉ－Ｆｉ等）を活用することにより、屋内外の

シームレスな測位環境を構築し、位置・場所に応じた的確な情報伝達、避難誘導を実現する。

具体的には、ビルや地下街等で災害が発生した際、当該施設の防災センターが各施設内の被

害状況を迅速に把握し、これらの情報を基にスマートフォンを通じて市民や従業員に対し、

適切な避難経路等を情報伝達 

 

□ 平時においても、市民等に対し非常口・消火栓・ＡＥＤ等の場所を知らせておくことは重

要であるため、スマートフォンを通じて位置情報、時刻等に基づいた情報提供を屋内外シー

ムレスに実施 

（注）総務省消防庁の資料に基づき、総務省行政評価局が作成した。 

 

 

図表 2-(1)-㊻ ハザードマップポータルサイトの概要 

【概要】 

・ 各市町村の洪水、内水、土砂災害などのハザードマップが一覧でき、浸水想定区域や旧河

道などの地形等を重ねて表示 

【閲覧できる情報】 

・ 浸水想定区域、洪水ハザードマップ、土砂災害危険箇所、道路冠水想定箇所、事前通行規

制区域、緊急輸送路、写真、土地条件図、沿岸海域土地条件図、治水地形分類図、明治前期

の低湿地、都市圏活断層図、火山基本図、火山土地条件図、色別標高図、大規模盛土造成地 

【ハザードマップの例】 

（洪水ハザードマップ） 

・ 河川が氾濫したときに想定される浸水域や浸水深、避難場所等を表示した地図。出水時の

水防活動や避難行動等に活用可能 

（内水ハザードマップ） 

・ 下水道などの排水能力を超えた大雨が降った際に想定される浸水域や浸水深を表示した地

図。出水時の水防活動や避難行動等に活用可能 
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（土砂災害ハザードマップ） 

・ 土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）の発生危険地域などを表示した地図。危険

箇所の確認や避難経路検討の際に活用可能 

(注) 1 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

   2  ハザードマップポータルサイトは、国土交通省が平成 19年 4月から運用している。 
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勧告 説明図表番号 

  ウ 地下街等の安全対策に関する設備の整備・運用状況 

    (ｱ) 消防用設備等の整備状況等 

     消防法第 17条、同法施行令第 7条等に基づき、地下街、百貨店、飲食店、複

合用途防火対象物等の防火対象物の関係者（注）は、スプリンクラー設備、放送

設備、避難はしご等の消防用設備等を設置し維持しなければならないとされて

いる。 

（注） 消防法第 2 条第 4 項において、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有

者をいう。 

 

     調査対象とした 14の地下空間ネットワーク内の 139施設におけるスプリンク

ラー設備の設置状況を調査した結果、消防法の義務付けのある 126 施設の全て

において設置されている。 

     一方、消防法の義務付けがない地下歩道において、スプリンクラー設備を設

置しているものが 5 施設みられる。これらの施設管理者等では、その理由とし

て、①火災が発生した場合の歩行者やビル地階等の接続施設への影響に配慮し

た、②地下街の店舗に面していることから、当該地下街と一体的な防火管理が

必要である、③地下街に接続しており、人通りが多いことから、安全対策を講

ずる必要があるとしており、利用者のより一層の安全を確保するため、効果的

なものとなっていると考えられる。 

 

    (ｲ) 止水板等の整備状況等 

     国土交通省は、平成 13年度に「地下空間における浸水対策ガイドライン」を

作成し、「不特定又は多数の者が利用する地下空間における技術的基準」におい

て、地上からの浸水開始時刻を遅延させることや、地下空間における浸水の上

昇速度を低減させるため、地下への流入口のマウンドアップ、防水板（止水

板）の設置、土のうの設置等の措置により、避難可能なルートを確保すること

としている。 

     また、「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」におい

て、止水板等の設置基準として、止水板等の設置時期や場所を例示している。 

     調査対象とした 139 施設における止水板の設置状況を調査した結果、以下の

とおり、浸水が発生した場合、他の接続する施設に影響が及ぶおそれや迅速な

対応ができないおそれがあるものがみられるなど、施設管理者等間の連携が十

分に図られておらず、地下空間ネットワークとしての安全対策が十分となって

いない例がみられた。 

    ① 地下駅のコンコースの複数の出入口のうち、当該地下駅の施設管理者等が

管理する出入口には止水板が設置されているが、他の施設管理者等が管理す

る出入口には止水板が設置されていないもの 

    ② 地下駅の複数の出入口に止水板が設置されているが、当該地下駅の施設管

 

 

図表 1-⑥、⑦ 

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-㊼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-㊽ 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-㊾ 

 

図表 2-(1)-㊿ 
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理者等以外の施設管理者等が設置している止水板の使用については、各施設

管理者等の判断で止水措置を行うこととされており、また、その旨の取決め

が明文化されていないもの 

    ③ 施設管理者等間で、設置している止水板の使用基準を定めておらず、ま

た、使用に関する協議先の担当者が明確になっていないもの 

    ④ 止水措置を行う担当者が常駐しておらず、止水措置を迅速に行うことがで

きないおそれのあるもの 

    ⑤ 施設管理者等の体制面等から止水板の設置に時間を要するおそれのあるも

の 

    ⑥ 止水板等の設置に関する施設管理者等間の直接の規定がなく、施設管理者

等間で止水措置の実施の認識が異なり、迅速な止水措置の実施が行われない

おそれのあるもの 

 

     一方、調査対象とした施設管理者等の中には、当該地下街の所在する地域に

おいて過去 2 回の浸水により甚大な被害が発生したことから、県が公表した浸

水想定区域図を踏まえ、独自に浸水対策調査を実施し、当該地下街の個々の地

上出入口等における止水板設置の要否、必要な止水板の高さを算出し、浸水の

危険性のある地上出入口等に止水板を設置しているものがみられた。 

 

     国土交通省では、平成 27年 5月の水防法の改正に伴い、平成 27年 7月、「地

下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）（洪水・内水・高潮

編）」（平成 27 年 7 月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室）、

平成 27年地下街等防災対策通知及び水防法の改正に伴う説明会において、止水

板の設置や運用についての連携した対応を求めているとしている。今後は、施

設管理者等が連携して対策を講ずるため、体制を考慮した止水板等の浸水防止

設備の設置等に関する情報を提供することが必要であると考えられる。 

     なお、国土交通省では、「安全な地上までの避難行動所要時間」よりも「地下

空間の浸水により避難が困難になる時間」が長くなるよう必要に応じて止水板

等の浸水防止施設を設置することが必要であるとしており、これらの時間を算

出するため、「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）（洪

水・内水・高潮編）」においてこれらの時間の算出方法を示すとともに、「地下

街等浸水時避難計画等策定支援システム」を提供している。 

 

【所見】 

 したがって、国土交通省は、地下空間ネットワークにおける浸水に係る利用者の安全

を確保するため、施設管理者等における連携した適切な止水板等の浸水防止設備の設置

及び運用の在り方についてのより具体的な情報を市町村に示すとともに、市町村に対

し、適切な浸水防止対策の実施について、施設管理者等に対する働きかけや情報提供を

行うよう助言する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)- ○51 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)- ○52 

 

 

図表 2-(1)- ○53 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)- ○54 
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図表 2-(1)-㊼ 消防法の義務付けがない地下歩道にスプリンクラー設備を設置している理由 

設置理由 

都道府県道の地下 1階に所在する地下歩道は、他の地下通路から地下駅地下コンコースまでを

結ぶ長さ 362 メートル、幅 73 メートルの地下通路で、2 つのビル地階と接続し同地下歩道の両

側には、全長 220メートルのガラスショーケースが設置され、ギャラリーとして美術品等が展示、

また、毎週金曜日にはマルシェ（農産物等の直販等）が開催されるなど、多数の来訪者や歩行者

が利用しており、火災が発生した場合の歩行者又は周辺の接続施設等（他の地下通路、接続ビル

の地階等）やギャラリー展示品への影響に配慮した。 

地下歩道として位置付けられている地下に所在する駅前広場は、1日当たり 100万人が利用し

ており、消防署と利用者の安全対策について協議し必要と認められた。 

都市計画道路下に地下歩行者道路として整備された地下歩道（幅員約 10～22メートル）には、

店舗はないが、当該地下歩道が消防法上の地下街と接続しており、同地下歩道においても防火対

策が必要であると判断した。 

地下空間ネットワーク内に所在する地下歩道は、当該地下歩道の片側が地下街の店舗部分に連

続して面しており、同地下街と一体的な防火管理が必要である。 

地下街に接続している地下歩道で、人通りの多い箇所であり、同地下歩道には、両側壁面のシ

ョーケース 36か所に 70インチの電子看板（液晶ディスプレイ）が各 1台設置されており、液晶

ディスプレイの発火による火災の可能性があるほか、地下街と大型商業施設とをつないでおり、

有事の際、通行者の避難経路にもなり得る。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)-㊽ 「地下空間における浸水対策ガイドライン」（抜粋） 

（不特定又は多数の者が利用する地下空間における技術的基準） 

【解説５－３・４】技術的基準三・四について 

技術的基準三・四は、前二号の技術的基準により、地下空間の居留者が避難開始した段階で

の避難経路の確保の基本的な事項を規定している。 

解説１でも記述したように、多数、又は不特定である地下空間の居留者全員が、避難経路の

浸水深が通常の歩行が困難となる深さ（30cm 以上（※））になる以前に避難を完了させる必要

がある。また、地上階部分の階段上端の部分で浸水深が 20cm に達すると、地下空間への流入

水が激流となり、当該階段を人が昇ることは困難になるため、階段上端部分では最大浸水深 20cm 

以上になる以前に避難を完了させる必要がある。[参考５－１] 

具体的には、なるべく地上からの浸水開始時刻を遅延させること、地下空間における浸水の

上昇速度を低減させるため、次のような措置のうちから適切なものを選択し、浸水を遅延させ

ることにより、避難可能なルートを確保する。 

 

（１）地下への流入口のマウンドアップ 

地下空間への浸水開始時間を遅らせるためには、まず地下空間への流入口となり得る地上の

開口部周辺をマウンドアップし、嵩上げしたレベルに到達するまでの時間かせぎをすることが

有効である。 

複数の流入口が想定される場合、本来であれば、すべての流入口をマウンドアップするのが

最も有効であるが、それが難しい場合であっても、可能な箇所のみでもマウンドアップしてお

くことにより、地下への流入口の幅員が小さくなり、地下における想定浸水速度を低減する効

果をもたらす。 

マウンドアップの計画の際には、マウンドアップにより発生する地上の段差に留意し、高齢

者・障害者等のつまずきや転倒防止のため、バリアフリー設計(段差のスロープによる解消等)

とすることも重要である。 
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（２）防水板の設置 

地下空間への流入口となり得る地上の開口部に防水板を設置する。防水板には浸水センサー

による自動感知式のものと、人的作業で設置する手動式のものがある。管理者が常駐している

場合、管理者による手動式の防水板でも対応可能であるが、手動式の場合には、設置作業が困

難であり、設置に要する時間が 20～30 分程度を要することなどから、マウンドアップ等の対

策と組み合わせ、設置時間を確保する必要がある。また、設置費用は高額になるが、自動的に

水位を感知して機械的に防水板が上昇する自動感知式のものが望ましい。自動的に作動するも

のでも作動方式によっては立ち上がるまでの時間には長短（かなり緩慢なものから極めて早い

ものまで）がある。従って、防水板を設ける場合には、有効に機能する方式であること、管理

方法が適正であることなどを確認した上で設置し、維持していかなければならない。 

マウンドアップと同様に、複数の流入口が想定される場合、本来であれば、すべての流入口

に防水板を設置するのが最も有効であるが、それが難しい場合であっても、可能な箇所のみで

も防水板を設置することにより、地下への流入口の面積が小さくなり、地下における想定浸水

速度を低減する効果をもたらす。 

 

（3）～（6）（略） 

 

（７）土嚢等の敷設のための準備体制の整備 

マウンドアップや防水板と同様の効果をもたらすものとして土嚢がある。浸水のおそれのあ

る地上開口部に土嚢を並べ、地下空間の浸水開始時間を遅延させることができる。 

通常、土嚢には土又は砂を袋の中に積めて使用するので、土嚢の袋の収納場所の近くには、

土又は砂の用意が必要であり、これらを含めた収納場所を確保し、管理者が非常時に正しく設

置できるような体制を整えておくことが重要である。また、空間にゆとりのある場合には、非

常時の迅速な対応のため、予め土又は砂を詰めた状態で土嚢を収納保管しておく場所を確保す

る場合もある。 

収納場所が限られている場合などを考慮し、最近では、吸水時には膨張する土嚢の代用品も

開発されている。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊾ 「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」（平成 25 年 7 月

版国土交通省）（抜粋） 

6. 浸水防止に関する活動 

《記載例》 

■ 止水板等の設置基準は以下のとおりとし、複数の基準に該当する場合には、より早期の止

水板等の設置を求める基準を採用して対策を実施するものとする。 

 

① 大雨特別警報が発表された場合 

▪ 速やかに○○出口及び△△出口に止水板を設置する。 

▪ 避難完了後、その他の出口について止水板又は土嚢を設置する。 

② ○○川氾濫警戒情報が発表された（氾濫水の到達までの時間が短い）場合 

▪ 速やかに□□出口及び◇◇出口に止水板又は土嚢を設置する。 

▪ 避難完了後、その他の出口について止水板又は土嚢を設置する。 

③ ●●川氾濫発生情報が発表された（氾濫水の到達までの時間が長い）場合 

▪ 避難完了後、全ての出口について止水板又は土嚢を設置する。 

④ その他浸水が予想される場合 
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▪ 統括管理者が指示する時期に指示する出口について止水板又は土嚢を設置する。 

■非常体制を確立したときは、速やかに○○設備を○○２階○○室まで移動する。 

 

《解説及び留意事項》 

➢ 利用者の避難については、可能な限り多くの経路を使用して早期に完了させることが望ま

しく、また、河川によっては氾濫の発生から氾濫水の到達までに相当程度の時間を要する場

合もあることから、止水板等を設置する時期については、想定している外力ごとに設定する

ことが望ましい。 

➢ 避難と並行して止水板等を設置する場合には、早期に止水板等を設置する出口を選定する

必要がある。選定にあたっては、内水ハザードマップや洪水ハザードマップを参考に設定す

ることが考えられる。 

➢ 一方、内水ハザードマップや洪水ハザードマップの想定を上回る規模の降雨等が生起する

可能性もあることから、避難完了後においては水の浸入が想定される全ての出口に対策を講

じることが望ましい。 

➢ 避難とは別に、早期復旧の観点から、重要な設備等の浸水を防止するための対策（設備の

移動等）について記述することも考えられる。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)-㊿ 地下空間ネットワークを構成する施設間の連携が十分ではないため、適切な止水

板の設置等が行われず浸水の影響が及ぶおそれなどのある例 

① 4地下駅のコンコースの出入口の 28か所のうち、止水板が設置されているのは 22か所（う

ち 7 か所は地下に設置）で、未設置は 6 か所となっている。止水板が未設置の 6 か所の出入

口は、地下駅の施設管理者等以外のビルの施設管理者等が管理しており、当該施設は市町村

地域防災計画において名称等が定められていない。これら止水板が未設置の出入口から浸水

があった場合、地下駅に浸水の影響が及ぶおそれがある。 

 

② 地下駅には、10か所の出入口があり、これらの出入口には止水板や土のうが設置されてい

る。これら出入口のうち、2 か所については、地下駅の施設管理者等が浸水時に止水板の設

置等、止水措置を行うこととなっているが、他の 8 か所の出入口については、地下街やビル

の施設管理者等が止水措置を行うこととなっている。 

しかし、これら 8 か所の出入口のうち 7 か所については、地下街等の施設管理者等が独自

の判断で止水措置を行うべき旨、取り決められているが、明文化されておらず、これまで、

地下街等の施設管理者等が、事実上の管理として止水措置を行っている。 

また、当該地下駅は、地下空間ネットワーク内の他の施設に比べ低い位置に所在している

ため、当該 7 か所の出入口の施設管理者等の判断の結果、止水措置が行われない場合、地下

駅に浸水の影響が及ぶおそれがある。 

 

③ 地下駅の施設管理者等と商業ビルの施設管理者等との間で、地下駅と地上を結ぶ地上出入

口を設置する協定を締結している。 

当該協定においては、止水板の設置について取り決めているほか、止水板の使用について

は、相互に協力の上、防水用機材を使用して浸水防止に努めると取り決めている。 

しかし、止水板の使用について、地下駅の施設管理者等では、商業ビルの施設管理者等の

判断によると認識している一方、当該商業ビルの施設管理者等では、当該地下駅の施設管理

者等と協議の上で判断するものと認識しているほか、協議先の担当者が分からないとしてお

り、両者の認識が異なっている。 
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したがって、浸水が発生した場合、迅速な止水板の使用が行われないおそれがある。 

 

④ 地下道では、地上排気口の周辺部をかさ上げし、浸水時にはグレーチング（鋼材を格子状

に組んだ溝蓋）を外して排気口に直接蓋をすることで止水措置を講ずることとしているが、

当該止水措置を行う担当者が当該地下道に常駐しておらず、担当者の移動に 30分程度を要す

ることから、浸水が発生した場合、迅速に止水措置を講ずることができないおそれがある。 

 

⑤ 地下街では、地上出入口 3 か所に止水板を設置しているが、止水板の設置を担当する防災

センターの職員は 2 名（常勤職員 1 名、地下街内のテナントとの兼務者 1 名）であること、

当該地下街内の 20区画中営業しているテナントは 7店舗（内 1店舗は無人店舗）であり、人

員が 10名程度と少ないこと、防災センターとテナントとの間の協力・連携の仕組みがないこ

となどから、浸水が発生した場合、止水板を迅速に設置できないおそれがある。 

当該地下街では今後、隣接する他の地下街への助力を協議会を通じて依頼することを検討

している。 

 

⑥ 地下道の施設管理者等である地方公共団体と当該地下道に隣接する地下街の施設管理者等

との間で、当該地下道の監視・警備・設備点検業務等に関する委託契約を締結しているが、

当該契約には、止水板等、水防用資機材の設置に関する事項は直接規定されていない。 

そのため、当該地方公共団体では、水害時の地上出入口への水防用資機材の設置は、地下

街の施設管理者等が行うと認識している一方、当該地下街の施設管理者等では、水防用資機

材の設置は委託契約には含まれていないとしており、両者の認識が異なっている。 

したがって、浸水が発生した場合、地下道の出入口への水防用資機材の設置が迅速に行わ

れないおそれがある。 

 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(1)- ○51 地下街の施設管理者等が連携して止水板を設置している例 

過去 2 回の浸水により甚大な被害が発生した福岡市に所在する天神地下街を管理する施設管

理者等では、平成 16年 10月に福岡県が公表した「福岡都市圏浸水想定区域図」（100年に１回

程度起こり得る大雨を想定）を踏まえ、独自に「天神地区浸水対策調査」を実施（平成 18年 9

月終了）し、当該地下街における地上出入口等の開口部高の測量を行い、県が公表した浸水想

定区域図の当該地下街が位置する地区の浸水想定水位から当該測量した地上出入口等の施設高

を差し引き、当該地下街の個々の地上出入口等における止水板設置の要否、必要な止水板の高

さを具体的に算出している。 

当該施設管理者等は、当該調査の結果を踏まえ、約 7,000 万円の経費を掛け、浸水の危険性

のある地上出入口等 36か所に、止水板を設置した。 

（注）当省の調査結果による。 
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図表 2-(1)- ○52 「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）（洪水・内水・高

潮編）」（平成 27年 7月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室） 

6．情報収集及び伝達 

《解説及び留意事項》 

➢ 連続施設を通じて短時間で氾濫水が浸入することが想定される場合や連続施設を避難場所

としている場合には、連続施設との間で連絡体制を構築しておく必要がある。その際に、休

日においてはオフィスビルなどの連続施設が閉館していることも想定されることから、必要

に応じて、休日の連絡体制や浸水防止体制も確認しておく必要がある。 

 

7.浸水防止に関する活動 

《記載例》 

（洪水の場合） 

■別添○「浸水防止設備配置図」に示す方法（止水板・土のう等）及び設置場所で浸水防止を

行う。 

■その浸水防止設備等の設置基準は以下のとおりとする。 

① ○○川氾濫危険情報（氾濫水の到達までの時間が短い河川）が発表された場合 

・ 速やかに□□出口及び◇◇出口に止水板又は土嚢を設置する。 

・ 避難完了後、上記以外の出口について止水板又は土嚢を設置する。 

② ●●川氾濫発生情報（氾濫水の到達までの時間が長い河川）が発表された場合 

・ 避難完了後、全ての出口について止水板又は土嚢を設置する。 

③ その他浸水が予想される場合 

・ 統括管理者が指示する時期に指示する出口について止水板又は土嚢を設置する。 

■非常体制を確立したときは、速やかに○○設備を○○２階○○室まで移動する。 

 

（内水の場合） 

■別添○「浸水防止設備配置図」に示す方法（止水板・土のう等）及び設置場所で浸水防止を

行う。 

■その浸水防止設備等の設置基準は以下のとおりとする。 

① ○○市○○地区内水氾濫危険情報が発表された場合 

・ 速やかに□□出口及び◇◇出口に止水板又は土嚢を設置する。 

・ 避難完了後、上記以外の出口について止水板又は土嚢を設置する。 

② その他浸水が予想される場合 

・ 統括管理者が指示する時期に指示する出口について止水板又は土嚢を設置する。 

 

（高潮の場合） 

■別添○「浸水防止設備配置図」に示す方法（止水板・土のう等）及び設置場所で浸水防止を

行う。 

■その浸水防止設備等の設置基準は以下のとおりとする。 

① ○○海岸高潮氾濫危険情報が発表された場合 

・ 避難完了後、全ての出口について止水板又は土嚢を設置する。 

② その他浸水が予想される場合 

・ 統括管理者が指示する時期に指示する出口について止水板又は土嚢を設置する。 

■非常体制を確立したときは、速やかに○○設備を○○２階○○室まで移動する。 

 

（浸水防止が不必要な場合） 

■ 避難誘導を開始する体制（この手引きでは非常体制）を確立してから、避難を完了するま

で十分な時間を確保することができ、その間当該地下街等に浸水のおそれが生じないため、
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浸水防止に関する活動を実施する必要はない。 

 

《解説及び留意事項》 

➢ 避難誘導を開始する体制（この手引きでは非常体制）を確立してから、避難を完了するま

で十分な時間を確保することができ、その間当該地下街等に浸水のおそれが生じない場合は、

必ずしも浸水防止に関する活動を実施する必要はない。 

➢ 利用者の避難については、可能な限り多くの経路を使用して早期に完了させることが望ま

しく、また、氾濫の発生要因及び発生箇所によっては氾濫の発生から氾濫水の到達までの時

間が異なることから、止水板等を設置する時期については、想定している氾濫の発生要因及

び発生箇所ごとに設定することが望ましい。 

➢ 避難と並行して止水板等を設置する場合には、早期に止水板等を設置する出口（避難には

用いない出口）を選定する必要がある。選定にあたっては、洪水ハザードマップ等を参考に

設定することが考えられる。 

➢ 避難とは別に、早期復旧の観点から、重要な設備等の浸水を防止するための対策（浸水防

止対策や設備の移動等）について記述することも考えられる。また、避難完了後においては

水の浸入が想定される全ての出口に対策を講じることも考えられる。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(1)- ○53 水防法等改正説明会資料（抜粋） 

（3）浸水想定区域図制度の改正 

浸水想定区域に含める地下街等 

➢ 地上部分の浸水が想定されないものの、地下で連続する施設を通じて浸水する地下街等も

浸水想定区域の一部として指定することとする予定 

✓ 指定する地下街等は、相当規模かつ当該地下街等の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保

が必要なものに限る 

✓ 当該地下街等の利用者の全ての避難が完了するまでに、地上からの流入水が到達する地

下街等を指定の対象とする予定 

（指定方法の詳細は「浸水想定区域図作成マニュアル（第 4版）」に記載予定） 

✓ 内水・高潮の浸水想定区域についても同様に指定 

➢ 指定された地下街等は、市町村地域防災計画に位置付けられた場合は、水防法第 15条の 2

に規定する避難確保・浸水防止計画の作成が義務化される 

➢ 浸水想定区域の指定の際には、当該地下街等の名称・所在地リストとして指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）国土交通省の資料による。 
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図表 2-(1)- ○54 地下街等浸水時避難計画等策定支援システム 

（目的等） 

・ 地下街等の避難計画の策定を支援することを目的に、洪水予報や浸水想定等の情報から、

地下空間における浸水状況の推定、避難所要時間等を算出するための簡易ソフトウェア 

（適用範囲） 

■システムの利用者： 

・ 施設管理者：主に商業施設・ビル地下の管理者の避難安全検討用 

・ 自治体：施設管理者からの計画策定報告内容の確認用 

■課題：地下街等における浸水状況、避難時間の簡便な想定 

■対象災害：河川堤防の決壊、集中豪雨などによる浸水被害 

■提供方法：Ｅｘｃｅｌ 

■ねらい・効果： 

・ 管理者自らが容易に浸水危険性や安全対策の評価を行うことができるようになることで、

計画策定の動機付けや目的・課題・対策の共有、根拠資料となり、計画策定の推進を期待 

（対象とする地下空間） 

・ 小規模商業ビル、地下コンコース、地下駐車場、小規模オフィス、大規模オフィス、大規

模商業ビル（一部）、大規模地下街（一部） 

・ 対象範囲であっても、地下で隣接するビル等とつながっている場合は対象外 

（内容） 

・ 「地下空間の浸水により避難が困難になる時間」と「安全な地上までの避難行動所要時間」

を算出し比較検討することで、避難安全性が確保されているかを評価、検討するもの。具体

的なステップは以下のとおり 

① 避難困難水深になる時間 

ステップ１：地上の想定浸水状況の入力 

ステップ２：地上のフロア構成の入力 

ステップ３：流入口リストの作成 

ステップ４：流入口グルーピング 

ステップ５：地下空間の浸水状況の想定（計算実行） 

② 避難行動所要時間 

ステップ６：異変認知時間の算定 

ステップ７：意思決定時間の算定 

ステップ８：移動時間の算定 

③ 避難行動余裕時間（①－②） 

ステップ９：避難行動余裕時間の算定 

浸水対策を実施 

避難対策を実施 

(注) 1 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

   2 下線は当省が付した。 
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勧告 説明図表番号 

(2)  法令に基づく地下街等の安全対策の実施 

  ア 消防法に基づく安全対策の実施 

    国は、消防法第 8条、同法施行令別表第 1等に基づき、防火対象物（注）の管理

権原者に対し、防火管理者を選任し、当該防火管理者による消防計画の作成、通

報及び避難の訓練（以下「通報・避難訓練」という。）の実施等の防火管理上必要

な業務の実施を義務付けている。また、同法第 8 条の 2 の 5 に基づき、多数の者

が出入りする大規模な防火対象物については、自衛消防組織を置かなければなら

ないとされている。 

（注） 防火対象物のうち、地下空間に所在するものとして、地下街、地下駅、ビルの地階及び

地下駐車場がある。 

 

    調査対象とした 139 施設について、消防法に基づく防火管理者の選任、消防計

画の作成、通報・避難訓練の実施及び自衛消防組織の設置状況を調査した結果、

防火管理者の選任、消防計画の作成及び通報・避難訓練の実施については、消防

法の義務付けがある 126 施設中、防火管理者は全ての施設で選任されており、消

防計画が作成されているものが 125施設（99.2％）、通報・避難訓練を実施してい

るものが 120 施設（95.2％）となっている。また、自衛消防組織は、消防法の義

務付けがある 119施設のうち 118施設（99.2％）において設置されている。 

 

  イ 水防法に基づく安全対策の実施 

    国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法第 14 条第 1 項に基づき、同法第 10

条第 2項、第 11条第 1項等により指定した河川について、浸水想定区域を指定す

ることとされており、市町村防災会議（設置しない市町村の場合にあっては、当

該市町村の長）は、同法第 15条第 1項第 3号イに基づき、浸水想定区域内の施設

のうち、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を

図る必要があると認められる地下街等については、市町村地域防災計画に当該施

設の名称及び所在地を定めることとされている。 

    国土交通省では、平成 26年地下街等防災対策通知において、市町村に対し、市

町村地域防災計画に記載されている地下街・地下鉄及び接続ビル等と地下で接続

している建築物等についても市町村地域防災計画への位置付けに努めることなど

を要請している。 

    また、市町村地域防災計画に名称等を定められた施設の所有者又は管理者（以

下「施設所有者等」という。）は、同法第 15 条の 2 第 1 項に基づき、単独で又は

共同して、避難確保・浸水防止計画を作成しなければならないとされており、市

町村長は、同条第 3 項に基づき、市町村地域防災計画に名称等を定められた連続

する 2 以上の地下街等の施設所有者等に対し、避難確保・浸水防止計画を共同し

て作成することを勧告することができるとされている。 

 

 

図表 1-⑤ 

（再掲） 

図表 1-⑦ 

（再掲） 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑧ 

（再掲） 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)-② 

（再掲） 

 

 

図表 1-⑧ 

（再掲） 
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    国土交通省では、平成 26年地下街等防災対策通知において、洪水時において一

体的な避難行動が行われることが想定されるにもかかわらず、一体的な避難確

保・浸水防止計画が作成されていない隣接する地下街・地下鉄及び接続ビル等に

対し、共同して計画作成を行うよう積極的な勧告に努めることを要請しているほ

か、「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）」（平成 25 年 7

月版国土交通省）において、避難確保・浸水防止計画の対象区域について、①対

象としている地下街に加えて、当該地下街への氾濫水等の地上からの浸入口を有

する接続ビルを含める必要がある、②近接する複数の地下街等で、一つの地下街

等から地下鉄や地下通路を通じて他の地下街等へ短時間で水が浸入することが想

定される場合にあっては、当該複数の地下街等を対象区域とすることが望ましい

としている。 

    また、施設所有者等は、水防法第 15条の 2第 6項に基づき、地下街等の利用者

の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止のための訓練（以

下「避難・浸水防止訓練」という。）を実施するとともに、同条第 7項に基づき、

自衛水防組織を置かなければならないとされている。 

 

    (ｱ) 市町村地域防災計画における浸水想定区域内の施設の記載状況 

    調査対象とした 14の地下空間ネットワークが所在する 10市区の市町村地域防

災計画における浸水想定区域内の施設の名称等の記載状況を調査した結果、調査

対象 139 施設のうち、浸水想定区域内に所在する 101 施設中、26 施設

（25.7％）の名称等が記載されていない。 

    名称等が記載されていない施設の内訳は、接続ビル 14 施設、地下駅 5 施設、

地下道 4施設、地下街 2施設及び地下駐車場 1施設となっている。 

    これらの施設の地下空間ネットワークにおける他施設との接続状況等をみる

と、①浸水想定区域内に所在する市町村地域防災計画に名称等が記載されていな

い地下道が、浸水想定区域外に所在する大型商業施設と接続し、当該地下道から

大型商業施設に向かって下り傾斜となっているもの、②市町村地域防災計画に名

称等が記載されていない浸水想定区域内の商業ビルが他の施設より低い位置に所

在しているもの、③浸水想定区域内に所在する地下街が同区域外の地下街や接続

ビルと連続し、一体となっているが、当該区域外の施設は避難確保・浸水防止計

画の作成の対象外となっているものがみられ、浸水が発生した場合、接続する施

設へ被害が及ぶおそれや必要な対策が講じられないおそれがあるなど、市町村地

域防災計画に名称等が記載されていないことによる課題がみられた。 

    これらの施設の所在する 5市区では、市町村地域防災計画に名称等を記載して

いない理由として、①市町村地域防災計画に定めるための独自の判定基準を作成

しており、当該施設は同基準の地下街と一体を成す施設に該当しない、②水防法

の逐条解説において示されている地下に設けられた不特定多数の者が利用する施

設の例を参考とした等としており、市区において、市町村地域防災計画に記載す

る施設の判断が区々となっている状況がみられた。 

図表 2-(1)-② 

（再掲） 

 

 

図表 2-(1)-⑪ 

（再掲） 

 

 

 

 

 

図表 1-⑧ 

（再掲） 
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図表 2-(2)-④ 
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    これらの 5市区からは、全国的に統一した水防法の運用を行うためには、市町

村地域防災計画に名称等を記載すべき施設について、国が一定の基準を定める必

要があるとの意見がみられた。 

    なお、調査した市区の中には、市町村地域防災計画において地下街の名称や所

在地を定めているものの、当該名称について「地区地下街」と記載、所在地につ

いて「丁目外（地下街と地下で繋がる不特定多数の者が利用するビル）」と記

載、また、図面による指定がなく範囲が曖昧で具体的な施設が不明となっている

ものもみられた。 

    当該市区では、その理由として、個別施設名を記載した場合、施設所有者等の

入れ替わり等の際、市町村地域防災計画の修正を頻繁に行うこととなるためとし

ている。 

 

    平成 27 年 5 月に水防法が改正され、浸水想定区域の指定の対象とする災害に

雨水出水（内水）及び高潮を加え、水防法施行規則（平成 12 年建設省令第 44

号）において、洪水、内水及び高潮の浸水想定区域の指定については、都道府県

知事等が地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うこ

とができることとされた。 

    また、国土交通省では、「水防法等の一部を改正する法律の一部施行等につい

て」（平成 27 年 7 月 21 日付け国水政第 24 号、国水下企第 30 号各都道府県知事

等宛て国土交通省水管理・国土保全局長通知）及び平成 27 年の水防法改正に伴

う説明会において、市町村地域防災計画に名称等を定める施設について周知した

としている。 

    今後は、地下空間ネットワークの浸水に係る利用者の安全を確保するため、水

防法の改正に伴う内水及び高潮も含めた市町村地域防災計画に名称等を記載すべ

き施設を判断するための考え方について、より具体的に示す必要があると考えら

れる。 

 

    (ｲ) 避難確保・浸水防止計画の作成状況等 

    調査対象とした 139 施設のうち、市町村地域防災計画に名称等が定められてい

る 75 施設の施設所有者等における避難確保・浸水防止計画の作成状況（注）、避

難・浸水防止訓練の実施状況及び自衛水防組織の設置状況を調査した結果、避難

確保・浸水防止計画を作成しているものが 55施設所有者等（73.3％）、避難確保

計画のみ作成しているものが 14 施設所有者等（18.7％）となっている。避難確

保・浸水防止計画を作成している 55 施設所有者等の中には、他の地下街等が作

成した計画に参画しているものが 7 施設所有者等（9.3％）みられた。また、避

難・浸水防止訓練については 9施設所有者等（12.0％）で未実施、自衛水防組織

については 15施設所有者等（20.0％）で未設置となっている。 

    これらのうち、避難確保・浸水防止計画が未作成となっている施設所有者等で

は、その理由として、①計画を作成する必要があることを承知していなかった、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-⑤ 

図表 2-(2)-⑥ 

 

 

 

図表 2-(2)-⑦ 
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図表 2-(2)-⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-⑩ 
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②浸水防止計画の作成について市からの要請がなかったなどとしており、避難確

保・浸水防止計画の作成についての施設所有者等の認識が不十分となっており、

市町村における施設所有者等に対する計画の作成促進に向けた指示が必要となっ

ている。 

（注） 国土交通省の調査では、平成 27 年 3 月 31 日現在、市町村地域防災計画に名称等が

記載されている 1,084 地下街等のうち、避難確保・浸水防止計画を作成しているもの

は 467 施設所有者等（43.1％）、避難確保計画を作成しているものは 667 施設所有者等

（61.5％）となっている。 

 

    国土交通省では、避難確保・浸水防止計画の作成促進について、当該計画の市

町村単位の作成状況の公表や作成された計画が適切なものとなっているかを確認

するためのチェックリストの提供を行っているとしている。 

    今後は、避難確保・浸水防止計画の作成促進のための、より効果的な取組が必

要であると考えられる。 

    なお、国土交通省では、水防法の改正に併せ、地下街等の避難計画の作成を支

援するため、平成 27年 7月から施設所有者等に対し、「地下街等浸水時避難計画

等策定支援システム」を提供しているが、同システムの適用対象は、小規模商業

ビル、地下駐車場、一部の大規模地下街等となっている。 

 

    また、避難確保・浸水防止計画については、単独又は共同して作成することと

されているが、以下のとおり、単独で作成されたものの中には、避難に係る計画

間の整合性が図られておらず、地下空間ネットワーク全体としての安全確保のた

め、避難確保・浸水防止計画を共同して作成すべきと考えられるものがみられ

た。 

   ① 地下街及び当該地下街と隣接する地下駅の避難確保・浸水防止計画における

避難誘導について、地下街の避難確保・浸水防止計画ではビルの上階を避難場

所としているのに対し、隣接する地下駅の避難確保・浸水防止計画では小学校

跡地への避難案内となっており、双方の施設の利用者の流れが考慮されておら

ず、整合が図られていない。 

   ② 地下駅の避難確保・浸水防止計画における避難経路は、接続ビルの 2階以上

とされているのに対し、隣接する地下街の避難確保・浸水防止計画における避

難経路は、最寄り階段から地上とされているなど、整合が図られていない。 

 

    これらの施設所有者等では、避難確保・浸水防止計画を共同して作成していな

い理由として、①市町村から避難確保・浸水防止計画を共同して作成することに

ついて具体的な指導等がなかった、②接続する施設と共同で避難確保・浸水防止

計画を作成する場合、避難経路・場所の設定には、収容人員、接続施設の営業時

間、安全性の確認、治安対策、誘導体制などの緻密な調整・確認が必要となり、

民間の施設所有者等のみの対応では困難である。また、避難経路の設定には避難

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(1)- ○54 

（再掲） 

 

 

 

図表 2-(2)-⑪ 
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シミュレーションの実施が必要であり、さらに、浸水対策を共同で取り組むこと

について推奨されていることを承知していなかったとしている。 

    また、施設所有者等からは、施設所有者等が共同して計画を作成する場合に

は、行政主導又は協議会と行政が一体となった取組が望ましいとの意見がみら

れ、当該地下街等が所在する市では、避難確保・浸水防止計画を共同して作成す

るためには、より具体的・客観的な基準や判断例が必要であるとしている。 

 

    一方、平成 25 年の水防法改正後、国土交通省の働きかけを受けた地下駅の施

設所有者等が、同省、当該地下駅に接続している別会社管理の地下駅の施設所有

者等及び市町村とワーキンググループを設置し、避難確保・浸水防止計画を共同

して作成しているものがみられた。 

    また、市町村地域防災計画において、避難確保・浸水防止計画の作成対象施設

として、地下街・地下道、地下駅の名称を記載した上で、これらの施設に地下で

接続している施設及び間接接続している施設について避難確保・浸水防止計画へ

の参画を規定しているものもみられた。 

 

    国土交通省では、避難確保・浸水防止計画の共同作成については、平成 27 年

5 月の水防法改正に伴い改正した「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成

の手引き（案）」及び説明会において、避難確保・浸水防止計画の共同作成や計

画作成に際しての隣接する施設等からの意見聴取の必要性等について説明してい

るとしている。 

 

    なお、今回調査対象とした施設管理者等の中には、避難確保・浸水防止計画の

作成等に当たって、浸水シミュレーションを実施しているものが 3例みられ、こ

れらの施設管理者等では、地上出入口等への止水板設置の必要性の有無の把握や

地下街内における避難経路図の作成に有効なものとなっているとしている。 

    国土交通省では、水防活動や避難行動等に活用するため、平成 27 年 5 月の水

防法改正に併せ、同年 7月に「地点別浸水シミュレーション検索システム」を提

供している。 

    当該システムは、洪水（外水）のみを対象としたものであり、今後、内水及び

高潮を対象としたシステムを構築し、提供する予定であるとしている。 

 

【所見】 

したがって、国土交通省は、地下空間利用施設における浸水に係る利用者の安全を確

保するため、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 市町村に対し、市町村地域防災計画において名称及び所在地を定めるべき施設の設

定に必要なより具体的な情報を提供すること。 

② 市町村に対し、施設所有者等における避難確保・浸水防止計画の作成を促進するた

めに必要な指示等を行うよう助言すること。 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-⑬ 

図表 2-(1)-○53

（再掲） 

 

 

図表 2-(2)-⑭ 

 

 

 

 

図表 2-(1)-㊴ 
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図表 2-(2)-① 消防法に基づく防火管理者の選任、消防計画の作成等の実施状況 

                              （単位：管理権原者、％） 

区分 
調査対象

施設数 

うち消防法の義務

付けがある施設数 
実施 実施なし 

防火管理者の選任 

139 

126(100) 

126(100) 0(0) 

消防計画の作成 125(99.2) 1(0.8) 

通報・避難訓練の

実施 
120(95.2) 6(4.8) 

自衛消防組織の設

置 
119(100) 118(99.2) 1(0.8) 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-② 市町村地域防災計画における浸水想定区域内の施設の記載状況 

（単位：施設、％） 

調査対象施設数 
うち浸水想定区域内

に所在する施設数 

うち市町村地域防災計画における施設の名称等の

記載の有無 

記載している施設数 記載していない施設数 

139 101(100) 75(74.3) 26(25.7) 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-③ 市町村地域防災計画に施設の名称等が定められていないことによる課題事例 

① 地下道は、大型商業施設及び地下街と接続している。当該地下街及び地下道は、浸水想定

区域内に所在しており、地下街については、市町村地域防災計画に名称等が定められている

が、地下道は名称等が定められておらず、自衛水防組織は未設置、避難・浸水訓練も未実施

となっている。 

また、当該地下道には、浸水時の対応として、10か所の出入口に土のうを設置することと

しているが、当該土のうの使用については、地下道の施設管理者等と当該施設管理者等から

地下道の管理委託を受けている他の施設管理者等との間の委託契約において明確な規定がな

く、地下道の施設管理者等では委託先の施設管理者等が行うものとしている一方、受託して

いる他の施設管理者等では、契約内容には含まれていないとしており、土のうの使用に関す

る両施設管理者等の認識が異なっている。 

一方、当該大型商業施設は、浸水想定区域外に所在しており、同施設は、避難確保・浸水

防止計画の作成を始め、水防法に基づく取組の対象となっていない。 

当該大型商業施設と地下道の高低差をみると、地下道から大型商業施設へは下り傾斜とな

っており、地下道に複数ある出入口から、土のうでは対処できない浸水があった場合や迅速

な土のうの使用が行われない場合、大型商業施設への浸水の影響のおそれがある。 

 

② 商業ビルは、浸水想定区域内に所在しているが、市町村地域防災計画において名称及び所

在地が定められていないため、避難確保・浸水防止計画の作成や避難訓練の実施、止水板の

設置等の避難確保及び浸水防止に係る対策の対象となっていない。 

当該商業ビルは、他の施設より低い位置に所在しているため、他の施設における浸水被害

の影響が及ぶおそれがある。 

 

③ 浸水想定区域内に所在している地下街の通路は、浸水想定区域外の通路と連続しており、

当該浸水想定区域外の通路には、商業ビル等、複数の施設が接続している。 

浸水想定区域の内外にかかわらず、一体として同一の地下街と同様のものであるにも係わ

らず、浸水想定区域外については市による、避難確保・浸水防止計画の作成に係る指導の対
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象外となっており、必要な浸水対策が講じられないおそれがある。 

（注）当省の調査結果による。 
 

 

図表 2-(2)-④ 市町村地域防災計画に地下街等の名称等を記載していない施設及びその理由 

名称等を記載していな

い施設の種類 
理由 

一部の接続ビル（一部

地下通路を含む。） 

市独自の判定基準を作成し、消防法施行令第 9条の 2に規定する地

下街と一体を成すものとみなす施設であるか否かに基づいて判定し

ており、当該一体をなす施設には該当しない。 

一部の接続ビル及び地

下通路 

水防法の逐条解説においては、「その他地下に設けられた不特定か

つ多数の者が利用する施設」の例として、地下駅、地下駐車場等が想

定されており、当該想定の中に、一部の接続ビル及び地下通路は含ま

れていない。 

一部の地下駅、地下道、

地下駐車場及び接続ビ

ル 

水防法第 15 条第 1 項第 3 号イの地下街等に該当するかを確認する

ための調査や施設管理者等への説明に時間を要している。 

一部の接続ビル及び地

下街、接続ビル 

市町村地域防災計画に名称等を定めるべき水防法第 15 条第 1 項第

3号イの地下街等に該当しないと判断している。 

一部の接続ビル、地下

道及び地下街 

市町村地域防災計画に定めるか否かを判断するために消防部局か

ら提供されたリストから情報が漏れていた可能性がある。地下道は水

防法で規定する地下街には該当しないため、さらに、地下街等防災対

策通知に基づく見直しを業務多忙により未実施である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-⑤ 水防法（平成 27年 5月改正）（抜粋） 

（洪水浸水想定区域）  

第 14条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につい

て、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被

害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る

最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。次条第一項にお

いて同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域とし

て指定するものとする。  

 

2～4（略） 

 

（雨水出水浸水想定区域）  

第 14条の 2 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等について、

市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑かつ

迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、

国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨

水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設（当該指定に係るポンプ施設又は

貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排

除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するもの

とする。  

 

2～4（略） 
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（高潮浸水想定区域）  

第 14条の 3 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の円

滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図る

ため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大

臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸

水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。  

 

2～4（略） 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）  

第 15条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、

これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十

四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出

水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたとき

は、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以

下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水

想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施

設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつ

た場合に限る。  

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁

長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は

第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定により国土交

通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項にお

いて同じ。）の伝達方法  

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項  

三 災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は

高潮に係る避難訓練の実施に関する事項  

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。

第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及

び所在地  

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下

に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が

利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水

時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及

び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等

の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で

定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の

四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると

認められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項  

 

2・3（略） 

 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8d%d0%8a%51%91%ce%8d%f4%8a%ee%96%7b%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8d%d0%8a%51%91%ce%8d%f4%8a%ee%96%7b%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004800000000001000000000000000000
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（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）  

第 15 条の 2  前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところによ

り、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。  

2  前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合にお

いて、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあ

るときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。  

 

3・4（略） 

 

5  市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理

者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。  

6  市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

7  市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。  

8  第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以

下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止

のための訓練を行わなければならない。  

9  第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自

衛水防組織を置かなければならない。  

 

10（略） 

 

（注）下線は当省が付した。 
 

 

図表 2-(2)-⑥ 水防法施行規則（平成 12年建設省令第 44号）（抜粋） 

（洪水浸水想定区域の指定） 

第 1条 （略） 

 

2～5（略） 

 

6  洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地

下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が

予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見

込まれるものを含む。）をいう。以下同じ。）であって、当該地下街等と連続する施設から浸

水するものの存する区域を含めて行うことができる。 
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（雨水出水浸水想定区域の指定） 

第 4条 （略） 

 

2 第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。 

 

（高潮浸水想定区域の指定） 

第 7条 （略） 

 

2・3（略） 

 

4  第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、

同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣

が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(2)-⑦ 「水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について」（平成 27 年 7 月 21 日

付け国水政第 24 号、国水下企第 30 号各都道府県知事等宛て国土交通省水管理・

国土保全局長通知）（抜粋） 

一 水防法関係 

7 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等について

（第 15条の 2関係） 

（1）連続施設の管理者等からの意見聴取について 

 

（※）なお、市町村地域防災計画には、主要な地下街等だけでなく、当該地下街等と地下で連続

している不特定かつ多数の者が利用するビル等についても記載に努めるよう、貴管内市町村に周

知方努められたい。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(2)-⑧ 水防法等改正説明会資料（抜粋） 

（4）市町村地域防災計画・ハザードマップ記載事項の変更等 

市町村地域防災計画・ハザードマップに関する変更について 

➢ 今般の水防法改正に伴う主な変更点は以下の通り。 

✓ 市町村地域防災計画に洪水予報等の伝達方法や避難に関する事項等を定める規定につい

て、内水・高潮の浸水想定区域の指定があった場合に対しても同様に定めるよう拡充。 

✓ 内水・高潮の推移周知情報も伝達方法を定めるよう追加。 

✓ 避難訓練の実施に関する事項を定めるよう追加。 

✓ 市町村地域防災計画に名称・所在地を定める地下街等について、建設中の施設も含めるよ

う追加。 

✓ 内水・高潮についても、浸水想定区域の指定があった場合にはハザードマップの作成を義

務化。 

 

（5）地下街等における避難確保計画等の作成促進 

水防法における地下街等の避難確保・浸水防止対策 

〈浸水想定区域内の地下街等の避難確保・浸水防止〉 

市町村が地域防災計画に位置づけた地下街等※について、 

・ 市町村から地下街の管理者等に河川の水位情報等を伝達 

・ 地下街の管理者等による、避難確保・浸水防止計画の策定、計画に基づく避難訓練等の実施、

自衛水防組織の設置 等 
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※地下街等 

地下街のほか、地下鉄駅、デパートの地下売場、これらと地下で接続しているビルの地下フロ

ア等で、従業者以外の不特定かつ多数の者が利用しているため、あらかじめ必要な措置を講じな

ければ浸水が発生した場合に利用者を円滑かつ迅速に避難させることが困難であり、大きな被害

の発生が想定されるような建築物の地下部分をいう。 

このような施設の範囲は、地域の実情に照らして様々であるため、その判断については市町村

防災会議に委ねられる。 

 

水防法における地下街等の避難確保・浸水防止対策（拡充内容） 

○ 建設予定・建設中の地下街等を対象に追加 

→ 計画・設計段階からの出入り口嵩上げ、止水板設置等の浸水対策を促進 

○ 計画作成時に接続ビル等の管理者等の意見を聴く努力義務 

→ 地下街、接続ビル等※の管理者等が連携した避難確保・浸水防止計画作成の促進 

○ 内水について地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを確認することを義務化 

（浸水で避難が困難になるまでの時間と避難行動に要する時間を算出する等により確認） 

→ 避難のためのリードタイムが短い内水に対する地下街等の利用者の安全を確保 

※ 地下街等と連続する施設であって、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難

の確保に著しい支障を及ぼすおそれのある施設 

 

地下街、地下鉄、接続ビル等が連携した避難確保・浸水防止 

○ 主要な地下街等だけでなく、不特定多数の者が利用する接続ビル等についても市町村地域防

災計画に位置づけていただくことが望ましい。 

○ 洪水時に一体的な避難行動や浸水防止が必要な、隣接する地下街、地下鉄及び接続ビル等は、

共同して避難確保・浸水防止計画を作成していただくことが望ましい。 

その際、計画検討や連絡調整の場として協議会を設置為ていただくことが望ましい。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(2)-⑨ 水防法に基づく避難確保・浸水防止計画の作成等の実施状況 

（単位：施設所有者等、％） 

区分 
調査対象

施設数 

うち浸水想

定区域内の

施設数 

実施 未実施 

避難確保・浸

水防止計画

の作成 

139 75(100) 

55(73.3) 

うち、 

他の地下街等が作成

した計画に参画7施設

（全体の 9.3） 

20(26.7) 

うち、 

① 計画未作成 6 施設（全体

の 8.0） 

② 避難確保計画のみ作成 14

施設(全体の 18.7)  

自衛水防組

織の設置 
60(80.0) 15(20.0) 

避難・浸水防

止訓練の実

施 

66(88.0) 9(12.0) 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-⑩ 避難確保・浸水防止計画等を作成していない理由 

計画名 理由 

避難確保・浸 ・ 避難確保・浸水防止計画を作成する必要があることを認識していなかった。 
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計画名 理由 

水防止計画 ・ 避難確保・浸水防止計画は作成していないが、社内向け防水対策マニュアル

で対応することとしている。 

・ 避難確保・浸水防止計画の作成を地方公共団体から依頼された際、当該依頼

時に示された様式をそのまま利用することができず、また、避難確保・浸水防

止計画の作成に当たって必要となる止水板の設置経費について、本社への請求

が必要となる。 

浸水防止計画 ・ 避難確保・浸水防止計画のうち、浸水防止計画については、作成する必要が

あることを認識していなかった。 

・ 浸水防止計画を作成する必要があることを承知していなかった。ただし、降

雨や浸水の段階に応じて実施すべき事項を整理した水害対策マニュアルを作

成しており、当該計画を作成していないことによる支障はないと考える。 

・ 平成 25 年の水防法の改正以降、市から浸水防止計画の作成を求められてい

ない。 

・ 他の業務が多忙である。 

・ 市からの浸水防止計画の作成についての指導が社内で伝わっていなかった。 

・ 現在、浸水防止計画を作成中である。 

・ 協議会の統括施設における計画の更新を踏まえ、当該計画と整合性のとれた

計画を作成することとしている。 

 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-⑪ 避難確保・浸水防止計画が共同して作成されておらず施設間の安全確保の整合性

が図られていない例 

○ 地下街と当該地下街と隣接する地下駅とで避難経路が異なっており、双方の施設の利用者

の流れを考慮していない例 

避難確保・浸水

防止計画にお

ける記載事項 

地下街 地下駅 

避難誘導 （外水氾濫、津波発生） 

 

・ 避難場所は、地下街に接続するビルの上階と

する。また、近隣にある公立小学校、中学校の

中から事前に指定する収容避難場所は災害状

況に応じて活用する。 

（内水氾濫） 

・ 避難場所は、接続ビルの 3階以上を原則とす

る。 

（外水氾濫、内水氾濫、

津波発生） 

・ 地上部の浸水を考

慮し、収容避難箇所

へ避難するよう案内

を行う。 

 

（注）収容避難箇所：

地元の小学校跡地 

 

 

○ 地下空間ネットワーク内の接続する施設において、避難場所、避難経路が異なっている等

の例 

避難確保・浸水防止計画における避難場所、避難経路 施設例 

地上が安全な場合は地上とし、それ以外の場合は地階が

接続するビル等の 2階以上 

地下駅 

接続ビル 

浸水の恐れのある低地を避けて指定の階段から地上 地下街 



95 

 

最寄りの階段から地上 

 

避難確保・浸水防止計画における避難場所、避難経路 施設例 

地上が安全な場合は地上とし、それ以外の場合は地階が

接続するビル等の 2階以上 

地下通路 

避難経路なし（避難確保・浸水防止計画未作成） 接続ビル 
 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-⑫ 避難確保・浸水防止計画を共同して作成している等の例 

○ 避難確保・浸水防止計画を共同して作成している例 

東京地下鉄株式会社（東京メトロ）は、平成 25年の水防法改正後、国土交通省荒川河川事

務所からの働きかけを受け、同事務所、東京都交通局及び中央区と連携し、ワーキンググル

ープを設置し、26年 5月、「避難確保・浸水防止計画（銀座駅務管区東銀座地域）」を作成し

た。 

同計画は、東銀座駅に地下通路で接続している都営浅草線東銀座駅、ＧＩＮＺＡ ＫＡＢ

ＵＫＩＺＡ、南海東京ビルディング及び銀座方面地下連絡通路の各管理者と相互に連携し、

洪水時の避難確保及び浸水の防止を図るものとなっている。 

 

○ 市町村地域防災計画において、地下空間ネットワークを考慮した避難確保・浸水防止計画

の作成を求めている例 

大阪市地域防災計画では、避難確保・浸水防止計画を作成すべき施設として、地下街・地

下道、地下駅の名称を記載し、これらの施設に地下で接続している施設を「避難確保・浸水

防止計画に参画すべき施設」として、施設名を記載の上、接続する全ての地下街、地下駅の

避難確保・浸水防止計画に参画する必要があるとしている。 

また、地下街、地下駅に直接的には接続していないが、直接接続する施設に間接接続する

施設についても「地下街、地下駅の計画に参画するのが望ましい」として、避難確保・浸水

防止計画への参画を求めている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 2-(2)-⑬ 「地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案）（洪水・内水・高

潮編）」（平成 27年 7月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室） 

3.計画の対象区域 

《解説及び留意事項》 

➢ 接続ビルや、地下駅や地下通路など地下で連続する他の施設（以下「連続施設」という。）

から予期せぬ浸水が発生する可能性がある。このため、氾濫水の浸入口となり得る連続施設

も含めて対象区域とし、共同で計画を作成することが望ましい。 

➢ 共同で計画を作成しない場合であっても、連続施設の構造、主要な流入口の標高・大きさ

や浸水防止対策の状況等について把握するため、水防法第 15 条の 2 第 2 項に基づき、連続

施設の所有者または管理者に意見を聴くよう努めなければならない。 

➢ 特に、内水については、水防法施行規則第 12 条第 2 項の規定により、地下街等の各地点

において避難上支障がある高さまで浸水する時間を算出すること等により、地下街等の利用

者の全てが安全に避難できることを確認する義務がある。そのため、連続施設の所有者また

は管理者に意見を聴き、氾濫水の浸入口等の状況について把握することが必要不可欠である。 

➢ 意見を聴く対象となる施設は、当該地下街等の全利用者の避難が完了するまでに、当該地

下街等の浸水に影響を及ぼす施設を想定している。具体的には、地下街等の利用者の避難に
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要する時間、地下空間の構造や地下空間を流れる氾濫水の平均的な拡散速度等を考慮して選

定する必要があるが、当該地下街等から概ね 1km 以内に氾濫水の主要な流入口となる開口部

を持つ施設を候補として検討することが考えられる。 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 2-(2)-⑭ 避難確保・浸水防止計画の作成等に当たって浸水シミュレーションを実施してい

る例 

○ 地下街の施設管理者等が約 700 万円の経費を掛けて実施した浸水対策調査（浸水シミュレ

ーション）では、地下街の地上出入口等の開口部高の測量を行い、地下街が位置する地区に

おける浸水想定水位から、地下街出入口等の施設高を差し引き、それぞれの地上出入口等に

ついて、止水板を設置する必要性の有無、必要となる止水板の高さを具体的に算出している。 

  当該地下街では、同調査結果に基づき、約 7,000万円の経費を掛けて地上出入口等 36か所

に止水板を設置した。同施設管理者等では、この取組を実施した理由について、当時の経営

陣（行政 OB）の安全確保に対する経営判断があったためとしている。 

 

 

○ 地下街の施設管理者等では、浸水防止計画の作成に当たり、浸水シミュレーションを実施

し、どの連絡口から浸水が発生するか、地下街内において浸水がどのように広がっていくか

を特定した。 

当該施設管理者等では、この結果に基づき、地下街内における避難経路図を作成し、地下

街に接続している施設に提供している。 

  また、当該施設管理者等では、シミュレーションの実施により、地下へとつながる連絡口

の全てから水が入り込むわけではないことが分かり、特に重点的に対策を講ずべき箇所を特

定することができたとしている。 

さらに、地下浸水が発生した場合、どのような経路をたどって氾濫水が空間内に広がって

いくのかについても明らかになったとしている。 

 

 

○ 協議会では、地下空間における浸水は、地下街に接続する周辺施設からも考えられること

から、地下街だけでなく、周辺ビルの玄関等も含めて、1 時間当たり 100 ミリ以上の降雨又

は 150 ミリ以上の降雨の際に、浸水の発生が想定される地上出入口を、業者に委託して把握

している。 

また、降雨の開始からどの程度経過すれば浸水が発生するか、どのようなタイミングで止

水板を設置する必要があるかについても、業者に委託して調査中である。 

(注) 当省の調査結果による。 
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